
平成２１年第 ４ 回定例会

市　議　会　会　議　録

平成２１年１１月３０日（ 開会 ）

平成２１年１２月１８日（ 閉会 ）

垂　水　市　議　会
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第 ４ 回 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（１１月３０日）（月曜）

　　１．開　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会議録署名議員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会期の決定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．議案第８８号～議案第９９号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

　　　委員長報告、質疑、討論、表決（認定）

　　１．議案第１０１号～議案第１０４号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０

　　　説明、休憩、全協、質疑、討論、表決

　　　議案第１０１号～議案第１０４号（原案可決）

　　１．議案第１０５号～議案第１０７号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５

　　　説明、質疑

　　　議案第１０５号　総務文教委員会付託

　　　議案第１０６号、議案第１０７号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第１０８号～議案第１１１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　　説明、質疑

　　　議案第１０８号、議案第１０９号　総務文教委員会付託

　　　議案第１１０号、議案第１１１号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第１１２号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２７

　　　説明、質疑、各常任委員会付託

　　１．議案第１１３号～議案第１１９号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３１

　　　説明、質疑

　　　議案第１１３号、議案第１１４号　総務文教委員会付託

　　　議案第１１５号～議案第１１９号　産業厚生委員会付託

　　１．陳情第２０号、陳情第２１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３３

　　　陳情第２０号　総務文教委員会付託

　　　陳情第２１号　産業厚生委員会付託

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３４

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３４

第２号（１２月８日）（火曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６

　　　大薗藤幸議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６

― 1  ―



　　　　地域運営校（コミュニティースクール）への取組みは

　　　　給食センター民間委託の必要性があるのか。

　　　池之上　誠議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４２

　　　　学童保育について

　　　　猿ヶ城開発について

　　　尾脇雅弥議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５１

　　　　各課経営方針について

　　　　事業仕分けについて

　　　　水産業の振興について

　　　　猿ヶ城開発について

　　　　小・中学校図書室運営について

　　　北方貞明議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６２

　　　　市政全般について

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７３

　　　　農業政策について

　　　　福祉事業について

　　　　国道拡幅について

　　　森　正勝議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７８

　　　　空店舗対策（再活用）について

　　　　漁業緊急保証について

　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８２

　　　　活性化について

　　　　健康たるみず２１について

　　　　学校問題について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９２

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９２

第３号（１２月９日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９４

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９４

　　　堀添國尚議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９４

　　　　中央中学校への教師の配置の状況について

　　　　交通安全対策について

　　　　環境対策について

　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９８

　　　　財政改革の到達から今後の財政運営の方向について

　　　　国保の一部負担（国民健康保険法第４４条）の減免制度の改善・拡充について

― 2  ―



　　　　保育行政について

　　　　入札制度改善の必要性と方向について

　　　　教育の保障と経済的支援策について「経済的な貧困から教育の格差をなくす対策を」

　　　　（子どもの貧困の克服対策）

　　　　保健・福祉・医療連携システムについて（健康づくりや医療費削減のためにも抜本的

　　　　対策が必要な時期にきている）

　　　篠原則議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１０

　　　　毎月２０日の交通安全立哨について

　　　　中央運動公園の整備について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１８

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１８

第４号（１２月１８日）（金曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２０

　　　発言の申し出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２０

　　１．議案第１０５号～議案第１１９号、陳情第２０号、陳情第２１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２０

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第１０５号～議案第１１９号（原案可決）

　　　陳情第２０号、陳情第２１号（継続審査）

　　１．意見書案第２１号、意見書案第２２号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２４

　　　説明、質疑、表決

　　　意見書案第２１号、意見書案第２２号（原案可決）

　　１．陳情第２２号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２５

　　　陳情第２２号　総務文教委員付託

　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２６

― 3  ―



平 成 ２１ 年 第 ４ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程

２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名

　議案第 ８８号　平成２０年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ８９号　平成２０年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９０号　平成２０年度垂水市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９１号　平成２０年度垂水市後期高齢者特別会計歳入歳出決算認定について

― 1  ―

月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

１１・３０ 月 本会議
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、

一部表決、一部委員会付託

１２・　１ 火 休　会

１２・　２ 水 〃 （質問通告期限：正午）

１２・　３ 木 〃 　

１２・　４ 金 〃

１２・　５ 土 〃

１２・　６ 日 〃

１２・　７ 月 〃

１２・　８ 火 本会議 一般質問

１２・　９ 水 本会議 一般質問

１２・１０ 木 休　会

１２・１１ 金 〃 委員会 産業厚生委員会　　　　　　　　　　　　　　　（議案審査）

１２・１２ 土 〃

１２・１３ 日 〃

１２・１４ 月 〃 委員会 総務文教委員会　　　　　　　　　　　　　　　（議案審査）

１２・１５ 火 〃

１２・１６ 水 〃 委員会 議会運営委員会

１２・１７ 木 〃

１２・１８ 金 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　



　議案第 ９２号　平成２０年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９３号　平成２０年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９４号　平成２０年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９５号　平成２０年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９６号　平成２０年度垂水市と畜場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９７号　平成２０年度垂水市潮彩町排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９８号　平成２０年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９９号　平成２０年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第１０１号　垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例

　　　　　　　　 案

　議案第１０２号　垂水市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例　案

　議案第１０３号　鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び鹿児島県市町

　　　　　　　　 村総合事務組合規約の変更について

　議案第１０４号　鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について

　議案第１０５号　垂水市産業開発促進条例の一部を改正する条例　案

　議案第１０６号　垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず条例　案

　議案第１０７号　垂水市猿ヶ城活性化施設条例　案

　議案第１０８号　新たに生じた土地の確認について

　議案第１０９号　字の区域変更について

　議案第１１０号　垂水市道路線の廃止について

　議案第１１１号　垂水市道路線の認定について

　議案第１１２号　平成２１年度垂水市一般会計補正予算（第７号）案

　議案第１１３号　平成２１年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案

　議案第１１４号　平成２１年度垂水市交通災害共済特別会計補正予算（第１号）案

　議案第１１５号　平成２１年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２号）案

　議案第１１６号　平成２１年度垂水市と畜場特別会計補正予算（第２号）案

　議案第１１７号　平成２１年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補正予算（第２号）案

　議案第１１８号　平成２１年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）案

　議案第１１９号　平成２１年度垂水市水道事業会計補正予算（第２号）案

　意見書案第２１号　電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書　案

　意見書案第２２号　地方交付税の制度堅持と総額確保を求める意見書　案

　陳　情

　陳情第２０号　「我が日本国において外国人参政権を容認するいかなる立法も法改正もしないこと」

　　　　　　　 を要請する意見書を国会並びに関係行政庁に提出することを求める陳情

　陳情第２１号　快適な生活環境を守るために養豚場の移転を要望する陳情について

　陳情第２２号　改正貸金業法の早期完全施行等を求める陳情書について
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平 成 ２ １ 年 第 ４ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２１ 年 １１ 月 ３０ 日



本 会 議 第１号（１１月３０日 ）（ 月 曜 ）

　　出席議員　　１５名

　　　　　　　１番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　２番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　３番　　尾　脇　雅　弥

　　　　　　　４番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　田　平　輝　也

　　　　　　　７番　　北　方　貞　明

　　　　　　　８番　　池　山　節　夫

　　　　　　　９番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １０番　　持　留　良　一　

　　　　　　 １１番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　（　欠　　員　）

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　水　迫　順　一

　　　副 市 長　　小　島　憲　男

　　　総 務 課 長　　今　井　文　弘

　　　企 画 課 長　　太　崎　　　勤

　　　財 政 課 長　　三　浦　敬　志

　　　税 務 課 長　　川井田　志　郎

　　　市 民 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　島　児　典　生

　　　保健福祉課長　　城ノ下　　　剛　

　　　生活環境課長　　迫　田　裕　司

　　　農 林 課 長　　山　口　親　志

　

　　　水 産 課 長　　塚　田　光　春

　　　商工観光課長　　倉　岡　孝　昌

　　　土 木 課 長　　深　港　　　渉

　　　会 計 課 長　　尾　迫　逸　郎

　　　水 道 課 長　　迫　田　義　明

　　　監査事務局長　　森　下　利　行

　　　消 防 長　　関　　　修三郎

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教委総務課長　　北　迫　睦　男

　　　学校教育課長　　有　馬　勝　広

　　　社会教育課長　　橋　口　正　徳

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　松　尾　智　信
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平成21年11月30日午前10時開会

　　　△開　　会

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成21年第４回垂水

市議会定例会を開会します。

　　　△開　　議

〇議長（川達志）これより、本日の会議を

開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（川達志）日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において池山節夫議員、感王寺耕造

議員を指名します。

　　　△会期の決定

〇議長（川達志）日程第２、会期の決定を

議題とします。

　去る11月24日議会運営委員会が開催され、協

議がなされた結果、本定例会の会期をお手元の

会期日程表のとおり、本日から12月18日までの

19日間とすることに意見の一致を見ております。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、会期は、本日から12月18日までの19

日間と決定しました。

　　　△諸般の報告

〇議長（川達志）日程第３、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　監査委員から、平成21年８月分、９月分及び

10月分の出納検査結果報告がありましたので、

写しをお手元に配付しておきましたから御了承

願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　［市長水迫順一登壇］

〇市長（水迫順一）おはようございます。

　９月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について、御報告を申し上げます。

　まず、10月30日、柊原出身で、大阪市在住で

大東エンジニアリング株式会社を経営されてお

られます柳田辰男様より、ふるさと納税といた

しまして1,000万円の大口の寄附をいただきまし

た。

　このほかにも大勢の方々からいただいており

まして、今年度は11月26日現在、垂水市へ直接

の寄附申し込みは、件数で96件、寄附申し込み

金額は1,519万7,000円となっております。

　また、県経由の寄附申し込みが10月末現在で、

件数で９件、寄附申し込み金額は25万5,000円で、

このうち６割の15万3,000円が垂水市へ交付され

ますので、合計1,535万円の寄附申し込み金額と

なっております。

　財政の厳しい中にありまして非常にありがた

いことで、ふるさと応援基金に積み立て、今後、

有効に活用させていただきたいと思っておりま

す。

　次に、歴史的な政権交代により発足しました

民主党政権でございますが、今後の陳情につき

ましては、原則中央省庁では受け付けず、今後

は民主党県連へ要望していくことになるようで

ございます。

　また、来年度予算編成に向け、政府の行政刷

新会議のワーキンググループが仕分け作業を実

施し、廃止を含めまして、見直し、継続と表決

を出しているようでございますが、今後、その

結果が予算編成にどのように反映されるのか、

また地方交付税の動向などを十分注視しながら、

本市も来年度予算編成をしていきたいと考えて

おります。

　次に、９月議会後の火災について報告します。

　建物火災２件、その他火災６件、車両火災１
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件の火災が発生しております。

　建物火災は、９月23日中央町において、ぼや

火災、９月29日下本城において、天ぷらなべの

かけ忘れによります住家１棟全焼した火災が発

生しております。

　その他火災は、９月５日上市木におきまして、

たき火中枯草に延焼した火災ほか６件が発生し

ております。

　車両火災は、11月10日牛根二川におきまして、

大型トレーラー後部荷台及びタイヤ６本が焼損

した火災が発生しております。

　次に、主な出張用務について御報告を申し上

げます。

　10月１日から２日にかけましては、鹿児島県

過疎地域自立促進協議会の「新たな過疎対策法

の制定に関する要望活動」のため上京し、県選

出国会議員へ要望してまいりました。

　また、土地、建物の寄贈をいただきました坪

井氏へのお礼と、昨年ふるさと納税で多額の寄

附をいただいております光通信の重田氏へ紺綬

褒章を届け、重ねて今後の協力についてもお願

いをしてまいりました。

　10月14日から16日にかけましては、九州市長

会に出席するために大分県日田市に出張いたし

ました。

　本年度第２回目の九州市長会では、会務報告

後、各県から提出された行財政関係の「都市財

政の拡充強化について」ほか、合計20議案につ

いて審議し、このうち「都市財政の拡充強化に

ついて」ほか５件を全国市長会への提出議案と

することといたしました。

　また、「新内閣発足に当たっての緊急決議案」

が全会一致で可決し、同じく全国市長会へ提出

することとなりました。

　10月27日から28日にかけましては、企業立地

懇話会へ出席のため大阪市へ出張いたしました。

　11月３日から４日にかけましては、全国過疎

地域自立促進連盟の理事会、総会などへ出席す

るため上京いたしました。

　また、地元選出国会議員等も訪問し、新たな

過疎対策法の制定に関する要望活動を行ってま

いりました。

　11月16日から17日にかけましては、大隅総合

開発期成会の中央要望のため上京いたしました。

　また、日本総研の社長と面談し、今後のお願

いをしてまいりました。

　11月28日から29日にかけましては、関西垂水

会に執行部から副市長、市民相談サービス課長、

ふるさと納税担当の職員、議会からは副議長を

含め３名、その他商工会長、観光協会長等が出

席いたしました。今回は、垂水市からの11名の

出席者を加えまして、約130名の参加がありまし

た。

　総会では、本市の現況報告やふるさと納税へ

のお礼、今後の引き続きの協力依頼など、引き

続き開催されました懇談会では多くの方々と歓

談し、意見交換をさせていただきました。

　以上で、諸般の報告を終わります。

〇議長（川達志）以上で、市長報告を終わ

ります。

　次に、各常任委員会委員長から所管事項調査

の報告の申し出がありますので、これを許可し

ます。

　産業厚生委員長。

　　　［産業厚生委員長北方貞明議員登壇］

〇産業厚生委員長（北方貞明）皆さん、おは

ようございます。

　それでは、産業厚生委員会の所管調査報告を

いたします。

　去る11月４から６日まで、香川県小豆島町、

同じく三木町に産業厚生委員会７名、随行員１

名、計８名で所管事項調査に行ってまいりまし

たので、その結果を報告いたします。

　産業厚生委員会では、事前に視察地の研修、

また本市の現状、課題等を担当課と打ち合わせ

た上で今回の所管事項調査に臨みました。
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　初めに、小豆島町について報告いたします。

　小豆島町では、オリーブ栽培の取り組み状況

と課題について研修してまいりました。

　小豆島町は人口１万6,900人、面積95.62平方

キロメートルで、平成18年３月に２町合併によ

る新しい町の小豆島町であります。

　小豆島町の代名詞と言えばオリーブは、明治

41年、当時の農商務省の政策により、鹿児島県、

三重県、香川県を指定し、試作したのが始まり

であります。瀬戸内海気候でオリーブ栽培に適

した小豆島だけが経済栽培に成功して以来、今

日まで百年の歴史を刻んでおります。

　昭和40年代からつい近年まで、オリーブ栽培

面積、収穫量ともに、農産物自由化、害虫駆除

剤の規制、ミカン作奨励などのさまざまな要因

で衰退する状況下にあったようです。

　しかしながら、平成15年にオリーブ振興特区

の認定を受け、会社法人等の貸し付け農地での

営農が認められ、現在では９社が特定法人とな

っており、貸し付け面積も155.951平方メートル

と増加してきているとのことでした。

　企業参入による遊休農地の解消、加工原材料

の安定確保、栽培農家の増加・普及、加工販売

促進、増殖による景観形成及び環境美化も図ら

れており、現在、道の駅、オリーブ公園を初め

とし、着々と官民一体となった事業の進展が見

てとれました。

　今後とも、オリーブ発祥の地として「小豆島

ブランド」を確立するために、住民に格安で植

樹できるようにオリーブ苗代の助成等を行って

おり、栽培面積の拡大、収穫量の確保を進め、

農業、加工・販売業、観光業などを連携させる

体制が構築され、オリーブ産業を発展させ、地

域の活性化につながる取り組みも行われていま

した。

　本市においても、昨年度よりオリーブの試験

栽培に取り組んでおりますが、気候条件の違い

を指摘されたことを受けとめ、本市の気候とう

まくつき合える品種の選定が重要だと感じたと

ころであります。

　次に、三木町についてですが、三木町では、

緊急通報装置給付事業の取り組み状況と課題に

ついて研修してまいりました。

　三木町は、人口２万8,800人、面積75.78平方

キロメートルで、県都高松市に隣接しながらも

平成の合併をしなかった町です。

　香川大学農学部などが町内にあり、また高松

市のベッドタウンとして若い年齢層の人口も増

加し続け、近年、ユニークな専門課程を持つ新

設高校ができた活気のある町であるように思い

ました。

　老後を安心して安全に暮らせるまちづくりの

ために、ひとり暮らしの老人に対し、緊急通報

装置を給付する事業で、65歳以上の対象者約600

人であり、設置費用は所得に応じた自己負担は

あるものの、非課税世帯は無料、運用委託料を

含めて実質町の全額負担となっています。

　また、緊急時確認のために本人指定の協力員

３名必要となるようですが、地域で見守ること

にもなり、共助のまちづくりにもつながってい

るようでした。

　年々設置台数も50台ほど伸びており、それに

伴う財政支出も230万円ぐらいでありました。

　調査項目とは若干違いますが、南海沖地震の

活断層の上に位置する三木町では防災の面にも

力を入れており、その中の取り組みとして、防

災ラジオの事例を紹介されました。１個1,500円

の負担で購入してもらうのですが、普及率65％、

朝・昼・晩の３回定時放送を行っております。

　本市の防災無線、ＦＭラジオと比べて、より

確実性のある防災設備だと思われ、安全・安心

なまちづくりのために、福祉防災等にかける町

の支出は大きな割合を占めておりました。

　合併しなくても、「小さくてキラリ輝くまち」

づくりのために、町長の政策方針と連動した行

政運営が印象に残りました。
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　本市においても、さまざまな制約がある緊急

通報装置等給付事業でありますが、住んでよか

ったと思えるまちづくりのために、三木町スタ

イルを参考にし、取り組むべき事業であること

を痛感いたしました。

　最後に、オリーブ百年の歴史と今後の発展に

地域全体で取り組む小豆島町の活力、また、安

全・安心なまちづくりのために福祉防災に財政

投資をする三木町、市政と町政の違いはありま

すが、２町の元気な取り組みに触れ、ぜひ垂水

市にもと感じたところでありました。

　今回の調査は垂水市にとって参考になる事例

が非常に多かったことを報告し、所管事項調査

の報告を終わります。

〇議長（川達志）総務文教委員長。

　　　［総務文教委員長田平輝也議員登壇］

〇総務文教委員長（田平輝也）おはようござ

います。

　私ども総務文教委員会の７名及び随行員の職

員１名は、去る11月11日から13日まで、愛知県

の大府市と一宮市において所管事項調査を実施

いたしましたので、その報告をいたします。

　最初に、大府市についてですが、人口は約８

万5,000人で、今も名古屋市のベッドタウンとし

て人口が年々増加しているとのことでございま

す。

　主な産業といたしましては、工業では、自動

車関連の企業を中心に金属や機械などがあり、

また農業も生産が盛んであるそうです。

　そのため、財政力指数が1.30、実質公債費率

が3.0％であり、地方交付税の不交付団体となっ

ております。

　大府市では、学校給食が知多半島で唯一の全

小・中学校単独の自校方式でありまして、その

成果と問題点、そして運営体制などについて研

修いたしました。

　大府市には、小学校８校・中学校４校があり

ますが、児童生徒数が年々ふえ、小学校の新築

が計画されておりました。

　まず、給食の自校方式のメリットとしまして、

温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷た

いうちに給食を提供できる。それと、学校ごと

にきめ細かな調理や管理が可能である。それと、

給食の運搬が不要で、各校の給食時間に合わせ

た調理が可能などが挙げられました。

　逆に、デメリットとしましては、必要経費が

多くかかる。それと、各校に給食室を設置する

ため、光熱費、施設の維持管理費や人件費が割

高になるなどでございました。

　大府市の12校全体の一日の給食数は8,212食で

ありますが、給食に当たる職員は、12校全体で

正規職員が各学校へ２名ずつの24名、ほかに５

時間勤務の臨時職員が43名の体制であるそうで

す。その中で大府小学校では、正規職員２名、

臨時職員９名の11名体制で毎日1,043食をつくっ

ていらっしゃるそうでございます。

　給食費については、一食当たり、21年度より

値上がりをしまして小学生が220円、中学生が250

円とのことでございました。

　また、年間の人件費は、正規職員24名で年間

9,800万円、臨時職員全員で43名で2,940万円と

なっていたようでございます。

　これらを、まず大府市だからこそできる自校

方式ではと考えました。

　また、食育推進の取り組みについては、学校

のみの教育活動だけではなかなか効果が得られ

ないために、学校・家庭・地域が連携して初め

て推進が図られる。そのために、家庭へ毎月「ラ

ンチニュース」を発行し、給食試食会、地域の

生産者と接する機会、地域産物の活用などをし

ているとのことでありました。

　安全で健康な食べ物を選べる能力が大切だと

感じました。

　次に、消防広域化についてですが、一宮市の

消防本部で消防広域化の現状と課題について研

修いたしました。
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　一宮市は、平成17年４月に、一宮市に、旧尾

西市、旧木曽川町が編入合併しまして、それま

での各消防本部を改称し、消防署にして、１消

防本部、３消防署、10出張所体制であります。

　合併して、現在人口が38万人、消防職員369名、

団員560名であります。

　まず、消防広域化体制の効果といたしまして、

合併により消防隊の編成強化がなされた結果、

出動態勢の強化が図られ、二次出動隊以降が充

実し、被害の軽減が図られたとのことでござい

ます。

　また、各消防署から早期に現場到着の効果が

あるとのことでございました。

　合併後の課題としましては、職員一人一人の

レベルアップを図り、各隊の連携強化を図るた

めのその環境づくりが大変重要であったという

こと、また、人口の多いところの消防署の職員

は出動数が多く、訓練されているが、人口の少

ないところの消防職員は出動が少ないため、な

れるまで大変時間がかかったとのことでござい

ました。

　本市も、広域合併を控えておりますが、消防

職員や団員の計画的な教育、研修が大事ではな

いかと感じております。

　以上で、総務文教委員会の所管事項調査報告

を終わります。

〇議長（川達志）以上で、諸般の報告を終

わります。

　　　△議案第88号～議案第99号一括上程

〇議長（川達志）日程第４、議案第88号か

ら日程第15、議案第99号までの議案12件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第88号　平成20年度垂水市一般会計歳入歳

　　　出決算認定について

議案第89号　平成20年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第90号　平成20年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第91号　平成20年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

議案第92号　平成20年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第93号　平成20年度垂水市地方卸売市場特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第94号　平成20年度垂水市介護保険特別会

　　　計歳入歳出決算認定について

議案第95号　平成20年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第96号　平成20年度垂水市と畜場特別会計

　　　歳入歳出決算認定について

議案第97号　平成20年度垂水市潮彩町排水処理

　　　施設特別会計歳入歳出決算認定について

議案第98号　平成20年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

　　　て

議案第99号　平成20年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

〇議長（川達志）ここで、決算特別委員会

委員長の審査報告を求めます。

　決算審査特別委員会委員長。

　　　［決算審査特別委員長森　正勝議員］

〇決算審査特別委員長（森　正勝）おはよう

ございます。

　去る９月18日、平成21年第３回定例会におい

て決算特別委員会付託となり、閉会中の継続審

査となっておりました平成20年度の垂水市一般

会計、国民健康保険特別会計、老人保健医療特

別会計、後期高齢者医療特別会計、交通災害共

済特別会計、地方卸売市場特別会計、介護保険

特別会計、老人保健施設特別会計、と畜場特別

会計、潮彩町排水処理施設特別会計、漁業集落

排水処理施設特別会計及び簡易水道事業特別会

計の各歳入歳出決算について、11月９日及び10
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日の２日間決算特別委員会を開き、審査いたし

ましたので、その結果を報告します。

　まず、審査に当たっては、決算の性質にかん

がみ、予算が議決の趣旨、目的に沿って適正に

執行され、かつ所期の目的が達成されたかどう

か、また前年度要望事項の処理にどのように努

力されたかなどに重点を置き、審査いたしまし

た。

　なお、計数については、監査委員の審査を十

分尊重し、決算報告書、監査意見書に基づいて

審査を進め、各関係課長の説明を受けながら、

予算執行の実績、効果等を確認し、その適否に

ついて審査いたしました。

　最初に、一般会計について報告します。

　まず、財政課より、平成20年度の主要な施策

の成果説明がございました。

　国、地方のいずれにおいても極めて厳しい経

済財政状況の中、本市も例外なく苦しい財政運

営を強いられていること。歳入面においては、

地方交付税が前年度に比べ増加しているが、そ

の分、他の歳入のマイナス部分をカバーしてい

ること。また、歳出面においては、財政改革プ

ログラムに基づき、無駄を省き、効率的・計画

的な予算執行に努めた結果、一般会計における

決算額の実質収支は１億2,918万8,000円の黒字

であること。また、特別会計においても、健全

財政に努めた結果、すべての会計において黒字

であることが報告されました。

　それでは、主な質疑について申し上げます。

　最初に、総務課所管の施政方針に対する成果

等についての質問があり、前年度と同様に災害

犠牲者ゼロということで取り組み、防災会議に

おいて、対策本部のあり方、文言修正、問題点

等を検討し、地域防災計画書の見直しを行った。

また、自主防災組織の促進に努め、組織率が75

％にアップしたと回答がございました。

　また、行財政改革により職員を減らしている

中での非常勤職員の待遇改善についての質問に

対し、他市の状況を見ながら、いい方向に検討

していかねばと考えるとの回答がありました。

　次に、財政課所管において、入札の改善を含

め、入札制度のあり方を具体的課題としてどの

ように考えているのかとの質問に対し、本年９

月より最低制限価格を設けたこと、また入札調

査価格は５億円以上の工事について実施してい

くようにしており、一定の工事、修繕等におい

て、品質のほうは確保できているのではないか

との回答がありました。

　次に、企画課所管において、昨年度の要望事

項であった「キララメッセの有効活用」に関す

る報告がありました。

　また、自治体のＩＴ化の推進の今後の対応に

ついての質問に対し、個人情報の漏えいによる

危険性があり、セキュリティー対策に力を入れ

ていきたいとの回答がありました。

　次に、保健福祉課の所管において、がん検診

等の検診率を高めるためにどのような対策に取

り組んだのかとの質問に対し、40歳以上のがん

検診の対象者、20歳以上の女性の検診の対象者

に問診票を配布し、受診を高める努力をしてき

たが、検診率が低いため、今後は健康教育活動、

推進役のボランティアの育成など、「健康たる

みず21」の策定とあわせて取り組んでいきたい

との回答がありました。

　次に、土木課所管において、住宅使用料の長

期高額滞納者の徴収対策について努力するよう

監査委員より意見が付されていた点について、

垂水市市営住宅等家賃滞納整理要領に基づき、

課内滞納対策会議を実施し、督促状、催告書の

発送や戸別訪問等の実施、また保証人への家賃

納付協力依頼書の送付を行い、今後は滞納対策

マニュアル等の整備を図っていくとの説明がご

ざいました。

　最後に、教育委員会所管において、19年度の

要望事項について、20年度は各学校へ出向き内

容の把握を行い、予算要求をした結果、財政事
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情により件数的には満足していないが、国の生

活対策臨時交付金事業等もあり、例年より多く

の整備ができた。また、20年度から、懸案事項

であった校舎、体育館等の耐震化に取り組んで

おり、児童生徒、学校関係者の安全確保の面か

ら最優先課題としているとの説明がありました。

　次に、特別会計決算について主なものを報告

いたします。

　国民健康保険特別会計に関し、歳入の確保及

び歳出の抑制についての質問に対し、徴収率が

19年度より落ちており、反省点があるが、税務

課と連携を強くして、お互い協議、確認しなが

ら徴収対策に取り組んでいきたい。

　また、特定健診について、夜間に運動教室や

電話、訪問等で保健指導を行ってきたが、今後

も、早期発見・早期治療を中心に、人間ドック

のコースの細分化やジェネリック医薬品の利用

など、あらゆる手を使い医療費削減に取り組ん

でいきたいとの回答がありました。

　以上のような審議を行った結果、前年度要望

事項においては、おおむね要望に沿った努力が

なされており、本委員会としては、一般会計歳

入歳出決算及び各特別会計歳入歳出決算ともに

適正であると認め、次の要望を付して認定する

ことに意見の一致を見ました。

　要望事項を申し上げます。

　一、市営住宅使用料の歳入の確保を図ってい

ただきたい。

　一、非常勤職員の待遇改善を図ってもらいた

い。

　一、元市職員の給食費横領金及び元市長の退

職金の返還に対して積極的に督促してもらいた

い。

　一、と畜場は新設民営化の方向へ進めてもら

いたい。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（川達志）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　各議案に対する委員長の報告は、認定であり

ます。

　各議案を委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第88号から議案第99号までの議

案12件は委員長の報告のとおり決定しました。

　　　△議案第101号～議案第104号一括上程

〇議長（川達志）日程第16、議案第101号か

ら日程第19、議案第104号までの議案４件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第101号　垂水市議会議員の議員報酬及び費

　　　用弁償等に関する条例等の一部を改正す

　　　る条例　案

議案第102号　垂水市職員の給与に関する条例等

　　　の一部を改正する条例　案

議案第103号　鹿児島県市町村総合事務組合を組

　　　織する地方公共団体の数の減少及び鹿児

　　　島県市町村総合事務組合規約の変更につ

　　　いて

議案第104号　鹿児島県後期高齢者医療広域連合

　　　を組織する地方公共団体の数の減少につ

　　　いて

〇議長（川達志）説明を求めます。
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〇総務課長（今井文弘）おはようございます。

　議案第101号、垂水市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条

例案について、御説明申し上げます。

　人事院勧告が本年８月11日に出され、同月25

日に閣議決定されましたが、その中で、国の指

定職職員の期末手当の支給割合を削減すること

としております。

　今回提出しております議案は、この人事院勧

告の指定職職員の改正に基づき、議員、市長、

副市長及び教育長の支給月数を年間0.25月削減

しようとするものでございます。

　なお、今回の議案の上程は、人事院勧告に伴

うもので関連があることから、３条例を一括上

程させていただきました。

　改正内容について御説明いたします。

　まず、第１条ですが、垂水市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正で

ございます。

　新旧対照表の１条関係をごらんください。

　第５条第２項中、期末手当の６月支給分につ

いて「100分の160」を「100分の145」に改正し、

12月支給分について「100分の175」を「100分の

165」に改正しようとするものでございます。

　第２条ですが、垂水市教育委員会教育長の給

与に関する条例の一部改正でございます。

　新旧対照表の２条関係をごらんください。

　先ほどと同じく、第２条第５項中、期末手当

の６月支給分について「100分の160」を「100分

の145」に改正し、12月支給分について「100分

の175」を「100分の165」に改正しようとするも

のでございます。

　第３条ですが、垂水市長等の給与に関する条

例の一部改正でございます。

　新旧対照表の３条関係をごらんください。

　これも議員の方々の取り扱いと同じく、第２

条第５項中、期末手当の６月支給分について「100

分の160」を「100分の145」に改正し、12月支給

分について「100分の175」を「100分の165」に

改正しようとするものでございます。

　なお、年間の期末手当の支給月数は3.35月か

ら3.1月になり、0.25月の削減となりますが、本

年６月の期末手当で既に暫定的措置として0.15

月の削減をしていることから、12月の期末手当

の支給割合は1.65となり、今回、0.1月の削減と

なるものでございます。

　次に、附則につきまして、この条例の施行日

を12月の期末手当の支給の基準日と同日とし、

12月１日とするものでございます。

　続きまして、議案第102号垂水市職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例案について、

御説明申し上げます。

　先ほどの議案101号と同じく、人事院勧告等に

基づく減額改正でございます。

　なお、今回提出しております議案は、国及び

鹿児島県の勧告に基づき、職員の行政職給料表

の減額見直しと期末・勤勉手当の支給月数を削

減しようとするものでございます。

　改正内容について御説明いたします。

　第１条関係は、垂水市職員の給与に関する条

例で、昭和30年に制定された本則を一部改正す

るものでございます。

　新旧対照表をごらんください。

　第16条は、期末手当の支給率を規定している

部分で第２項中、職員分の６月の支給率を「100

分の140」から「100分の125」へ、12月の支給率

を「100分の160」から「100分の150」へ改正し

ようとするもので、第３項は再任用職員に係る

読み替え規定でございまして、６月の支給率を

「100分の75」から「100分の65」へ改正しよう

とするものでございます。

　第17条は、勤勉手当の支給率を規定している

部分で、第２項第１号中、職員分の６月及び12

月の支給率を「100分の75」から「100分の70」

へ改正しようとするもので、同条第２号は再任

用職員の６月と12月の支給率を「100分の35」に
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改正しようとするものでございます。

　議案に戻りまして、附則の22項と23項でござ

いますが、これは再任用職員に係る本年12月の

期末・勤勉手当の特例的な取り扱いの改正であ

り、本市には対象者がありませんが、人勧に基

づき、支給率を改正しようとするものでござい

ます。

　次に、別表第１、給料表の改正ですが、初任

給や若年層の給与の引き下げは適当でないとし

て、１級から３級までの一部の給料月額につい

ては引き下げを行わないこととして、見直しが

されております。

　これまで説明いたしました第１条関係の改正

につきまして、実質的な影響を簡単に御説明い

たしますと、今回の改正により職員の期末・勤

勉手当の支給率は、現在年間4.5月が4.15月にな

り、年0.35月を削減しようとするもので、給料

表の改定につきましては、１級から３級までの

一部を除き、200円から1,200円の引き下げとな

るものでございます。

　人勧に伴う今回の職員給与への影響ですが、

平均して2.4％の削減となりまして、年間の額に

して１人当たり15万4,000円程度の減額になるも

のでございます。

　次に、議案の３枚目の裏の第２条関係になり

ますが、平成17年の人勧に伴う給与構造改革に

基づき、平成18年４月から減額した新たな給料

表でこれまで運用しています。

　この新たな給料表に切り替えるときに、当時

の職員の給与額を補償するため、平成18年条例

第13号の附則第７項で経過措置を規定しており、

今回の人勧ではこの減給補償の部分も減額しよ

うとするものでございます。

　新旧対照表の最後のページをごらんください。

　改正の内容といたしましては、給料の切り替

えに伴う経過措置を規定している第７項で、補

償の基準となる給料月額に100分の99.76を乗じ

て得た額を平成18年の切り替え当時に受けるべ

き給料月額としようとするものでございます。

　議案のほうに戻りまして、次に附則について

御説明いたします。

　附則第１項は、条例の施行日を期末・勤勉手

当の支給の基準日である12月１日としようとす

るものでございます。

　附則第２項は、今回の人勧で職員の給料表と

期末・勤勉手当の改正があったところですが、

４月時点から民間給与との格差相当分を解消す

るため、減額の調整方法等を規定するものでご

ざいます。

　附則第２項第１号は、本年４月から11月まで

既に支給している給料や諸手当につきまして、

0.24を乗じた額を12月の期末手当から減額しよ

うとするものでございます。

　第２項第２号は、本年６月に支給しました期

末・勤勉手当につきまして、0.24を乗じた額を

12月の期末手当から減額しようとするものでご

ざいます。

　最後に、第３項ですが、細部についての規則

への委任規定でございます。

　引き続きまして、議案第103号鹿児島県市町村

総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び鹿児島県市町村総合事務組合規約の変更

について、御説明申し上げます。

　提案理由でございますが、本市が加入してい

る鹿児島県市町村総合事務組合からの協議依頼

に基づき、上程するものでございます。

　鹿児島県市町村総合事務組合の規約の変更内

容につきましては、平成22年３月23日から、姶

良郡加治木町、同郡姶良町、同郡蒲生町、姶良

郡西部衛生処理組合及び姶良郡西部消防組合を

脱退させ、姶良市を加入させるものとなってお

ります。

　鹿児島県市町村総合事務組合規約を改正する

ためには、同組合を組織する全部の自治体と総

合事務組合との協議が必要になることから、本

市においても、他の自治体同様に議会の議決を
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求めるものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇市民課長（葛迫隆博）議案第104号鹿児島県

後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団

体の数の減少について、説明申し上げます。

　提案理由ですが、市町村合併により姶良市が

設置されることに伴いまして、鹿児島県後期高

齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数

を減少することについて、関係市町村との協議

を初め、諸手続を必要とするため、地方自治法

第291条の11の規定により、議決を求めるもので

ございます。

　審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前10時45分休憩

　　　　　午前11時10分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

〇持留良一議員　102号議案について質疑をさ

せていただきたいと思います。

　他の議案については基本的には異議がないん

ですけれども、102号については異議があるとい

う立場で質疑をさせていただきたいと思います。

　私たちはこの間、この４月、それ以前、去年

の世界同時不況との関係も含めて、国、自治体、

景気対策をさまざま取り組んできているという

ふうに思います。

　その中で何よりも重要な点は、ＧＤＰの６割

を占める個人消費をいかに刺激をし、活性化し

ていくかということが地元の経済浮揚、そして

ひいては垂水の税収にも大きく貢献するものだ

ということは、これはだれもが注目する中身だ

ろうというふうに思うんですが、今回の場合は、

ある意味では、そういう中で勧告を尊重される

という立場からこの提案をされたということな

んですけれども、市の職員にとっても、教育ロー

ンや家のローンとかさまざま抱えていらっしゃ

る方も多いかというふうに思います。また、地

域経済にとっても、当然この減額によって与え

る影響というのは相当なものがあるというふう

に思うんですが、そこでちょっとお聞きしたい

んですけれども、減額の総額はどのくらいの規

模になるのか。そしてまた、地域経済及び民間

企業等への影響をどのように、この間されてき

ている中で改めて、こういう景気対策がとられ

ている中でどのように考えていらっしゃるのか、

この点についてお聞きをしたいと思います。

〇総務課長（今井文弘）それでは、御質問に

お答えいたします。

　議員言われますとおりに、今回、国の人勧、

県の人勧に基づきまして、今回改正をさせてい

ただくところでございますが、国にしましても、

県にしましても、やはり民間との格差を是正す

るということから、民間の事業所を調査をいた

しました結果、民間との支給割合が見合うよう

にというようなところでの今回改正であろうか

と思っております。

　そして、民間企業の給与水準を踏まえるとと

もに、本年の人事院勧告の内容、それから他市

の動向等も踏まえまして、こういう改正とさせ

ていただきましたが、今お話があったとおりに、

確かに職員にとっても、削減ということで大変

なところもございますけれども、これはやむを

得ないのかなというところでございます。

　御質問にありました影響額につきましては、

先ほどちょっと申し上げましたが、６月で2,483

万円、それから12月、今回1,997万円程度、合わ

せまして4,480万円程度の減額ということになろ

うと考えております。
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〇持留良一議員　民間との格差の問題、見合う

ようにということでしたけれども、そうします

と、逆にどんどんどんどん今後、そういう今の

経済状況の中だと民間も逆に、市の職員の皆さ

んのほうが下がったから下げるという、ある意

味では悪循環に陥ってしまうというこういう現

状にもあると思うんですよね。

　そこで、市長にお聞きをしたいんですけれど

も、市長は、職員の皆さんの生活を守るという

最大の責任者だと思うんですよね。そうなって

きたときに当然、地域の経済のことも頭に入れ

ながら、問題も考えて対応しなきゃならないと

いうことなんですが、基本的には、労働組合と

も基本的に合意されたということがあるという

ふうに思うんですが、しかし、実態として、そ

ういう与える影響、また民間との問題等々含め

て、また最終的には地域経済、市の税収等含め

て、当然4,400万円という金額は相当な金額だと

いうふうに思うんですが、市長自身はそのあた

りを、勧告を尊重されるということですが、そ

ういう地域経済に与える影響、職員の生活への

影響、そして最終的には職員の生活を守る責任

という立場から、この点についてどんなところ

を考え、もしくは考慮されたとか、そういう点

があればですけれども、そのあたりの点につい

てどのように判断されたのかお聞きしたいと思

います。

〇市長（水迫順一）世界同時不況で、今回の

不況の場合は地域も一斉に不況になっておりま

して、本市も例外ではないわけでございまして、

経済の観点から見ますと、非常にこのことはで

きるだけ避けたい部分であることは事実です。

　だけど、やはり今、総務課長のほうから説明

がありましたように、民間との格差が余りにも

広がっていきますと、その他のいろんな問題が

発生するということも事実でございますので、

やはり官民一体となって地域おこしをしようと

いう観点からも、やはり今回は他市と同じよう

にこの勧告を受けざるを得ないと、そのように

思っております。

〇持留良一議員　そうなってくると、今のとら

え方の問題、民間との云々ということだけにと

らわれていらっしゃいますけれども、いわゆる

この間、財政改革という問題の点もあったとい

うふうに思うんですよね。だから、そういう点

については今後、特別に対応しないと、要する

に、こういう勧告があったから、今回そういう

周辺の状況なんかも考えながら判断したという

ふうな受けとめ方でいいんでしょうか。

〇市長（水迫順一）当然それも１点ございま

す。ですけど、まず要は地域経済が本当に早く

回復して、民間がそういう状況が改善されると

いうことが非常に大事でございます。ですから、

それにはその努力は一方でしていかなきゃいけ

ない、そういうふうに思います。

　地域経済に及ぼす影響が大きいということは、

さっき申したとおりでございます。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　御異議がありますので、議案第102号を除き、

各議案を原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第120号を除き、各議案は原案の

とおり可決されました。

　次に、議案第102号は起立により採決いたしま

― 14  ―



す。

　議案第102号を原案のとおり決することに賛成

の方は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（川達志）起立多数です。

　よって、議案第102号は原案のとおり可決され

ました。

　　　△議案第105号～議案第107号一括上程

〇議長（川達志）日程第20、議案第105号か

ら日程第22、議案第107号までの議案３件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第105号　垂水市産業開発促進条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第106号　垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず

　　　条例　案

議案第107号　垂水市猿ヶ城活性化施設条例　案

〇議長（川達志）説明を求めます。

〇企画課長（太崎　勤）議案第105号垂水市産

業開発促進条例の一部を改正する条例案につき

まして、御説明申し上げます。

　この産業開発促進条例は、市内に工場、ソフ

トウェア業に係る事業所等を新設し、又は増設

する者に対し、過疎地域自立促進特別措置法の

定めに基づき、固定資産税の課税免除又は奨励

金の交付を行うことにより、本市の産業開発を

促進し、もって雇用の増大及び経済的発展に寄

与することを目的としたものでございますが、

今回の一部改正は、この産業開発促進条例に基

づく固定資産税の課税免除又は奨励金の交付を

受けることができる者に関する規定において、

引用しております上位法の租税特別措置法及び

同法省令の改正に伴い、同条例の条文整備を行

うために改正しようとするものでございます。

　なお、今回の改正により対象となります業種、

償却資産の取得額は、改正前と変更はございま

せん。

　具体的内容について、２枚目の新旧対照表で

御説明申し上げます。

　まず、第２条第７号は、租税特別措置法の規

定の適用を受ける特別償却設備について規定し

ているものでございます。

　具体的には、青色申告書を提出する個人及び

法人が過疎地域自立促進特別措置法の規定によ

る平成22年３月31日までの期間内に、市内で工

場等の新設又は増設をし、その生産等設備でこ

れを構成する減価償却資産に対して、その取得

価格に適用する特別償却設備の条件を規定して

いるものでございます。

　次の第５条第１項第１号は、特別措置の対象

とする要件として、生産等設備の新設又は増設

の時期について、過疎地域自立促進特別措置法

の規定による平成22年３月31日までの期間内に

新設等された生産等設備であることを規定して

いるものでございます。

　同項第２号は、生産等設備でこれを構成する

固定資産の取得価格の合計額に関する要件を規

定しており、租税特別措置法施行令に規定する

額、又は過疎地域自立促進特別措置法が適用さ

れる場合等を定める省令に規定する額のいずれ

か高い額を超えるものと規定しているものでご

ざいます。

　なお、附則におきまして、この条例は公布の

日から施行しようとするものでございます。

　以上で説明を終わりますが、よろしく御審議

くださるようお願いします。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）議案第106号垂水

市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず条例案について、

御説明申し上げます。

　本議案は、平成22年３月に完成予定でありま

す「猿ヶ城渓谷森の駅たるみず」の施設につい

て、設置及び管理に関する条例を定めるために

御審議いただくものでございます。

　それでは、順を追って御説明申し上げます。
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　まず、第１条に、設置する施設に関すること

を規定し、施設の名称は、市報でもお知らせし

ておりますとおり「猿ヶ城渓谷森の駅たすみず」

といたしました。

　第２条に、位置に関することを規定し、位置

の表示は、代表地番として垂水市新御堂1344番

地１（25～26ページの発言により訂正済み）と

いたしました。

　第３条に、森の駅たるみずを構成する施設と

して、宿泊施設ほか３施設等を規定しておりま

す。

　第４条に、開場時間及び受付時間に関するこ

とを規定して、施設は通年で利用できることし、

受け付けに関しては、受付時間の制限を設けて

おります。

　また、第２項で、特に管理運営上必要がある

場合の変更に関することを規定いたしておりま

す。

　第５条に、利用の申請及び許可に関すること

を規定し、第６条に、利用許可の制限に関する

ことを規定しており、該当する行為として、第

１号から第５号までの各号を規定いたしました。

　第７条に、使用料に関することを規定し、具

体的な使用料は別表に記載しておりますので、

後ほど別表にて御説明申し上げます。

　第８条に、使用料の免除又は徴収の猶予に関

することを規定し、第９条に、使用料の還付に

関することを規定しております。

　第10条に、行為の制限に関することを規定し、

行為の制限に係る詳細な行為は、別に施行規則

で定めることとしております。

　第11条に、権利譲渡等の禁止に関することを

規定しております。

　第12条に、利用許可の取り消し等に関するこ

とを規定して、第１号から第４号に該当する項

目をそれぞれ規定しております。

　第13条に、利用者の原状回復の義務に関する

ことを規定しており、第２項で、利用者が義務

を履行しなかった場合のことについての規定を

設けております。

　第14条に、損害賠償等の義務に関することを

規定しております。

　第15条に、免責等に関すること、第16条に、

立入検査に関することを規定いたしております。

　第17条に、指定管理者による管理の代行に関

することを規定しており、第１項第１号から第

４号において、業務の内容、範囲等に関するこ

とを、第２項で、指定管理者による管理の代行

の場合の読み替えを、第３項に、指定管理者に

よる開場期間及び受付時間の変更に関すること

を規定しております。

　なお、今後の森の駅たるみずの管理について

は、現在進めております体験型観光の取り組み

などをスムーズに進めるために、１年をめどに

直営での管理を予定しており、その後、指定管

理者による管理に移行する計画でおります。

　次に、第18条で、指定管理者の指定手続等は、

垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例によることを規定しております。

　第19条に、管理基準に関することを規定して

おり、第１号及び第２号に、指定管理者が遵守

すべき事項等を規定しております。

　第20条に、指定管理者による管理の代行の場

合に、利用料を徴収させ、指定管理者の収入と

して帰属させること、また、このことに関する

ことを第２項及び第３項で規定いたしておりま

す。

　第21条に、委任に関することを規定し、この

条例の施行について必要な事項は、垂水市長が

別に定めることを規定いたしております。

　なお、附則といたしまして、この条例は、平

成22年４月１日から施行することとしておりま

す。

　次に、さきの第７条で御説明しました使用料

に関する別表でございますが、宿泊施設は、コ

テージ８棟とオートキャンプ場５区画、それに
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テントサイトになります。

　使用料は、別表に表示しておりますとおりで

ございまして、コテージとオートキャンプ場は

それぞれ、１棟１泊１万5,000円、１区画１泊3

,500などとしており、この金額は、他の施設に

よる事例などを参考に、収益性や利用のしやす

さなどを考慮して検討したものであります。

　なお、表の備考に、通常定員を超えた利用人

数の場合の割り増し規定、５人未満の小人数に

よる利用の場合でも利用しやすくなるために減

額できることの規定、土曜日等の利用における

割り増しのできる規定を設けております。

　シャワー施設につきましては、コイン式のシ

ャワーを設置し、その金額は１回につき200円と

し、利用時間は、オートキャンプやテントでの

宿泊者の利用などを考慮して午前６時から午後

10時までとしております。

　また、表下段の備考において、宿泊施設の利

用時間と、オフ時期に想定される10月から翌年

３月までの期間の使用料の減額規定を設けてお

ります。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

〇農林課長（山口親志）続きまして、議案第

107号垂水市猿ヶ城活性化施設条例案について、

御説明申し上げます。

　中山間総合整備事業ＫＡＭ大隅西部で整備し

ました活性化施設が12月中に鹿児島県から引き

渡しの予定がありますことから、施設利用のた

め、設置及び管理に関する条例を定めるために

御審議いただくものでございます。

　それでは、順を追って御説明申し上げます。

　まず、第１条に、設置する施設に関すること

について規定し、第２条で、位置に関すること

を規定し、位置の表示は、代表地番としまして

垂水市新御堂1344番地の１としました。

　第３条、第４条で、休館日と開館時間に関す

ることを規定し、第５条に、利用申請及び許可

に関することを規定し、第６条に、利用許可の

制限に関することを規定し、該当する行為とし

まして、第１号から第５号までの各号を規定し

ております。

　第７条に、使用料に関することを規定し、具

体的な使用料を別表に記載しておりますので、

後ほど別表で御説明いたします。

　第８条に、使用料の免除又は徴収の猶予に関

することを規定し、第９条に、使用料の還付に

関することを規定しております。

　第10条に、行為の制限に関することを規定し、

行為の制限に関する詳細な行為は、別に施行規

則で定めることにしております。

　第11条に、権利譲渡等の禁止に関することを

規定し、第12条に、利用許可の取り消し等に関

することを規定し、第１号から第４号、該当す

る項目をそれぞれ規定しております。

　第13条に、利用者の原状回復の義務に関する

ことを規定し、第２項で、利用者が義務を履行

しなかった場合のことについての規定を設けて

おります。

　第14条に、損害賠償等の義務に関することを

規定しまして、第15条に、免責事項に関するこ

と、第16条に、立入検査等に関することを規定

しております。

　第17条に、指定管理者による管理の代行に関

することを規定しまして、第１項第１号から第

４号において、業務の内容、範囲等に関するこ

とを規定し、第２項で、指定管理者による管理

代行の場合の読み替えを規定し、第３項に、指

定管理者による開館時間の変更に関することを

規定しております。

　第18条で、指定管理者の指定手続等は、垂水

市公の施設に関する指定管理者の指定手続等に

関する条例によることを規定しております。

　第19条に、管理の基準に関することを規定し、

第１号及び第２号に、指定管理者が遵守すべき

事項等を規定しております。
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　第20条に、指定管理者による管理代行の場合

に、利用料を徴収させ、指定管理者の収入とし

て帰属させること。また、このことに関連する

ことを第２項及び第３項で指定しております。

　第21条に、委任に関することとして、この条

例の施行について必要な事項は、市長が別に定

めることを規定しております。

　なお、附則といたしまして、この条例は平成

22年１月１日から施行し、経過措置としまして、

平成22年１月１日から３月31日までの間の休館

日を第３条に加えて規定しております。

　次に、さきの第７条で御説明しました使用料

に関する別表でございますが、別表第１で、施

設使用料を農産加工室から工作室までを半日、

一日単位で規定し、別表第２で、空調設備の使

用料を１時間単位で規定しました。

　この使用料の金額は、他の施設の使用料、利

用者の電気料負担等を基本に、利用のしやすさ、

収益性等を考慮し、検討いたしました。

　また、商工観光課提案の猿ヶ城渓谷森の駅た

るみずと関連し、交流の場として一体的活用を

図って運営を行ってまいります。

　以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。

〇議長（川達志）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　先ほど言われたとおり、両方

の施設を指定管理にしたい方向でのという最終

的な方向性も示されたんですが、１点目にお聞

きしたいのは、今までの道の駅、それから病院

とか含めて、いろいろ施設の性格というのもや

っぱり違ってくると思うんですよね。一般的に

言われているのが提携型サービス施設、いわゆ

るプールとか駐車場とかそういうところを委託

している、指定管理者にしているところと、あ

と社会的開発事業型施設、文化ホールとか図書

館とかですね、なかなか指定管理になじまない

点でいろいろ全国にも問題が出ているようなん

ですが、そういう大体２つの体系にされるとい

うふうに聞いているんですけれども、そうなっ

てくると当然、指定の基準がいろいろと違って

くると思うんですよね。そのあたりというのは

どんなふうに考慮されていくのかなと。

　というのは、この２つの施設とも、ある意味

では社会教育的な側面というのは非常に強いも

のがあると思うんですよね。そうなってきたと

きに、やはり今までみたいな形での利益を上げ

て運営をしていくというのとはちょっと性格が

違ってくるんじゃないかなというふうに思うん

ですね。そうなってきたときに、じゃそのあた

りの選定基準というのをどんなふうに設定して

いいのか、もしくはその必要性というのはない

のかという点が１点あります。

　そうなってくると、先ほど、もうすぐ指定管

理だということでしたけれども、要は指定管理

基準というのは、そもそも指定管理者にすると

いうのは経費の削減ということが最大の眼目に

なっているというふうに思うんですが、私たち

はその実態もなかなかわからないです。試算、

いわゆるどういう運営でこうだから指定管理に

するんだという点というのは私たちには示され

ていないですよね。道の駅のときにはそのこと

が十分試算も示されました。なるほどという点

も結構ありました。そして、努力によって施設

運営が４年後には黒字になるということも明ら

かにされました。であるならば指定管理が妥当

ではないかなということもあったというふうに

思います。しかし、今回はそういうのがないま

まぽんと、もう指定管理ですよという形で移行

していくというふうになると思うんですが。

　そこで質問したいんですけれども、指定管理

料というのはじゃどう考えるかというのがある

んですよね。利用料だけじゃ、とてもじゃない

が、ここの運営というのは難しいだろうという

のはだれもがこれは想像するし、前も課長がそ

ういう答弁をされたんじゃないかなというふう
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に思います。

　そうなってきたとき、例えば道の駅は収入を

もってそれを指定管理料にすると、病院の場合

は地方交付税を指定管理料にするというふうな

とらまえをしているんですけれども、この場合

に、指定管理料というのはどんなふうに私たち

は受け取っていいのか。そうしますと、やっぱ

り当然その結果、一般会計に与える影響、また

いわゆるそことの関係で一般会計も持ち出さな

きゃならないとなると、利用料だけで運営でき

ないとなると、そういう問題が出てきますよね。

そうなってきたとき、一般会計に与える影響も

出てくるんですが、そのあたりをどのように指

定管理料というのを考えとして考えていらっし

ゃるのかお聞きをしたいと思います。

　あと、確認なんですけれども、この間、指定

管理制度が今、２つですかね、病院と道の駅と

ですよね。そうなってきたときに、私たちも本

当にいろいろ気をもんでいる部分があるんです

が、市長には報告がいろいろ来るわけなんです

けれども、確認なんですけれども、監査として

出納関係、事務監査を行うことができるのかと

いうことと、業務内容について監査はできない

のかという点、それから事業報告書、ぜひこれ

は議会にも提出していただくように改善を図れ

ないのかという点。

　そして、先ほど指定管理料の問題を言いまし

たけど、もし指定管理にした事業者がもうとて

もじゃないけど経営できないと、負債が莫大に

なってきたという場合に、その負債です。その

負債の責任の所在はどこにあるのか。というの

は、今回改めてこういう運営形態になっていく

と、そのあたりが非常に懸念される問題なもん

ですから、そのあたりの負債の所存というのは

どんなふうに考えていけばいいのか、どうなっ

ているのかですね、国の法律との関係でも。こ

の点について質疑をします。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）まず、１点目の

指定管理料についてでございますけれども、指

定管理料につきましては、通常の範囲で運営管

理をいたしました場合に出る費用、それと収益

との差額が生じた場合に、その差額について通

常であれば市が負担すべきものでありましょう

し、それを指定管理料として考えることになろ

うと思っております。

　このようなことを考えまして、１年間は直営

でということを先ほど申し上げましたけれども、

運営形態というのも１年間やってみまして、そ

れによる利用形態というのを把握し、その上で

指定管理ということで考えているところでござ

います。

　２点目の出納監査等についてでございますけ

れども、他の事例で見ますと、指定管理につい

ての報告というのをしているところもございま

すので、そういうことは参考にいたしたいと思

っております。

　それと、負債を出した場合ということでござ

いますけれども、この解釈についてちょっと検

討は要するかと思いますけれども、基本的には、

指定管理者が受託することでございますので、

指定管理者の責任の範囲というふうには考えて

おりますけれども、ケース、ケースあろうと思

いますので、そこは検討しなければならないこ

とだというふうに思います。

　以上でございます。

〇持留良一議員　１つ抜けたんですけれども、

その選定基準の問題。１年運営して直営でやっ

てということでしたけれども、選定基準、先ほ

ど言いましたとおり大体２つ大別をされるとい

う中で、性格的にも、先ほど言いましたように

社会教育的な非常に中身の持っているものだか

ら、そうするとやっぱり相当経営的な面という

か、運営というか、そのあたりというのは今ま

でみたいな単純な問題ではないと思うんですよ

ね。ただ単に収支だけにとらわれない面も出て

くると思うんですよ。当然これはそういう部分
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が出てくると思うんですよ。

　そうなってきたときに、やっぱりそのあたり

の運営として、ただ単にある民間の団体に任す

だけでいいのかというそのあたりというのは、

例えばＮＰＯだとか含めて、そういう社会教育

に関するようなＮＰＯだとか、もしくはそうい

うのを１年間育てるとか、いろいろあろうかと

思うんですが、そのあたりの部分というのは、

やっぱり今までにない性格の施設だというふう

に思っているもんですから、そのあたりのとら

まえがどうなのかということで、そのことによ

って選定基準というのももう一度そのあたりを

考慮しなきゃならないのじゃないかなと言った

んですけれども、再度その点についてお考えを

お聞かせください。

　指定管理料の問題ですけれども、施設によっ

て当然、目的によって中身が違うわけですよね。

道の駅、病院というのはそれぞれ、それに該当

する収入を充てるということを言われましたけ

れども。そこのことは明確に、ただ差額だと言

われまして、そうしますと指定管理料とは一体

何なのかということが出てきちゃうわけですよ。

そうしますと非常にあいまいなんですよ。例え

ば1,000万円ぽんと毎年指定管理料として渡すと

か、そういうことになれば、それなりの説得も

私たちにあるんですけれども、その時々の変化

によって、これが指定管理料だと言われちゃう

と、非常に性格が統一されていないというふう

に思うんですよ。そうしますと、非常にあいま

いな市としても繰り出しをしなきゃならない点

が出てくるかと思うんですよ。だから、そのあ

たりでやっぱりきちっとこの問題というのはと

らえなきゃならないんじゃないか、指定管理料

とは何なのかということ。

　というのは、運営するほうも大変だと思うん

ですよ。というのは、やっぱり最終的にここが

十分に回って機能して、その目的を達成してい

くとなってきたときには、そういう課長の答弁

みたいなのだと、非常に不安定だと思うんです

よ。それを受ける側も、委託される側もですね。

そうじゃなくて、やっぱり指定管理料はこうい

うものですよという形で、そのことが投資的な

効果によって、ただ単に収入・支出、それだけ

によって運営が左右されるということではなく

て、やはり一定のお金もかけながら、投資効果

もしながらそこの運営をやっていくというのが、

この２つの施設の私は目的だろうというふうに

理解するから、そのことを言っているんです。

　再度この点について、考えていなければ考え

ていないと、今後考えるんだったら考えるとい

うことを言っていただきたいんですけれども、

そのあたりがあいまいだと、非常に私はいいか

げんな指定管理制度になっていくというふうに

思います。

　それから、先ほど確認だったんですけれども、

出納関係の事務監査を行うことはできるのかと

いうことと、業務内容についての監査です。こ

の２つの監査。

　それから、負債の問題というのは必ず、国の

国会での答弁では、委託された側が必ずそれは

負債するんだというふうになっているんですよ。

それはなぜかというと、いわゆる税の第三セク

ターの問題から、自治体に対しての負債が転嫁

されてきたと。もうそれじゃ大変だということ

で改めて見直していまして、管理制度が生まれ

てきたわけですけれども、やっぱり指定管理に

なってもその点というのは、事業所に委託する

と当然出てくるわけですよ、負債というのは。

出てこないとは限らないわけですよね。だから

その分について、本当にその部分で事業者も、

事業者が負うんだと、いやそれは違うと市が負

うんだと、そこによって全然違うとまた思うん

ですよ。だから、そのあたりというのは明確に

私はしたほうがいいんじゃないかなというふう

に思いますが、その点について再度。

〇議長（川達志）答弁は簡潔にお願いしま
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す。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）まず、１点目の

選定基準についてでございますけれども、選定

基準については、持留議員の御指摘のとおりの

ことは配慮しなければいけないと思っておりま

す。

　なお、現段階でございますけれども、観光に

関するところの取り組みをしたいというところ

のＮＰＯ法人を立ち上げたいという話も聞いて

おりますので、そのようなことも参考にしなが

ら考えてまいりたいと思います。

　それと、費用の考え方でございますけれども、

確かにあいまいだということでございますけれ

ども、その費用につきましては、実際運営して

みてどれぐらいの収益が上がるかということを

当初で予測はしますけれども、それが実際でき

ましたときの結果を指定管理者の責任に帰する

ものかどうかということも判断の材料になると

いうふうに考えております。

　それと、済みません、ちょっと監査のことに

ついては調べさせてください。

　それともう１点、負債のことでございますけ

れども、先ほど申しました収入・収支のバラン

スにということでございますけど、負債につき

ましては、道の駅で、協定の中で負担のことに

ついては詳細に規定いたしておりますので、今

回の場合についても、例えば管理に対する負担

の限度をどうするかと、そういうことも詳細に

取り決めていくことになろうというふうに考え

ております。

　以上です。

〇議長（川達志）質問は簡潔に。

〇持留良一議員　はい、簡潔にやっています。

　どうしても問題は指定管理料だと思うんです

よ、とらえ方の意味。ここのところによってや

っぱり、今まではそういう部分がクリアされて

きたから、それを最終的に充てようという形に

なって、何となくおさまってきたとも思うんで

すよ。しかし、今回の場合にはそういうふうに

はいかないぞというのが、やっぱり問題点だろ

うと思うんですよ。実際それをＮＰＯも含めて、

そうでしょうが、委託するわけですから、そう

しますと、もうきちっとそのあたりのとらえ方

というのは、経過によってそのことを対応する

というのは非常に私は無責任だと思うんですよ。

これだけの施設であり、この間いろんなところ

でそれに似たような施設がされています。そう

しますと、やっぱり本当に指定管理料としてい

くという点は非常に大きな意味を持っている。

　例えば、管理基準の中に関係法令を守りなさ

いとなっていますよね、そうすると雇用問題も

当然出てきて、労働法の関係も出てくるわけで

すよ。だから、そこのところがしっかりしてお

かないと不安定なまた、そこで働く人たちを簡

単に解雇するとかいうことも出てくる可能性が

あるわけですよ。これを本当に安定的に経営し

ていくためにはやっぱり指定管理料というのを

きちっと、市が例えば1,000万円なら1,000万円

負担しますよと、それが指定管理料ですよとい

うふうな意味合いを持って、ぜひこれはもう検

討してください。要望です。

　以上です。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

〇堀添國尚議員　商工観光課長でも、同じ議案

です、内容は。どちらでもいいんですが、利用

制限のところから、減免の還付のところまで、

具体的には考えていらっしゃると思うんですけ

ど、風水害の自然災害の場合の利用の制限とか、

そういうことは今までの議会との議論の中でも、

大体こういうときはこうするんだというふうな

案は持っていらっしゃると思うんですが、それ

はどこで、規則で多分つくられるんじゃないか

なと思うんですけど、そこらあたりを確認をし

ておきたいと思います。私ども見てもわかるよ

うなそういうのをされるのかどうか。それは、
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最後の条例の施行については、必要な事項は市

長が別に定めると、ここでそういうふうに理解

していいのかどうかですね。どちらでもいいで

す。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）減免規定等につ

きましては、施行規則で定めることといたして

おります。

　例えば市が主宰するもの、県が主宰するもの、

それらに分けまして減免をいたすような施行規

則を設けております。これで運用することにい

たしております。（「利用制限は、風水害の場

合のそういうのは」と呼ぶ者あり）

　利用の制限につきましては、利用者の守るべ

き事項ということで施行規則に設けるようにい

たしておりまして、例えば宿泊施設の収容人員

のことの規定でありますとか、竹木の伐採をし

ないこととか、それから騒音とか、暴力に対す

る、迷惑をかけないとかということを。

〇堀添國尚議員　ちょっと課長の考えが、私の

質問の仕方がわかりにくかったのかな。

　前、あそこをつくるときは、危ないというこ

とでいろいろ議会ともやりとりがあった経緯が

あったわけですよね。ですので、台風とか大雨

とかそういう場合が予想される場合はどうする

かというようなことも話があったわけですが、

そういうときのための利用制限ですね、それは

もう考えていらっしゃると思うんですが、どこ

でそれを私どもにもわかるようにはっきりとさ

れるのか、そこらあたりです。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）そのような風水

時の利用の制限につきましては、別に定めます

防災計画を、猿ヶ城独自の防災計画を定めよう

としておりますけれども、それにおきまして、

雨量等を参考に入場の規制等をするようにいた

しております。

〇議長（川達志）よろしいですか。（「は

い、ありがとうございます」と呼ぶ者あり）

〇宮迫泰倫議員　106号、107号同時に、簡潔で

結構です。

　２つの施設、同じ番地にあります。事務局は

１つなのか、それとも別々なのか。

　それから106号、ここでは特産品の販売はでき

ないのか。その規定は何もないんですね。それ

はどうなさるのか、これから。

　それから別表７、一番最後なんですけれども、

５人未満の利用の場合は利用人数により減額で

きるものとします。１人の場合はどうなのか。

何ごて１万5,000円が１泊と決まったのか、そこ

の整合性。

　それから、シーズンによっては２割引きです

よね。そこら辺を聞かせてください。

　それから107号、農林課長さん、さっきの事務

所のことなんです。

　それから、活性化施設の開館時間は８時半か

ら10時までなんです。そこで、受け付けは９時

55分でも受け付けはできるのかどうか、そこら

辺なんですよ。使用は21時までなんですね。こ

の使用の時間と、４条の10時とどう違うのか。

何ごて同一にできなかったのか。午後10時です

よ。こっちは21時です、これは９時なんですけ

れども、夜の。文言の使い方です。一方を午後

とすれば、後ろのほうも午後にしていただきた

いと、要望です。

　それから、一番最後のページなんですけれど

も、小会議室が1,000円で、時間によっては2,000

円、3,000円なんですけれども、ここの空調の時

間は、小会議室の15畳はただなのか、それとも

これはもうその中に入っているのか、空調施設

がですね。それとも抜けたのか、故意に。

　以上です。よろしくお願いいたします。

〇農林課長（山口親志）まず、所在地の番号

ですが、垂水市新御堂1344番地の１のほかにた

くさんありましたので、これを代表としまして、

商工観光課と十分協議をしまして、同じ施設内

ということでこの代表番号をとらさせていただ

きました。
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　それから、時間の関係は後からしますけど、

空調施設の使用料の関係ですが、これは１時間

当たり、おのずと会議室を使いますので、１時

間当たり100円と、それから200円にしたのは、

大会議室で広いですので２つに分けられますの

で、面積からいいまして、100円を２倍にしまし

て200円にしたところであります。（「それはわ

かる。15畳は何ごて載っおらんと、そこに。15

畳の小会議室はただなのか。それともついてい

るのか、空調は」と呼ぶ者あり）

　済みません。15畳もこの小会議室の100円と一

緒に考えておりましたので、済みません。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）まず、この施設

で物を売れるかということでございますけれど

も、基本的には、許可を得れば物の販売はでき

るというふうに考えております。このことにつ

きましては、施行規則のほうで利用者の守るべ

き事項ということで、許可を受けないで物品の

販売等しないことというふうに設けております。

　次に、５人未満の利用の場合のということで

ございますけれども、まず、基本的に、１人の

利用の場合での減額は考えておりません。それ

と、複数人で、例えば２人とか３人の利用の場

合に、施設料が１棟１万5,000円ということでご

ざいますので、これが余り１人当たりの料金が

割高にならないようにというようなことで、使

用料金の割引をできる規定を設けたものでござ

いまして、これは、指定管理者が利用料金を設

定する場合に、このような規定の中で利用料金

の設定をできるようにという規定で設けたもの

でございます。

　なお、直営で行いますこの１年間のことにつ

きましては、内規で今、考えておりますのが、

例えば夫婦２人でありますと１万円、それと、

３人の利用でありますと１万2,000円というよう

な利用料金で運用いたしたいと考えております。

　次に、利用料金の１万5,000円の設定について

でございますけれども、使用料の算定につきま

しては、利用される側から安い料金を望まれる

と思いますが、一方で、運営側から言いますと、

できるだけ、理解していただけるような範囲内

でなるべく高い料金で設定いたしたいところが

本意でございます。

　そこで、参考になりますのが既存施設の使用

料でございまして、類似施設の他市町の使用料

金等を調査いたしましたところ、１棟１泊につ

き6,000円とか１万円とか、１万2,000円、１万

2,500円とか、１万6,810円とかいうような利用

設定がされているようでございます。このよう

なことを参考に、本施設は、施設の内容が整っ

ておりますので、１万5,000円というのは高目の

設定ではございますけれども、こういう設定に

したところでございます。

　なお、この使用料のほかに寝具の利用料をい

ただくことにいたしておりますので、例えば５

人で利用していただくと、その寝具利用料が加

算されますので１万7,500円というような利用に

なりますので、このあたりの金額が上限ではな

いかというふうに思い、提案いたしたところで

ございます。

　以上でございます。

〇宮迫泰倫議員　両方とも２条については、事

務局は２つあるということで理解していいです

か。

〇農林課長（山口親志）御存じのとおり、活

性化施設は農林水産省の事業でつくりまして、

県は事業課が違いますが、先ほども申し上げま

したとおり、活性化施設とキャンプ場と一体的

運営ということで、本年度は今のこの段階では

農林課と商工観光課ですが、４月からは一体的

な、商工観光課と農林課で予算についてもどち

らかが提案するようにしておりますので、現在

は事業の関係でこのような２つになりましたけ

ど、一体的な運営ということで考えております。

　それと、先ほど申し上げました15畳の分が入

っておりませんが、この分はもう１回検討して、

― 23  ―



15畳の中に、30畳と15畳で会議室がちょうど区

切られるんですが、面積的にも100円でしたので、

15畳のほうを抜かしているようですので、これ

はまた検討させてください。（「よろしくお願

いいたします」と呼ぶ者あり）

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

〇感王寺耕造議員　議案107号について質問い

たします。

　猿ヶ城活性化施設条例、この分の計画が持ち

上がったとき、やっぱり三和センターとの絡み

という部分が問題になったと思っております。

　そうしますと、利用料ですね、７条の部分で

農産加工室の部分が決定されているわけですけ

れども、これについて三和センター、現状の三

和センターとの絡みでどのような形で、三和セ

ンターとの絡みでどういう形で価格の部分、使

用料の部分の設定をされたのか。

　また、先ほど持留議員のほうからもありまし

たけれども、指定管理料の問題、また損失につ

いての問題、一般財源からの持ち出しという部

分はやっぱりできるだけ避けていきたいと考え

るわけですね。そうしますと、ある程度減価償

却は、償却年数が終わった後、修繕料、買い替

えの問題が出てまいります。

　先ほどから議論されておりますとおり、当然

社会教育とか、産業振興、また新しい業を起こ

す起業ですね、こういう部分で意味のある施設

だとは思うんですけれども、できるだけ一般財

源からの支出を少なくしたい、損失を少なくし

たいという部分も絡めて、この価格設定という

部分がどういう部分の積算根拠のもとでなされ

たのか、その２点についてお伺いします。

　それとあともう１点、こういう施設ができて

きました。ただ、三和センターの分も生活改善

グループの方々の要望で継続していくという、

前、農林課長答弁があったわけですけれども、

この三和センターについても、両方同じ施設が

あるという部分についてもやっぱり問題がある

と思いますので、これをどうやって市民の、生

活改善グループの皆さん、市民の方々の理解を

得て、新しい施設に１つにまとめるんだという

その辺のことについて何か考えがありましたら、

お聞かせください。

　３点お願いします。

〇農林課長（山口親志）まず、農産加工室の

使用料の件についてですが、現在、三和センター

が使用施設料の別表１を見ていただけるとわか

りますが、活性化施設が今度2,500円になってお

ります。ここが今現在、2,100円です、三和セン

ターのほうが。続きまして、5,000円のところが

4,200円です。

　今度活性化施設を見ていただけたらわかるん

ですが、集中的に、おのずと加工をされますの

で火をたいたり、水蒸気で相当熱いです。そう

したときに、直接スポット状態で利用者に当た

るようなすばらしい施設をつくっていただきま

したので、このことが下の別表の電気代という

ことでは入れておりませんので、そうした場合

におのずと使用料、加工室を使われる場合は電

気料は使うだろうということで、それを考慮し

まして2,500円にさせていただきました。

　それから、最後の農産加工室の三和センター

と活性化施設の関係でありますが、議会でもあ

りましたし、要望事項も出てきておりましたの

で、生活改善グループの方々の意向を十分聞き

ながらですが、市長も当分の間は三和センター

でするということもおっしゃっております。

　ただ、財政的にはそれは１カ所にまとめたほ

うがよろしいとは思いますが、こういった新し

い施設をつくった中で、交通手段も道路も相当

整備されて、車を利用される方はできたら活性

化施設のほうに誘導して、使用も、みそ加工な

んかも３日間でできた分がもう一日でできるよ

うな形なってきますので、そういった形なんで

すが、車のない方々のためにも三和センターを
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現状のままで維持して、最終的には利用者の方々

の意向を聞きながら運営を行ってまいりたいと

思っております。

　当分の間というのが何年先までかというのは

はっきりとは言えませんが、やはり利用者の方々

の意向を聞きながら、できましたら猿ヶ城のほ

うへ行っていただけたら助かるんですが、ただ、

そういう場合だけでもいきませんので、当分の

間はきちっとそのような形をとらしていただき

ます。

　それと、12月の県のほうから、先ほど言いま

したとおり引き渡しがあった時点で、猿ヶ城生

活改善グループの方々の代表者の方々を、活性

化施設を見ていただきまして、早速みそ加工等

の体験をしていただきまして、そのあたりも、

どちらが使いやすいかもまた意見等も徴収して

みたいと思います。

　以上です。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

〇感王寺耕造議員　済みません。１点だけちょ

っと答弁が漏れていたと思うんですけれども、

三和センターの絡みとの部分の価格差という部

分は説明があったわけですけれども、将来に備

えた修繕費、買い替え、この部分についてどう

いう積算根拠のもとで、また他市との類似施設

の部分でこういう価格設定をされたのか。その

積算根拠の部分をちょっと説明いただきたいと

思います。

〇農林課長（山口親志）今言われましたとお

り、修繕料やら考慮していけば、おのずと使用

料は基本的には上げていかないといけないこと

になってきますが、やはり利用されている、今、

三和センターを基本に使用料は設定させていた

だきました。その中で、先ほど400円ほど上がっ

ている部分は電気使用量と、電気代使用料とい

う考えで、現在の三和センターの使用料を考慮

しながら、提案させていただいているところで

す。

　以上です。

〇議長（川達志）よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）

　ほかにございませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案３件については、いずれも所

管の各常任委員会に付託の上、審査したいと思

います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第105号から議案第107号までの

議案３件については、いずれも所管の各常任委

員会に付託することに決定しました。

　この際、議長からお願いがあります。

　皆さん方の質問を制限するつもりは毛頭あり

ませんけれども、常任委員会で質疑ができる分

があればぜひその方向でやっていただきたい。

どうか議事の進行にも御協力をお願いをいたし

たいと思います。

　ここで、暫時休憩します。

　次は、午後１時30分から再開します。

　　　　　午後０時20分休憩

　　　　　午後１時30分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　ここで、商工観光課長より発言の申し出があ

りますので、これを許可します。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）先ほどの垂水市

猿ヶ城渓谷森の駅たるみず条例の御説明に際し、

第２条において、地番を垂水市新御堂1344番地

１と御説明いたさなければいけないところを、

1304番地の１と御説明いたしておりました。
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　訂正しておわび申し上げます。（16ページで

訂正済み）

　　　△議案第108号～議案第111号一括上程

〇議長（川達志）日程第23、議案第108号か

ら日程第26、議案第111号までの議案４件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第108号　新たに生じた土地の確認について

議案第109号　字の区域変更について

議案第110号　垂水市道路線の廃止について

議案第111号　垂水市道路線の認定について

〇議長（川達志）説明を求めます。

〇企画課長（太崎　勤）議案第108号新たに生

じた土地の確認について及び議案第109号字の区

域変更については関連がございますので、一括

して御説明を申し上げます。

　まず、議案第108号でございますが、垂水南漁

港内の公有水面埋め立てに関する工事が平成21

年８月25日竣功認可されましたので、新たに生

じた土地の確認について、地方自治法第９条の

５第１項の規定に基づき、議会の議決を求める

ものでございます。

　土地の面積は、6,719.60平方メートルでござ

います。

　次に、議案第109号でございますが、新たに生

じた土地に関連する字の区域変更について、地

方自治法第260条第１項の規定に基づき、議会の

議決を求めるものでございます。

　新たに生じた土地を大字新城字諏訪とするも

のでございます。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

〇土木課長（深港　渉）続きまして、議案第

110号、議案第111号については関連がございま

すので、一括して説明を申し上げます。

　まず、議案第110号でございますけれども、こ

れは、垂水市道路線の廃止についてでございま

す。

　提案理由でございますけれども、内ノ野２号

線の道路改良工事が平成20年度をもちまして完

了しましたので、関連する市道路線を見直し、

新たに認定する必要があるために、さきに道路

法第10条第３項の規定に基づき、市道路線廃止

の議決を受けようとするものでございます。

　廃止します路線は、路線番号24、路線名内ノ

野２号線、起点は垂水市本城字稲牟田1008番地

先、終点は垂水市新御堂字鍋久保1326－10番地

先でございます。

　なお、地番や全体の線形等につきましては添

付図面を御参照いただきたいと思います。

　次に、議案第111号垂水市道路線の認定につい

て御説明申し上げます。

　提案理由でございますが、今回認定しようと

する路線のうち、まず内ノ野２号線及び井川２

号線につきましては、先ほど御説明いたしまし

た内ノ野２号線道路改良工事完了に伴う廃止路

線に関連し、新たに見直しの認定を行おうとす

るものでございます。

　また、垂水南１号線、同２号線及び同３号線

は、農林課からの所管替えを受けまして、生活

道路としての利用形態や車両通行量も多いこと

から、今後、市道として維持管理するため、新

規に認定しようとするものでございます。

　以上のことから、道路法第８条第２項の規定

に基づき、市道認定の議決を受けようとするも

のでございます。

　なお、認定します路線は、路線番号24、路線

名内ノ野２号線、起点は垂水市高城字的場1206

－１番地先、終点は新御堂字鍋久保1326－10番

地先、延長は900メートル、幅員は４から７メー

トルでございます。

　次は、路線番号346、路線名井川２号線、起点

は本城字稲牟田1008番地先、終点は新御堂字長

山1224－４番地先、延長2,500メートル、幅員７
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から15メートルでございます。

　続きまして、路線番号726､路線名垂水南１号

線、起点は柊原字蠣原354番１地先、終点は新城

字須崎2402番地１地先、延長は4,100メートル、

幅員７メートルでございます。

　次は、路線番号828、路線名垂水南２号線、起

点は新城字園田2419－３番地先、終点は新城字

岸下73－２番地先、延長600メートル、幅員７メー

トルでございます。

　最後は、路線番号829、路線名垂水南３号線、

起点は新城字新田3399－４番地先、終点は新城

字松下4302番地先、延長1,800メートル、幅員７

メートルでございます。

　地番や線形等につきましては、添付図面のほ

うを御参照いただきたいと思います。

　以上でございますけれども、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（川達志）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案４件については、いずれも所

管の各常任委員会に付託の上、審査したいと思

います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第108号から議案第111号までの

議案４件については、いずれも所管の各常任委

員会に付託することに決定しました。

　　　△議案第112号上程

〇議長（川達志）日程第27、議案第112号平

成21年度垂水市一般会計補正予算（第７号）案

を議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（三浦敬志）よろしくお願いしま

す。

　議案第112号平成21年度垂水市一般会計補正予

算（第７号）案について、御説明申し上げます。

　今回の補正は、定年前早期退職優遇制度に伴

う退職手当と、新型インフルエンザワクチン接

種事業に伴う負担金の増額補正、人事院勧告及

び10月１日付人事異動に伴う人件費の整理並び

に事業経費の追加、整理に伴う経費を予算措置

しようとすることが主な理由でございます。

　今回、歳入歳出ともそれぞれ３億1,106万2,000

円を増額しますので、これによる補正後の歳入

歳出予算の総額は、90億543万円になります。

　２ページから６ページにかけて、歳入歳出予

算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第１表歳

入歳出予算補正としてお示ししております。

　７ページに、債務負担行為の補正がありまし

たのでお示ししております。

　内容は、平成22年度から開校いたします垂水

中央中学校の通学バス運行委託料の債務負担行

為を行い、新年度からのバス運行委託契約がス

ムーズに行えるよう各年度及び合計の限度額を

設定しようとするものであります。

　地方債にも補正がありましたので、８ページ

に追加分を９ページに変更分をお示ししており

ます。

　８ページの追加分につきましては、冒頭補正

の理由で申し上げました定年前早期退職優遇制

度に伴う退職手当増の財源として、退職手当債

を追加しております。

　９ページの変更は、当初予算で御承認いただ

いておりました海岸堤防修築事業県負担金の増

額に伴い、その借り入れを右の欄に示す限度額

に示しております。

　本年度の借入総額を追加分、変更分合計し、

８億8,910万円にしようとするものであります。

　次に、事項別明細の説明に入ります。

　まず、19ページからの歳出事項別明細につい
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て御説明いたしますが、人件費や事務経費の増

減及び組み替えの説明は省略し、大きな事業費

等の補正について御説明いたします。

　なお、金額についてはお示ししてありますの

で、読み上げないことを御了承ください。

　20ページをお開きください。

　一番上段に退職手当がございます。これは、

冒頭御説明いたしました定年前早期退職優遇制

度に伴う退職者増７名の補正であります。

　20ページの一番下、財産管理費の工事請負費

は、垂水ドライ横駐車場を整備拡張しようとす

るものであります。

　21ページの企画費の負担金、補助及び交付金

の地域公共交通活性化協議会負担金は、事前予

約型の乗り合いタクシーを運行する同協議会へ、

市と国が経費の２分の１を補助しようとするも

のであります。

　中段の地域情報振興費の負担金、補助及び交

付金のＮＰＯ法人たるみずまちづくり放送運営

補助金は、株式会社財寳様から指定寄附金とし

て賜った寄附金をコミュニティエフエムの運営

補助に充てるものであります。

　下の段の諸費の償還金、利子及び割引料の国

県支出金返還金は、平成20年度の事業費の精算

に伴う補正であります。

　22ページの納税制度事業費、積立金は、柊原

出身で大阪市にて大東エンジニアリング株式会

社を経営されている柳田辰男様からいただきま

したふるさと納税を基金に積み立てようとする

ものであります。

　飛びまして、26ページをお願いいたします。

　中段の障害者福祉費の扶助費でありますが、

対象者及び対象者の利用回数の増などによる事

業費の増によるものであります。

　次は、28ページの児童福祉総務費の扶助費、

ひとり親家庭医療費助成、その下の児童措置費

の負担金、補助及び交付金の多子世帯保育料等

軽減事業補助金につきましても、対象者及び対

象者の利用回数の増によるものであります。

　30ページからの衛生費でありますが、このペー

ジの中段の予防費の負担金、補助及び交付金に

新型インフルエンザワクチン接種事業負担金を

補正しております。

　その下の乳幼児医療費の扶助費は、乳幼児医

療対象者の拡大増に伴う補正であります。

　次は、31ページの清掃総務費の負担金、補助

及び交付金の肝属地区一般廃棄物処理組合負担

金でありますが、持ち込み量の増加と算定基礎

の１つとなります交付税措置額分の増加による

ものであります。

　33ページをお願いいたします。

　上段の修繕料は、堆肥センターの修繕料であ

りますが、制御盤や生ごみ搬入ラインの修繕料

であります。

　農地費の委託料は、平成23年度から開始する

中山間地域総合整備事業で本城と海潟地区に予

定している小規模農地基盤整備事業に必要な事

前調査事業の委託料であります。農道整備事業

費の工事請負費と予算の組み替えを行っており

ます。

　猿ヶ城活性化施設費の備品購入費は、猿ヶ城

活性化施設で使用する事務用備品等を購入する

ものです。

　次は、35ページの商工費です。

　中段の観光施設整備費の工事請負費は、キャ

ンプ場周辺整備工事に伴う追加分の補正であり

ます。財源更正を行い、その他財源に電源立地

地域対策交付金基金を充てております。

　次は、土木費です。

　36ページをお願いします。

　土木総務費の委託料は、柊原から新城にかけ

ての鉄道跡地の農道を市道へ変更するための測

量等を行う経費であります。

　37ページの河川費の河川維持費の工事請負費

は、塩入川護岸改修工事に伴う補正であります。

　その下の海岸堤防修築事業費の負担金は、水
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産試験場周辺地域の高潮対策事業の平成22年度

分事業の前倒し分の補正であります。

　次は、消防費であります。

　40ページの下の段、災害応急対策費の委託料

は、説明欄にＪ－ＡＬＥＲＴ整備委託料と記載

しておりますが、Ｊ－ＡＬＥＲＴは全国瞬時警

報システムの通称であります。地震、津波、テ

ロなどの緊急情報を瞬時に住民に伝達するシス

テムを構築するための補正で、県の100％補助事

業であります。

　次は、教育費であります。

　42ページをお願いいたします。

　中段の小学校施設整備費の工事請負費であり

ます。内訳としては２点ございます。

　１点目は、松ヶ崎小学校に新年度肢体不自由

児の入学が予定されているため、スロープを取

りつけるための工事です。もう１点は、新城、

柊原両小学校の複式学級化へ対応するための補

正であります。

　歳出に関する説明は、以上でございます。

　今まで御説明いたしました補正事業に要しま

す歳入の補正予算は、前に返っていただきまし

て、10ページの歳入歳出補正予算事項別明細の

総括表にお示ししております。

　具体的には、12ページからの歳入事項別明細

にお示ししておりますように、補正財源のほと

んどに、それぞれの事務事業に伴う使用料及び

手数料、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入

金、諸収入及び市債などの特定財源を充ててお

ります。不足する部分につきましては、地方交

付税、前年度繰越金を充て、収支の均衡を図り

ました。

　以上で、議案第112号の説明を終わりますが、

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇議長（川達志）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　１点だけお願いします。

　今後の財政運営を考えたときに、今回のこう

いう措置というのはやむを得ない部分もあった

のかなといろいろ頭の中では整理をするんです

けれども、例えば、退職債はほとんど一般財源

といっても、6,600万円ぐらいの財源の内訳では

入っていないと。それからもう一方では債務負

担行為、今後、収入等の関係でこういう債務負

担行為という形で出てきたのかちょっとわかり

ませんけれども、この債務負担行為で３年間に

7,044万円ですかね、これの費用が今回提案され

ているということなんですけれども。

　そう考えると、当初、ことしは国の交付金と

の関係等も含めて、一定の財源的な余裕という

んですかね、そういう部分もいろいろ３月議会

では議論され、当然その後いろいろそれを動か

すような要因もあったわけですけれども、とに

かく心配するのは、こういう市債の発行だとか、

債務負担行為をしなきゃならないという現状と

いうのは、将来との関係も含めて、こうせざる

を得ない大きな理由というのは何だったのか、

改めてこの点について。ちょうどあと３月まで

数カ月しかないんですけれども、財源の問題等

も含めていろいろ懸念する部分があるもんです

から、そのあたりではどういう形でこのことが

なされたのかですね。

　簡単に言えば、財源が一定程度あったのに、

市債をこんなに発行したり、それから債務負担

行為でこれだけのことを将来のお金もこの時点

で計上してくるというようなことをちょっと危

惧するものですから、そのあたりの点について

どのような考え方なのか、教えていただきたい

と思います。

〇財政課長（三浦敬志）まず、債務負担行為

のことでありますが、債務負担行為、これはこ

れから垂水中央中学校が開設するに当たり、バ

スを今後継続的に借り入れなければならないと、

毎年これだけのお金が必要ですということを一

応ここに計上して、年度内に契約がしやすいよ
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うにという形で、ここに債務負担という形で計

上しております。

　それから、財源があったのにという表現をさ

れましたが、退職手当債、これだけの資金的な

余裕というのは、現段階ではここに計上するだ

けの余裕はございませんでした。

〇持留良一議員　要は、債務負担行為というの

はあくまでも財源不足が見込まれるというよう

な、僕らの考え方ではですね。だから当然、将

来非常にそのあたりの伸びも厳しいから、まず

債務負担行為できちっと確保しておこうという

ようなことで、私なんかはなされると、一般的

には債務負担行為というのはそんな理解をして

いるわけなんですよな。通常だったら、毎年き

ちっとその部分を確保できれば、毎年の予算で

計上していけば問題ないと私たちは思うんです

けれども、垂水は前の合併時のときでも、債務

負担行為が他の市町村よりも多かったという点

があったんですけれども、安易に債務負担行為

に走るというのは、私たち自身としたらやっぱ

り問題なのかなというような認識なんですよ。

　というのは、きちっとその部分が次年度の予

算で確保できるような予算の計画というのがあ

ってもおかしくないのじゃないかというふうに

思ったものですからね、改めてこれだけの規模

の債務負担行為が出るというのは、ある意味で

はもう３年間をその部分で確保するようなもの

だから、果たしてこの時点でこの債務負担行為

というのはどうだったのかなと思ったもんです

からね、それをちょっと指摘をしたところです。

　それと、あと退職債の問題なんですけど、要

は先ほど言われたとおり、確かに市債でやらな

きゃならないという点はあるかと思いますけど、

当初言ったとおり、国の交付金との関係で財源

が一定程度余裕があったのではないか、そうい

う形できちっと次年度の財源等の問題も含めて

対応していくためには、そのあたりを活用する

ことはできなかったのか、丸々市債で賄わなき

ゃならないような現状の財政状況なのかなとい

う、こういうことなんですけど、どうなんでし

ょう。

〇財政課長（三浦敬志）今年度補正されまし

た財源等、あれにつきましてはほとんど使途が

決まって国のほうに上がっております。ですか

ら、それを余裕財源というような形でことしの

退職手当に充当するということは、国の補正予

算の形から言いますとできないというふうに考

えていただきたいと思います。

〇持留良一議員　じゃなくて、当初計画する予

定の分が、その交付金がおりてきたということ

で財源が浮くという、そういう議論が３月議会

でもあったんですよね。その部分で、例えば２

億円ぐらいだったと思いますが、その分は今後、

財調に積むかとか、いろんな考えがあの時点で

示されたんです。だから、結果的にこれだけ市

債をほぼ100％活用しなければならないというこ

とは、そのあたりで、僕らとしたら、やっぱり

なるべく借金をしなくても財政運営ができない

のかなというのがあるわけなんです。だからそ

ういう意味で、その部分というのはもう現状で

は厳しくて出てしまったのか、もう実際上ない

のか、それとも今後まだ財調に積むのか、その

あたりのことをちょっとお聞きをしているんで

すけど。

〇財政課長（三浦敬志）財源的な余裕がある

かどうかということですけれども、我々はそう

いう先を見込んで財政経営を行っておりますの

で、ある程度そこは何かあるんじゃないかなと、

それができるように頑張っておりますので、そ

の点は御理解いただきたいと思います。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。
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　本案は、各所管常任委員会に付託の上、審査

したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第112号は各所管常任委員会に付

託することに決定しました。

　　　△議案第113号～議案第119号一括上程

〇議長（川達志）日程第28、議案第113号か

ら日程第34、議案第119号までの議案７件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第113号　平成21年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第３号）案

議案第114号　平成21年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第115号　平成21年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第２号）案

議案第116号　平成21年度垂水市と畜場特別会計

　　　補正予算（第２号）案

議案第117号　平成21年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計補正予算（第２号）案

議案第118号　平成21年度垂水市簡水道事業特別

　　　会計補正予算（第２号）案

議案第119号　平成21年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第２号）案

〇議長（川達志）説明を求めます。

〇市民課長（葛迫隆博）議案第113号平成21年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）案について、説明申し上げます。

　３ページの歳出補正ですが、補正理由といた

しまして、本年５月診療分以降の医療費が急激

に増加したことと、新型インフルエンザに対応

すべく、一般分及び退職分の保険給付費の年間

所要額を確保するため、増額するものでござい

ます。

　また、事業推進に当たり、コピー機リース料

と健康づくり事業に要する経費を追加補正し、

あわせて歳入補正に伴い、７項目について財源

更正するものでございます。

　なお、共同事業拠出金につきましては、国保

連合会からの通知により、減額するものであり

ます。

　補正を要する額は、3,034万1,000円でござい

ます。

　これに要する歳入として、２ページに記載し

ておりますように、国庫支出金、療養給付費交

付金及び基金繰入金を充てまして、収支の均衡

を図っております。

　補正後の予算総額は、26億9,947万8,000円と

なります。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇市民相談サービス課長（島児典生）議案第

114号の説明を行います。

　垂水市交通災害共済特別会計補正予算（第１

号）案について、説明をいたします。

　今回の補正の要点につきましては、災害見舞

金に不足を生じたため、今回補正を行うもので

ございます。

　歳出につきまして説明いたします。

　５ページをお開きください。

　歳出につきまして、１款事業費の補正になり

ますが、死亡事故の増加に伴い、見舞金に不足

を生じるため、確定した前年度繰越金と基金を

取り崩し、見舞金を増額しようとするものであ

ります。

　歳入につまして、４ページをお開きください。

　３款繰入金の基金繰入金で基金を200万円取り

崩し、４款繰越金の前年度繰越金の確定額が出

ましたので、その増額分の81万2,000円を充て、

収支の均衡を図っております。

　なお、この補正で歳入歳出予算の総額は、そ

れぞれ950万円になります。
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　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）それでは、議

案第115号平成21年度垂水市介護保険特別会計補

正予算（第２号）案について、御説明を申し上

げます。

　今回の補正は、保険給付費の予算組み替えと

地域包括支援センター職員の賃金の組み替えが

主なものでございます。

　歳入歳出にそれぞれ３万円を追加し、補正後

の予算総額は、歳入歳出それぞれ19億1,905万4

,000円とするものでございます。

　まず、歳出について御説明いたします。

　５ページをお開きください。

　１款総務費は、来年１月から実施予定の高額

介護サービス支給決定通知用の後納郵便代の不

足分でございます。

　次に、２款保険給付費につきましては、上半

期の給付実績をもとに、今後不足する給付費の

財源の組み替えを行ったものでございます。

　次の５款地域支援事業費は、地域包括支援セ

ンター看護師の賃金の組み替えでございます。

　次に、歳入につきましては、３ページの事項

別明細書の７款繰入金で収支の均衡を図ってお

ります。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇生活環境課長（迫田裕司）議案第116号及び

議案第117号については、生活環境課で所管して

おりますので、一括して御説明申し上げます。

　まず、議案第116号平成21年度垂水市と畜場特

別会計補正予算（第２号）案について、御説明

申し上げます。

　補正の主な理由でございますが、と畜場を維

持管理及び運営していくための経費などに不足

が生じる見込みとなったため、今回追加補正し

ようとするものでございます。

　５ページをお開きください。

　歳出から御説明いたします。

　１款総務費の１目一般管理費でございますが、

３節職員手当等及び４節共済費は、期末・勤勉

手当、組合共済負担金の決算見込み額確定によ

り補正しようとするものでございます。

　11節需用費につきましては、当初予算作成時

において保留した予算額を計上しております。

　そのうち修繕料は、第２浄化槽散気管修理及

び搬送ラインの修理などが主なものでございま

す。

　４ページの歳入につきましては、と畜場使用

料及び前年度繰越金を充て、収支の均衡を図っ

ております。

　なお、補正後の歳入歳出予算の総額は、１ペー

ジにありますように、歳入歳出それぞれ１億1,

787万2,000円になります。

　次に、議案第117号平成21年度垂水市漁業集落

排水処理施設特別会計補正予算（第２号）案に

ついて、御説明申し上げます。

　補正の理由でございますが、漁業集落排水処

理施設の修繕料が不足したため、追加補正しよ

うとするものでございます。

　３ページの歳出で説明いたしますと、１款総

務費、１目一般管理費、11節需用費の消耗品費

と光熱水費を減額し、修繕料の財源としようと

するものでございます。

　したがいまして、今回補正額の増減はありま

せん。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇水道課長（迫田義明）議案第118号平成21年

度垂水市簡水道事業特別会計補正予算（第２号）

案について、御説明申し上げます。

　補正理由でございますが、共済費の負担率確

定に伴い、補正が必要になったものでございま

す。

　補正の額は、歳入歳出にそれぞれ８万4,000円

を追加し、補正後の予算総額は、それぞれ3,763
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万7,000円とするものでございます。

　歳出から御説明申し上げます。

　４ページをお開きください。

　１款総務費、１項一般管理費でございますが、

人件費を８万4,000円増額補正するものでござい

ます。

　対応します歳入につきましては、５ページで

ございます。

　１款使用料及び手数料、１項使用料でござい

ますが、当初見込みより使用料増加に伴い、８

万円増額補正するものでございます。

　同じく２項手数料でございますが、当初見込

みより住民移動の件数の増加に伴い、閉開栓手

数料を4,000円増額補正するものでございます。

　続きまして、議案第119号平成21年度垂水市水

道事業会計補正予算（第２号）案について、説

明申し上げます。

　補正の主な理由でございますが、平成21年度

10月定期人事異動の実施及び共済費の負担率確

定に伴い、補正が必要になったものでございま

す。

　１ページでございますが、第２条中におきま

して、収益的収入及び支出の支出について補正

を行っております。

　補正内容は、営業費用を32万円増額いたしま

して、総額を１億9,994万3,000円とするもので

ございます。

　次に、第３条におきまして、資本的収入及び

支出の支出について補正を行っております。

　収入額が支出額に対し不足する額につきまし

ては、お示ししている資金を補てんすることと

しております。

　補正内容は、建設改良費を２万4,000円増額い

たしまして、総額を４億9,283万5,000円とする

ものでございます。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

〇議長（川達志）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案７件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第113号から議案第119号までの

議案７件については、いずれも所管の各常任委

員会にそれぞれ付託することに決定しました。

　　　△陳情第20号・陳情第21号一括上程

〇議長（川達志）日程第35、陳情第20号及び

日程第36、陳情第21号の陳情２件を一括議題と

します。

　件名の朗読を省略いたします。

陳情第20号　「我が日本国において外国人参政

　　　権を容認するいかなる立法も法改正もし

　　　ないこと」を要請する意見書を国会並び

　　　に関係行政庁に提出することを求める陳

　　　情

陳情第21号　快適な生活環境を守るために養豚

　　　場の移転を要望する陳情について

〇議長（川達志）お諮りします。

　ただいまの陳情２件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、陳情第20号及び陳情第21号の陳情２

件については、いずれも所管の各常任委員会に
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それぞれ付託することに決定しました。

　本日の日程は、以上で全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（川達志）明12月１日から７日まで

は、議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、12月８日及び９日の午前９時

30分から開き、一般質問を行います。

　質問者は、会議規則第62条第２項の規定によ

り、12月２日の正午までに質問事項を具体的に

文書で議会事務局へ提出願います。

　　　△散　　会

〇議長（川達志）本日は、これをもちまし

て散会します。

　　　　　午後２時９分散会
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平 成 ２ １ 年 第 ４ 回 定 例 会
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　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　１名

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　水　迫　順　一

　　　副 市 長　　小　島　憲　男
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　　　商工観光課長　　倉　岡　孝　昌
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平成21年12月８日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議案第107号の訂正について

〇議長（川達志）日程第１、議案第107号垂

水市猿ヶ城活性化施設条例案の訂正を議題とし

ます。

　説明を求めます。

〇農林課長（山口親志）おはようございます。

　去る11月30日に議案第107号として提出いたし

ました垂水市猿ヶ城活性化施設条例案につきま

して、議員より規定内容について指摘がありま

したので、それを訂正し、垂水市議会会議規則

第19条により承認いただく請求をするものでご

ざいます。

　内容につきましては、別紙の対照表で御説明

いたします。

　第６条第５号に規定します利用許可の制限の

表現を、11月30日に提出の「垂水市猿ヶ城渓谷

森の駅たるみず条例案」との整合性を考慮し、

「その他市長が不適当と認めるとき」を「その

他利用が不適当と認められるとき」に訂正する

ものであります。

　あわせまして、次ページの別表第１施設使用

料の区分の項の時間の表示を本則の規定に合わ

せ、24時間表示から午前・午後の表示に訂正す

るとともに、訂正前の別表第１施設使用料の区

分の項の時間帯について、後片づけ作業等を考

慮し、最終時間を「21：00」としておりました

が、第４条に規定します開館時間の最終時間午

後10時に合わせるため、「21：00」を「午後10

時」に訂正するものであります。

　続きまして、次ページの別表第２空調設備使

用料に「小会議室（15畳）」の項を加えるもの

であります。

　以上で説明を終わりますが、承認方よろしく

お願いいたします。

〇議長（川達志）お諮りします。

　ただいま議題となっています議案第107号垂水

市猿ヶ城活性化施設条例案の訂正を承認するこ

とに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第107号垂水市猿ヶ城活性化施設

条例案の訂正を承認することに決定しました。

　　　△一般質問

〇議長（川達志）日程第２、これより一般

質問を行います。

　質問者は、１回目は登壇して行い、再質問は

質問席からお願いします。

　質問回数については４回までとしますが、一

問一答方式を選択した場合は、１回目は一括で

行い、２回目の質問から１項目につき３回まで

とします。

　なお、本日の質問時間は、答弁時間を含めて

１時間以内とします。また、いずれも初回の発

言時間を20分以内に制限しますので、御協力を

お願いをいたします。

　それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。

　最初に、２番大薗藤幸議員の質問を許可しま

す。

　　　［大薗藤幸議員登壇］

〇大薗藤幸議員　皆さん、おはようございます。

　ことしも余すところ20日余りとなってまいり

ましたけれども、先生も駆け回る時期だと言わ

れております。しかしながら、我々議会人とし

ては、走り回らなければならないでしょうけれ

ども、慌てずにしっかりと議論を尽くしていき

たいと思います。
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　議長に許可をいただいておりますので、早速

質問に入らせていただきます。

　11月17日付でございますけれども、「南日本

新聞」の社会面ですね、地域運営校、そのよう

な記事が載っておりましたが、地域運営校とは

いわゆるコミュニティースクールのことでござ

います。保護者や地域住民が学校運営に直接参

加をするこの取り組みについて教育委員会にお

尋ねを申し上げますが、現在、全国で30都道府

県の478校、約１％にとどまっている。これは文

科省の調査でございます。

　私がなぜこのことをテーマに上げているかと

申し上げますと、来年の４月には垂水市の４校

の中学校が垂水市立垂水中央中学校として生ま

れ変わることは既に決定いたしまして、動き出

しております。

　統合の議論の中でこの議会でも、当然でござ

いましたが、中央地区以外の南地区、北地区か

らは、学校がなくなることへの不満、そして地

域が過疎化をしていくのではないかというよう

な議論がたくさん出ておりました。しかも、現

垂水中学校では昨年度、生徒指導が必要な状況

も多々見受けられました。過去に先輩議員の質

問の中で「そのような垂水中学校に統合しても

らうと困る」というような意見もございました。

これは、児童生徒はもちろんのこと、保護者の

心配を、心労を議会で話されたのだと思います。

そのような理由から、やはり垂水市全域の保護

者、地域の方々が学校の運営に参加をできる体

制をつくれば、そのような心配が少しでも緩衝

できるのではないかと思っております。

　２点目に、給食センターの民営化への議論が

なされてまいりましたが、民間委託でございま

すね。昨年度、私は総務文教委員として沖縄県

那覇市に所管事項調査に行かせていただきまし

た。その中で、那覇市は民間委託を取り入れて

いらっしゃいましたが、私が質問の中で、食材

はどういう形態でなされているのか、購入の問

題ですね。今、食の安全が叫ばれている中で外

国産、このことが気になっておりましたので再

三質問申し上げましたところ、食材に関しては

一切民間には委託していない。行政で購入をし

ている。調理、洗浄、清掃、配送、この４項目

を民間委託をされていらっしゃるわけでござい

ますので、那覇市では。食材に対しての権限が

ないということは問題はないなと、私はこのよ

うなふうに思っておりました。そして、万が一

事故があった場合には、その最終責任はどこの

所管なのかと、民間委託をされた業者なのか、

それとも行政なのか。これも行政が責を負うと

いうようなことでございましたので、民間委託

でもいいのかなというようなふうに思っており

ました。

　ところが、ことし11月に愛知県の大府市に同

じ総務文教委員会で所管事項調査に行かせてい

ただきましたが、大府市では中学校４校、小学

校８校の全学校で自校給食を取り入れておいで

でございました。一日ですね、全児童生徒、全

教職員8,212食、給食をつくっておられます。垂

水市はたしか1,300食ぐらいだと思いますが、こ

の愛知県の大府市の給食に係る人件費、正規職

員24名、臨時職員43名、正規の24名というのは、

４校と８校、12校でございますので、各学校に

２名ということでございます、正規職員が。正

規職員9,800万円、年間。臨時職員43名、2,940

万円。このようなやり方をするならば、何ら民

間委託をする必要はないんではないか。

　これは平成17年当時、前教育長が、垂水市が

財政改革をうたわれたときに垂水中学校でもお

話をされましたが、教育委員会として聖域なき

財政改革の中で協力できることは、学校の統合

と給食センターの民間委託だと。学校の問題は、

統合の問題はすべて結論が出ておりますので今

さら申し上げることもございませんが、この給

食センターを民営化することによって財政改革

に教育委員会が寄与できるというふうに私はと
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らえております。

　では、給食センターを財政的に民営化、財政

面を考慮して民営化するのだというのであれば、

人件費を減らすしかほかに方法はないのでござ

います。人件費を減らして公営でやっていくほ

うが、私は保護者にも児童生徒にも食の安全を

訴える行政側として責務ではないかと思います

ので、教育委員会に見解をお伺いいたします。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇教育長（肥後昌幸）トップバッターの答弁

になりましたけれども、光栄に思います。

　それでは、大薗議員の地域運営学校について

の御質問にお答えいたします。

　公立学校教育に対する国民の多様な要請にこ

たえ、信頼される学校づくりを進めるためには、

保護者や地域の皆さんの意見等が学校運営によ

り一層的確に反映されることが重要であります。

このため、平成16年６月、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律が改正され、教育委員会

の判断により、保護者や地域の皆さんが合議制

の機関である学校運営協議会を通じて学校運営

に参加することが可能となりました。

　この制度は、地域住民、保護者等が教育委員

会、校長と責任を分かち合いながら学校運営に

携わっていくことで、地域に開かれ、地域に支

えられる学校づくりを実現することを目指すも

のでございます。

　このような学校は、地域運営学校いわゆるコ

ミュニティースクールと呼ばれていますが、現

在、鹿児島県内では指定校はございません。新

しく開校する垂水中央中学校を指定したらとい

うことでございますが、地域運営学校につきま

しては、今のところいろいろな課題も指摘され

ておりますので、県教育委員会の指導を受けな

がら、まずは研究を始めてみたいと思っており

ます。

　以上でございます。

〇学校教育課長（有馬勝広）まず、私から大

薗議員の御質問にお答えいたします。

　私がお答えいたしますのは、給食センターの

現在の状況についてお答えいたします。

　垂水市の給食センターは、平成15年度から業

務を開始し、平成17年４月１日から牛根学校給

食共同調理場を統合して現在に至っております。

職員は、給食センターの所長を含む19名です。

19名には２名の県費負担の学校栄養職員を含ん

でおります。一日当たり調理する給食数は、児

童生徒と教職員を含め、約1,335食となっており

ます。今の状況でございます。

　以上でございます。

〇大薗藤幸議員　一問一答方式でお願いいたし

ます。

　それでは、コミュニティースクールのほうか

らお願いいたしますが、今、教育長の答弁の中

で、この地域運営校にはいろいろな課題が指摘

されている。この内容を御説明いただきたいと

思いますね。これはデメリットのことだと私は

思いますが、地域運営校を指定するに当たって

課題があるとおっしゃるのであれば、その指摘

されている課題をお示しをいただきたい。

　それと、この地域運営校というのは現在、与

えられた学校からみんなでつくる学校へと、こ

れは文科省の資料にございますけれども、これ

をちょっと読ませていただきますけれども、「こ

れまで、公立学校は与えられたものと思ってい

る人が多かったのではないだろうか。近くにあ

るから仕方なく、皆そうするから子供をそこに

通わせるという存在だったのではないか。コミ

ュニティースクールは、みんなで関心を持ち、

皆でつくる学校である。学校のことは先生や教

育委員会にお任せにし、何かあったら文句を言

うだけ、そうではなく、それぞれの地域の知恵

と力を最大限活用した、地域にふさわしい、い

い学校をみんなでつくっていこうというのだ。

もちろん教育現場の細かいことにいちいち口を

出すということではない。単なる思いつきを言
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ったり、ただ文句をぶつけたりするのではなく、

日常的に関心を持って、学校で何が起こってい

るかを知り、校長や教員とコミュニケーション

をとり、お互いにいい学校をつくろうという気

持ちを持って協力するという立場から、必要な

ら『もっと授業をきちんとやってくれ』など厳

しい指摘もする。そのためには、学校評価や授

業評価の実施にも進んで協力をする。そういっ

た実質的なやりとりの中から、学校と住民や保

護者の間で、また保護者や住民同士の間で相互

理解と信頼関係をつくっていくことが肝心だ。

さらに、教員人事に住民や保護者がかかわるこ

とがその象徴だが、地域の人たちにとっては、

学校運営に積極的に参加するということは教育

の責任の一端を引き受けるという厳しい面も引

き受けることでもある」。このように書かれて

おります。

　この導入の目的といたしまして、「公立学校

には、保護者や地域の皆さんのさまざまな意見

を的確に反映させ、地域に開かれ、信頼される

学校づくりを進めていくことが求められている。

学校運営協議会を通じて、保護者や地域の皆さ

んが一定の権限と責任を持って学校運営に参画

することにより、そのニーズを迅速かつ的確に

学校運営に反映させるとともに、学校、家庭、

地域社会が一体となって、よりよい教育の実現

に取り組むことがこの制度のねらいです。また、

地域の創意工夫を生かした特色ある学校づくり

が進むことで、地域全体の活性化も期待されま

す」。この地域運営校は、先ほども御説明いた

だきましたが、鹿児島県では１校も指定校はご

ざいません。一番多いのが京都市教育委員会の

142校、島根県出雲市教育委員会の49校、岡山市

教育委員会の48校、東京都世田谷区教育委員会

の35校と、我が鹿児島県では指定はございませ

んが、先ほど教育長の御答弁の中に、再度申し

上げますが、問題点も指摘されている。その問

題点を詳しく御説明をいただきたいと思います。

〇教育長（肥後昌幸）２回目の御質問にお答

えします。

　この地域運営校につきましては、先ほど議員

がおっしゃったとおりでございまして、中身と

しては、なかなかいい考えであるとは思ってお

ります。ただ、問題点といいますのは、いわゆ

る今の各学校に学校評議員会、評議員制度とい

うのがあるんですね。これは各学校あるんです

けれども、これとの兼ね合い、いわゆるこの学

校評議員制度、これの充実というのを今のとこ

ろ何とか図っていく必要があると私は思ってお

りまして、これとの兼ね合いもございます。

　それからもう１つは、このコミュニティース

クールとなったときには、この中に、人事につ

いてもいろいろ言えると、いろいろ要望等を入

れるということが入っておりまして、こうなり

ますと、非常に今の鹿児島県の人事につきまし

ては、県教委が一括してやっております。例え

ば政令都市になりますと、これはもう人事権も

そこに移譲されますので、その中でできます。

京都市なんかが恐らく政令都市で、京都府とは

単独に人事をやっておりますので、そういうの

がしやすいんだろうというふうに思います。

　鹿児島県の場合には鹿児島市がそういうこと

の動きがありますけれども、今のところそうな

っておりません。というのは、一番問題、ネッ

クになっているのが、この人事のことが一番ネ

ックになっているんですね。そういうこともあ

りまして、簡単にはいかないと。しかし、おっ

しゃるように、地域の住民が教育に積極的に参

画していくというのは非常に大事なことでござ

います。

　今のところ、先ほど申し上げましたけれども、

鹿児島県でやるとすればどういう方法があるの

か、研究を進めてまいりたいと言ったのは、そ

ういうことでございます。

〇大薗藤幸議員　この学校評議員制度、現役の

ＰＴＡ会長を終えますと、翌年度は学校評議員
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の立場になると私は存じておりますが、私も現

役のＰＴＡ会長を退きまして、明くる年にこの

学校評議員の会というものに１回も招集をされ

ておりません。ということは、どういうことで

すか。学校評議員制度が動いておりますか。今、

学校評議員制度をさらに充実したものにという

ような答弁でございますが、果たしてそうなの

かなと思っております。

　次に、人事についてでございます。

　これは、確かに県の教育委員会のほうも喜ん

で賛成はされないと思いますね。人事について、

その指定校が運営協議会の中でどのような教職

員を配置をお願いすると、地方の教育委員会は

その運営委員会の決議を無視できないというこ

とになっておりますので、必ず県に要望を出さ

なければならないことになろうと思います。

　そこでですね、今、二十歳ぐらいの子供さん

ですけれども、垂水は、私は至るところで話を

いたしますが、ソフトテニスが非常に強い。そ

して、ソフトテニスの選手が鹿児島なり鹿屋な

りに特待なり推薦で高校に中学校から入ってま

いります。ジュニアから中学校、指導者もおり

まして、ある程度の成績を過去にも残しており

ます。そして、垂水高校にその中学校から上が

ったソフトテニスの選手が、垂水高校で頑張る

んだということで入学していきますが、今、二

十歳ぐらいの年代のお子さんが高校に行っても

練習もない。なぜ貴重な財源を垂水高校は育て

ないのだろうか。

　私は当時の校長先生にお願いに参りました。

「民間でコーチを引き受けてもいいよという方

がいらっしゃる。いかがでしょうか」、夏休み

でしたが。ところが、校長先生は、「とりあえ

ず顧問がいますので、顧問と話し合いをして連

絡を差し上げます」。ところが、返事も一切ご

ざいませんでした。

　垂水高校の存続を過去にもたくさんの先輩議

員が質問されております。何か１つ、勉学の面

ならなおよし、スポーツの面でいいんじゃない

でしょうか。強い部活をつくれば自分の学校に

誇りを持ちます、生徒が。そうすると、定員に

足らない、このようなことも若干は解消される

のではないか。垂水はソフトテニスが強いんだ

から、垂水高校をソフトテニスの強い高校にす

れば、児童生徒は集まってまいるはずです。そ

のような努力は垂水高校の当時の校長はされて

いない。二度と私は話をする気にもなりません

でした。

　だから、垂水高校の存続を先輩の議員さんた

ちが取り上げても、何を言っておいでなのかな。

現実問題としてやらなきゃならんことをやって

ないんだ。だから、定住自立圏構想が締結され

ましたけれども、スポーツ合宿等もその中に入

っておりますね。垂水は、鹿児島県内ではソフ

トテニスの施設は３番目にすばらしいものを持

っております。コートを８面、ドームも持って

おります。なぜソフトテニスを伸ばそうとしな

いのだろうか。

　鹿児島実業に生徒が行きますね。野球をしに

行きますよ、サッカーをしに行きますよ。今は

学業部門でもすばらしい成績を残しております

よ。野球をしたい子供たちは中学校から実業を

目指しているんですよ、樟南を目指しているん

です。これはちょっと横道にそれましたけれど

も、そのような意味から私は言っているんです

ね。

　県の教育委員会が、「市町村の教育委員会は、

指定を行うに当たって都道府県教育委員会と十

分な調整に努める必要がありますが、都道府県

教育委員会の同意までを要するものではない」

と書かれております。独自でやっていいという

ことですよ、そういうふうに私はとらえます。

ですから、県の教育委員会と綿密な打ち合わせ

は必要であろうかとは思いますが、やる気にな

ればやれるということです。

　再度、教育長にお願いいたします。
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〇教育長（肥後昌幸）人事のことが主だと思

いますけれども、今の鹿児島県、これはもうど

こも一緒だと思いますが、人事につきましては

校長の具申、そして教育委員会の内申、そして

県教委の任命というルールでやっているわけで

ございます。

　校長が教育委員会に具申をするときに、いわ

ゆる今、議員がおっしゃるように、地域の保護

者、地域の方々との連携をうまくとっておけば、

こういう学校にはこういう先生が欲しいんだと、

もっとこういう分野の先生も要るんじゃないか

というようなことは、学校評議員の方々でもい

いし、あるいはＰＴＡでもいいし、そういう方々

の意見を聞いて、その意見を聞いたものを教育

委員会、私のほうに具申をしていただければ、

私はそれに沿ってまた内申をしていくという方

法をとれるわけでございます。

　ですから、いわゆるコミュニティースクール

がまだ鹿児島県で１校もないというのは、その

付近の非常に難しい面があるからだろうと思い

ます。ですから、やらないというんじゃなくて、

どういう方法があるのか、いわゆる研究をして

みたいと申し上げたのはそういうことでござい

ます。

〇大薗藤幸議員　この質問は、研究をしてみた

いということで最終的な結論をいただきました

ので、終わりたいと思います。

　次に、給食センターの問題でございますが、

19名、これには配送職員も入っておりますかと

いうことと、できれば配送を除いてほしいんで

すが、正規職員と臨時職員の年間の人件費をお

知らせいただきたいと思います。

〇学校教育課長（有馬勝広）先ほどの19名で

ございましたが、まず所長が１名おります。あ

と学校栄養職員は先ほど言いました県費負担で

２名ですが、あと給食調理員兼運転技師という

ことで２名、あと給食調理員がこれは市の正規

職員ですが、９名、あと同じく給食調理員の臨

時職員が５名ということでございます。あとま

た配送についてはシルバーのほうですね、そこ

にも委託をしておりますが、そこはここには入

っておりませんけれども、19名はそういう内訳

でございます。

　あと人件費でございますね。平成20年度でよ

ろしいですか。（大薗藤幸議員「はい」と呼ぶ）

20年度ですね。20年度の決算でございますが、

人件費につきましては、職員分8,833万6,612円

というふうになっております。申しわけござい

ませんでした。人件費のトータルですね、申し

わけございません、訂正いたします。9,851万2

,421円、これが人件費、平成20年度決算でござ

います。

　以上でございます。（大薗藤幸議員「臨時と

分けて、正規と」と呼ぶ）臨時と分けてですね。

それが、じゃ人件費がトータルですので、正規

職員が8,833万6,612円、臨時職員のほうが1,017

万5,809円でございます。

〇大薗藤幸議員　先ほど１回目の質問でお話し

しましたように、愛知県の大府市と同じように

はいかんでしょうけれども、いろんな事情があ

って正規職員のほうが９人、臨時が５名。愛知

県では24名と43名、約半分の方が正規と。これ

過去に給食センターを各自校方式から給食セン

ター方式にしたときに、各学校にいらっしゃっ

た給食員の方が給食センターにそのまま異動さ

れたということで、この９名という正職員にな

っているのではないかな。

　しかし、過去に３月の議会で教育委員会は、

「民間委託をすると、10年後には黒字化される」、

このようなふうに答弁をされておりますね。そ

の根拠をいただきたく教育委員会に足を運んだ

わけでございますが、民間委託をするならば、

10年後には現在よりも財源が浮くのだという説

明だったと思いますが、ならば、その根拠を私

もきょうこのようにして給食センターをテーマ

にして質問をする機会があるわけですから、多
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分いつの日かこの話はしなければならない。そ

して、皆さんとその意識を共有して、さてどっ

ちが正しいんだろうと、民営化が正しいのか、

直営でやるのが正しいのかという判断を一議員

として私は判断するために、資料をいただきた

いと申し上げたのでございます。ところが、い

ただけませんでした。まあそれはそれでいいん

ですが、今でも遅いことはございません。

　この正規職員の９名を時間とともに、年齢構

成もあるでしょうが、時間とともに正規職員を

減らし、正規職員が減った分に関しては臨時で

補充をしていくというような方法をとられれば、

民間委託の必要性がないのではないかと。それ

まではみんなで頑張らなきゃ仕方がないんです。

やめなさいということは言えませんのでね、地

方公務員法がありますので。

　ですから、ことしの３月でしたか、市長が「23

年の４月には民間委託をします」と答弁されて

いらっしゃいますが、私の通告が出てから、当

然、市長もそれなりにお考えを持っていらっし

ゃるでしょうし、そしてきょうの議論も含めて、

やはり市長も神様ではございませんので、やは

りだれでも一緒だと思うんですよね。市長も神

様じゃありませんので、議会を通して必要な時

期にはやはり市長なりのお答えをいただかなき

ゃならないという時期が来るだろうと思います

が、きょうここで市長の心が幾ら動いたのかを

少しお話をいただきたいと思います。

　これで、最後の質問にいたします。

〇市長（水迫順一）お答えをいたします。

　給食センターの民間委託、非常に今までもい

ろんな議論がありました。やはり殊に学生の非

常に大事な部門の食育を通じた健全育成には非

常に重要な部分でございますので、当然のこと

だと思うんですね。

　ちょっと振り返ってみますと、民営化をしよ

うということは、我々は平成16年の春に合併が

できないことが決定して、聖域のない行財政改

革を目指すよということでやってまいりました。

そしてまた市民の多くの理解をいただきながら、

今日まで行財政改革は続けてきておりますし、

このことはやはり今後も続けていかなければ地

方自治は成り立っていきません。

　そういう意味では、民間委託にして、その行

財政改革の中で民間委託をすることで財政への

貢献を上げようということは、今までの考えで

あったのは事実でございます。ですが、先ほど

も申しましたように、議会の中で、そういうよ

うな重要な部分であるから、やはり安心・安全

を保つためにやはり直営方式も重要だよという

意見もいただきました。その後もいろんな検討

を続けております。ですから、これはやはり給

食センターの正規職員の移籍の問題もございま

すから、早急にこれを決定することはなかなか

厳しいところもございます。

　ですから、その辺の検討は続けておるんでご

ざいますが、議員も御案内のとおり、いろんな

指定管理者制度をいろんなところで多くの市町

村が始めておりますし、私どももそのとおりな

んですが、指定管理者制度の中の民間委託のメ

リット、デメリットが、ある期間経過した中で

本当に思っておったメリットが出ているのかと

いいますと、非常に問題のあるところも出てき

ておりますし、逆にまたデメリットが本当にデ

メリットであったのかというところにまた反省

のあるところもございます。ですから、そうい

うところもひっくるめながらこのことは考えて

いかなければいけないだろうと。民間委託を全

くあきらめたわけじゃございませんが、その辺

もひっくるめて考えていこうと、そういうふう

に思っておるところです。（大薗藤幸議員「あ

りがとうございました」と呼ぶ）

〇議長（川達志）次に、５番池之上誠議員

の質問を許可します。

　　　［池之上　誠議員登壇］

〇池之上　誠議員　皆さん、おはようござい
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ます。

　50年間続きました自民党政権から、「政権交

代」の声のもとに国民の圧倒的支持を受け、民

主党政権が誕生いたしております。先月11月に

は事業仕分け作業が始まり、政策の無駄、無理

をわずか１時間で判断するという荒療治で、官

公庁とも大変な一月ではなかったかと推測いた

します。

　また、陳情につきましても、民主党幹事長室

での一括預かりとなり、優先順位を民主党幹事

長室、密室で決定するという方針を示されてお

ります。我々地方にはどのような政策転換を余

儀なくされてくるのか、この１年間、この４年

間を注目していきたいと思います。

　さて、12月議会の２番バッターでございます。

トップバッターが粘られましてフォアボールで

出塁しましたので、私はバントの送り役に徹し

ます。重複する質問も後に多く見られますので、

後ほどの同僚議員の関連質問でタイムリーヒッ

トを期待し、簡潔に質問をしてまいりたいと思

います。

　議長より許可をいただいております。早速、

通告に従い、順次質問していきます。

　まず最初に、学童保育の現状と展望について

お伺いします。

　御承知のとおり、1997年に児童福祉法の一部

改正に関する法律が成立し、放課後児童健全育

成事業として法制化され、1998年児童福祉法と

社会福祉事業法に基づく第二種社会福祉事業に

位置づけられて施行されております。本市でも

垂水小学校で既に実施されてきており、相応の

実績を積み上げられてきております。また、学

童保育を望む声は市内のあちこちから届いてき

ている現状だろうと思います。

　そこでまず、現在行われている垂水小学校の

学童保育の内容と、ハード、ソフト両面でのさ

まざまな問題点もあろうかと思いますが、それ

らについてお伺いいたします。

　また、先ほど申しましたように、政権交代に

よりまして11月は連日事業仕分けの模様がマス

コミに躍っておりましたが、さまざまな政策の

無駄が指摘され、廃止、見直し、予算縮減等の

結果が出ております。子育て支援については現

政権も理解を示しておりますが、保育所運営負

担金の見直しなど等もあり、戦々恐々とする各

省庁におきまして、また各地方自治体ではない

かと思っておりますが、そのような中で、これ

から学童保育の事業展開を拡大しなければいけ

ない本市にとって何らかの影響があるのかお伺

いし、あわせて今後の本施策についてどのよう

な展望を持っておられるのか、お伺いいたしま

す。

　２番目に、学童保育に関連して、水之上定住

促進住宅の小学校校区選定についてお伺いいた

します。

　本年４月より、子育て支援の独自政策として、

錦江町、水之上の両定住促進住宅のうち入居率

の極めて悪かった水之上定住促進住宅について、

18歳未満の子供が１人あるいは２人以上の世帯

について、家賃の軽減措置が行われております。

大変にありがたい、また思い切った施策を断行

していただき、その成果は目を見張るものがあ

ります。水之上の定住促進住宅も５階まで明か

りがともり、温かい雰囲気が漂っております。

また、子育て応援戸数も28世帯と、実に半数を

超える若い住宅に生まれ変わろうとしておりま

す。

　家賃の軽減により所期の目的は達せられるよ

うな見通しとなってきておりますが、もう１つ

の目的でもあった水之上小学校の児童数増加と

いう点について、改めて質問をしてまいります

が、まず、水之上定住促進住宅を所管する土木

課に、水之上定住促進住宅のこれまでの推移に

ついて具体的な数字と子育て支援世帯の募集要

項の内容についてお伺いし、特に、小学校の校

区選定についてはどのような説明を行っておら
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れるのか、お伺いいたします。

　次に、猿ヶ城総合開発についてお伺いいたし

ます。

　現在、猿ヶ城のハード面の整備は急ピッチで

進められてきております。農林課所管の中山間

地域総合整備事業、ＫＡＭ大隅西部地区猿ヶ城

活性化施設も本体工事はほとんど完成し、今、

外構工事が進められており、12月中には県より

引き渡される予定と聞いております。また、商

工観光課所管のキャンプ場整備事業では造成・

舗装工事も完成し、今、バンガロー８棟、炊事

棟、シャワー棟の工事が行われ、22年４月から

の運営予定には大丈夫ではないかと推察をして

いるところでございます。

　活性化施設、キャンプ場施設は、一体的な運

営ができるように協議を重ねる方針をさきの議

会質問でも回答されました。今回それぞれの主

管課で条例案を上程されておりますが、この件

については本会議初日にもさまざまな質問が出

されましたが、改めてお聞きいたしますので、

改めて御回答くださるようお願いいたします。

　ハード面については具体的な進捗状況が見て

とれますので、あえて答弁は求めませんが、ソ

フト面について、農林課、商工観光課にお聞き

したいと思います。

　猿ヶ城総合開発は、市内外にとって「観光た

るみず」の発信拠点であり、高峠、道の駅など

と連携した観光戦略が待たれるところです。ま

た、新幹線全線開通も間もなくのところに迫り、

さまざまな観光客の流れが開通と同時に変化し

てくることも予想されます。その意味からも、

市内向けに、また市外・県外向けに広報、宣伝、

ＰＲをどのように行っていくのか、非常に大事

な課題だろうと思います。その点について、施

設内容は異なりますが、それぞれの見解をお伺

いいたします。

　また、条例案には指定管理者制度の条項もう

たわれておりますが、現段階でのそれぞれの課

が思い描かれている指定管理者制度についての

見解をお伺いいたします。

　最後に、施設運営の面で、大雨、台風時につ

いては猿ヶ城防災計画を策定して対処すること

を本会議初日に回答されております。このこと

は既に過去の一般質問の答弁にもあったかに記

憶しております。当然に現地調査、問題点の把

握、解決策等、準備怠りなく進捗していると思

いますが、制定に当たり、その経緯を詳細にお

伺いいたします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）池之上議員の

学童保育についての現状と展望についてお答え

いたします。

　御承知のとおり、学童保育につきましては現

在、市内で１カ所、垂水小学校に垂水児童クラ

ブとして開設しております。登録者数は59名で、

１日平均40名ほどの利用があるようでございま

す。平成15年、当初15名でスタートしておりま

す。児童数は減少しておりますけれども、利用

者はここ数年同程度で推移しておるようでござ

います。

　児童クラブの概要を説明いたしますと、校区

公民館代表など８名で構成する児童クラブ運営

委員会を設置し、児童クラブの管理運営を行っ

ております。入所要件としましては、小学校１

年から３年までの児童または養護に欠ける児童

とし、開所日は日曜日、国民の休日、年末・年

始を除く日で、開設時間は、平日は午後２時か

ら６時まで、夏休み等は午前９時から午後６時

までとしております。利用料金につきましては、

１人月額5,000円ということでございます。

　現在、垂水小学校以外では水之上小学校にお

きまして14～15名と、国の補助基準条件を満た

すまとまった学童保育希望者がいらっしゃるよ

うでございます。これまでも垂水小以外にも希

望者がございましたが、条件を満たさないこと

と費用の面等で設置が困難な状況でございまし
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た。今回その条件をクリアできそうなことから、

新規に設置の検討を始めているところでござい

ます。

　最後に、先ほど事業仕分けの影響ということ

でございましたが、延長保育など何か出ている

ようでございます。今のところ、国、県の対応

を見ながら対応していきたいということでござ

います。

　以上でございます。

〇土木課長（深港　渉）次に、水之上定住促

進住宅の子育て支援策についてお答えいたしま

す。

　まず、子育て支援策に係る対象世帯数でござ

いますけれども、本制度施行日が御案内のとお

り本年４月１日からで、２月から子育て支援等

に係る住宅使用料減免の制度導入の広報を行っ

ておりますが、この広報以前の対象の既入居世

帯数が10世帯、広報及び施行日以降の対象新入

居世帯数が18世帯で、現時点の対象世帯数は御

指摘のとおり、合計28世帯でございます。なお、

このうち小学校の児童対象数は５名でございま

して、就学前の幼児が32名ということでござい

ます。

　次に、同住宅における学童の学校区の説明の

件でございますけれども、入居時におきまして

は錦江町定住促進住宅との学校区の違いを説明

する必要がございますので、小学校は、住居地

の観点から基本的には水之上小学校になります

ことは逐一説明をしておるところでございます。

しかしながら、子育て支援に係る住宅使用料減

免制度を導入しました水之上定住促進住宅への

入居募集につきましてはホームページやチラシ

等で広報しているところでございますけれども、

まずは入居率の向上を図ることを最大の目標と

している観点もございまして、学校区のことは

現時点では掲載していない状況でございます。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）猿ヶ城開発につ

いての御質問にお答えいたします。

　まず、御質問の１点目のＰＲの方法について

でございますが、ＰＲに関しましては、これま

で市報に完成予想図を掲載したり、公募による

名称募集、ホームページへの掲載、先般開催さ

れました関西垂水会での紹介など、既にＰＲ活

動を始めております。

　施設のオープンは、施設整備が３月中には終

わる予定でございますので、開設の準備等考え、

４月中旬以降を予定しております。今後は、開

設に備えたＰＲとしてホームページの更新や市

報への掲載を行うほか、施設の完成写真ができ

次第、パンフレットやポスターを作成し、現在

作成中の体験メニューとあわせて市内外の旅行

関係機関や、登山やキャンプ用品を取り扱う業

者へのＰＲ活動なども行う予定です。また、ラ

ジオやテレビなどマスメディアの活用も計画し

ております。

　次に、指定管理に関してでございますが、御

承知のとおり、公の施設の管理は、直営による

方式か指定管理者制度によるものかのいずれか

になります。本施設の管理を指定管理者制度に

より行おうとする場合は、施設の管理運営はも

ちろんでございますが、運営する上で観光案内

や市政情報等の提供に関する知識、体験観光や

グリーン・ツーリズムに関する知識、危機管理

への対応なども必要でございますので、そのよ

うなことを踏まえた管理のできる法人、その他

団体を指定管理者に選定することになろうと思

います。また、直営で管理を行います間におい

て考慮すべき点も出てこようと思いますので、

そのようなことも今後、検討してまいります。

　次に、防災の対応についてでございますが、

このことにつきましては、これまで関係課や防

災管理監にお手伝いいただきながら検討してま

いりました。基本的に管理に従事する者の数が

少ないですので、市の防災計画のような組織立

ったことはできませんが、防災リスクの確認、
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通信・連絡手段の確立、施設利用の制限、災害

発生時の対応、避難伝達、防災訓練などの事項

を盛り込んだ案を作成しております。

　なお、作成いたしました以降も、今後も現場

の状況を観察し、修正点などを加えながら実効

性の高いものにしていこうと考えております。

　また、施行規則におきましても、防災及び災

害時における指示等に迅速に従うことなどの遵

守事項を規定する予定でございます。

〇農林課長（山口親志）農林課所管の活性化

施設のＰＲとしましては、加工室利用の生活改

善グループへは、まず施設の利用及び新施設で

の体験をしていただくように計画をしておりま

す。

　会議室等の利用については、農林課の会議は

もちろんのこと、各組織にお願いしまして利用

の推進に努め、市報等を利用し、ＰＲをしてま

いりたいと思います。

　指定管理者制度及び防災対策については、商

工観光課長が答弁したとおりでございます。

〇池之上　誠議員　一問一答で行いたいと思い

ます。よろしくお願いします。

　まず、学童保育の現状と展望ですか。垂小で

やっているということで増加傾向にあるという

ことですね。このことは、少子化だけれども、

保護者も忙しいということで預かってくれると

ころがあればという今風の世相だと思っており

ます。また、展望としましては、来年度から要

望があったから新設をするという考えを示され

ました。

　その中で、垂水小以外でいろんな要望がある

と思いますが、その辺の把握をされているのか

ですね。水之上の場合は、私も去年までＰＴＡ

会長だったもんですから、この児童クラブ、学

童保育に関してはいろんな意見を聞いておりま

したので、「まず学校のほうでアンケートをと

ってください」と言っていました。その結果は

出ているんですけれども、その辺のアンケート

の結果を知っていらっしゃるかですね。そうい

う話もたくさん聞くと思いますが、市内全体で

どれぐらいの具体的な数値があるのか、わかっ

ている範囲でよろしいですので、２番目にその

ことをちょっとお聞きいたします。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）今、質問にお

答えいたします。

　垂水小学校以外での要望につきましては、こ

としの３月、水小のほうから２～３名の方の要

望がちゃんとございました。それと、牛根地区

で２～３件あるというふうに聞いております。

それと、新城地区でも１～２件あるというふう

には聞いておりますが、水之上小学校以外で市

に対しましての直接の要望は今のところ受けて

おりません。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　今、市内の要望というか、

平均して２～３件ということですね。牛根にも

あると、新城にもあるということでございます。

　水之上の場合は３月の結果だったですけれど

も、ことしの３月以降の調査では、平日の下校

の過ごし方とかそういうのがあります。そして

あと児童クラブは開設が必要なのかと。その中

で、回答率42名なんですけれども、「利用する」

が15名いるわけです、36％ですね。利用しない

は27人、64％。田舎ですから、あの地域が見守

る、そしてあとじいちゃん、ばあちゃんがいる

ということで、さほど多くはないかもしれませ

んけれども、15名というのは結構基準を満たし

ています、10名以上ですね。そういう要望があ

る中で、どうやって子育て支援につなげていく

のかというのは、これは市長の思い切った政策

の中でもしないといけない子育て支援の中の１

つだろうと私は思っております。

　その中で、来年度からするということですけ

れども、１番は、垂小みたいに、垂小の子供は

垂小の場所で、移動しないで空き教室を使った

りしてやるのが理想だろうと思っているわけで
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す。その点については、水之上小学校について

は、小学校に聞きましたけれども、空き教室の

問題とかいろいろあると。というのであれば、

水之上保育園ですね、あそこはもう華巌園の系

列ですので、１年生から３年生が歩いても５分

もかからんというような近い距離にあります。

そういうところに、せっかくつくられるんだっ

たら、もう本当に近いところでしてもらえばど

うかなという思いがしているわけですけれども、

聞いた話によりますと、市街地にある施設を使

いたいというような意向があるようでございま

すが、その辺について、計画中ですから詳細ま

では今の時点では発表はできないかもしれませ

んけれども、その辺の経緯についてわかれば、

話していいところまではこのところでちょっと

お聞きしたいと思います。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）先ほどの質問

にお答えいたします。

　水之上小学校から学童保育の要望がございま

した。その件につきまして、水之上保育園のほ

うに学童保育ができないか確認を行っておりま

す。その結果、空き教室がないということで対

応はできないということで返事を受けておりま

す。

　今回計画している件につきましては、学童保

育の拠点を中央地区に設置し、そこから利用者

のところまで迎えに行き、学童保育を行おうと

いうふうに考えております。平成22年度の開設

に向けて、運営内容等具体的な協議を行ってい

る状況でございます。詳細につきましては、後

もってまた決定し次第、お知らせしたいという

ふうに考えております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　まとめは後、水之上の定住

と一緒にやりたいと思います。後でまた要望だ

け申し述べたいと思います。

　次に入ります。

　水之上定住促進住宅の小学校校区選定につい

てです。

　入居率を上げるために、あえて小学校につい

ては広報等していないということです。もっと

もだろうということを私も思っております。

　しかしながら、この定住促進を軽減、水之上

を軽減するというのは入居率が悪いということ

と、あともう１つは、水之上小学校がことしは

５名でした。来年はまたちょっとふえます。し

かし、26年度には複式学級になってしまうとい

うことがわかっているわけですね。それについ

て危機感を持ちまして市長にも話をしたところ、

じゃということでやろうということも１つはあ

ると思うんです。

　それはちょっと入居率を高めるためにという

ことで余り強く出せないという面もありますが、

そういうところで今、錦江町の定住の促進に入

っている方々から、「水之上と何でこんなに差

があるんだろうか」という言葉も聞こえてくる

わけですね。そうしたときに、子育てでそこを

安くするんだよと、子供でも幼児でも18歳以下

であればだれでもいいよという感じなんですけ

れども、１つには、学校は、小学校は水之上だ

よというところも１つは条件としてあるもんだ

から、安くしますよと、余り垂小と水小の違い

では差別してはいけないかもしれないけど、そ

ういう意味合いも兼ねてあると思います。

　そして今、小学校校区には原則として居住地

区ということですが、校区外申請というのもあ

るみたいです。現に垂水地区から水之上小学校

に通ってこられるお子さんもいらっしゃいます。

そして定住から垂小に行かれる方も多分いらし

たと思いますが、その辺について、２回目とし

て、そういう実態があるのかないのかですね、

その辺を学校教育課長でよろしいですか、ちょ

っとお聞きしたいと思います。

〇学校教育課長（有馬勝広）池之上議員の御

質問にお答えします。

　垂水市立学校の校区につきましては、垂水市
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立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に

関する規則に定められております。

　まず、水之上定住促進住宅は、先ほどからご

ざいますとおり水之上小学校に就学することに

なります。

　次に、水之上定住促進住宅に入居し、校区外

の児童クラブに通うという理由で校区外就学の

認定についての御質問でございますが、そのよ

うな理由での校区外就学の認定を行った事例は

ございません。（池之上誠議員「児童クラブじ

ゃなくて、校区外申請というか、水之上の定住

から垂小に通っている子供はいるかということ」

と呼ぶ）それは、（池之上誠議員「ない」と呼

ぶ）はい、ないです。

〇池之上　誠議員　実態がないということで

ございますので一安心をしておりますが、どう

でしょうか。水之上小学校に行くんだという行

政指導というか、パンフレットでも、募集要項

でもぴしゃっと条件づけをするということであ

れば、入居者が減りますでしょうか。どう思わ

れますか。

　そういう錦江町と関連してやっぱり不平、不

満が出ているという実態もあるわけです。水之

上もそんなに悪いところじゃないです。いいと

ころだと思いますよ。ある人は「えっ」と言う

人がいましたけれども、１人ですね。そうじゃ

多分ないと、いいところで、住めば都ですね、

本当に。そういうところで、ぜひ定住はそうい

う条件づけをしてやってほしいと。

　というのも、３月にも話をしたんですけれど

も、今、幼児が32名ということで、学童保育が

あれば水之上にも行かせたいという親御さんが

いっぱいいたんです。だから、学童保育をどう

してもつくってくれということで再三話をして

きたわけですね。それが22年度から物になると

いうことで非常にありがたい決定をしていただ

いていると。

　水之上校区だけではないと思うんです。新城

も２名、３名、そして牛根も２名、３名いらっ

しゃると。この水之上の定住促進の学童保育と

セットになった子育て支援ができれば、牛根の

場合は霧島市内、国分ですね、国分方面に通う

人たちも１万五、六千円あれば境でも牛根でも

出して安いところから通おうかと、新城であれ

ば新城小に出して通おうかという親御さんもふ

えてくると。そういう戦略も見えてくるという

意味合いから、私は今、この水之上地区に対し

てのケースは非常にありがたいケースだと。こ

れを伸ばしていくことは行政の皆さん、そして

我々議会の責任だろうと思いますので、ぜひ強

力に推し進めていただきたいと思います。

　その意味からも、定住のそういう軽減措置を

したところにはちゃんとやると、そして学童保

育もちゃんとありますというようなところを今

回もう１回練り直して、広報していただければ

と思います。

　これについては、４回目の回答をだれかされ

るかわかりませんけど、通告していませんけれ

ども、市長、せっかくですから、そこ辺の戦略

的な思いは通じるだろうと思いますので、一言、

４回目の最後として、３回目か、３回目ですね。

まあゆっくりやりますけど、一応３回目、以上

の件で市長、済みませんが、話があれば。そし

て、ほかの課長もあればどうぞ。

〇市長（水迫順一）水之上の定住促進住宅につ

いては、結果が出つつあるもんですから非常に

うれしく思っております。水之上小学校の複々

式を何とか解消したいと、そういう思いはござ

いますので、これはみんなで知恵を出してより

よい方向に進めていきたい。ですから、何が障

害なのか、そこ辺を考えて、障害があれば取り

除く努力をせんといかんと、そういうふうに思

います。その方向で検討します。

〇池之上　誠議員　何回も質問すれば何回目か

わからなくなりますけれども、一応今言いまし

たように、本当に大事な子育て支援だろうと。
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親御さんは、大きな学校よりも本当に小さなと

ころでもまとまったところであって、教育環境

がよかれば出すと思うんですよ。松ヶ崎もしか

り、出すと思います。

　そういうところでちゃんと全市内に、小さな

市ですから、全市内にそういうサービスを普及

させていただきたいということで、今度、22年

度から始まりますが、移動手段とかその対象の

範囲、水之上から協和まで、あるいは柊原まで、

新城まで広げるのか、その辺のことも出てくる

だろうと思います。問題もいっぱいあるだろう

と思います。そしてまた保護者の負担ですか、

その辺も出てくるでしょうし、いいスタートが

切れるように十分な協議をして学童保育の新し

い運営に当たっていただきたいと要望をして、

この件については終わりたいと思います。

　続きまして、猿ヶ城の総合開発のほうに移り

ます。

　ＰＲ、指定管理者、防災計画、るる説明を受

けました。その中で指定管理者制度につきまし

ては、一緒の敷地にあるわけですけれども、内

容が何か相反するというか、初日にもありまし

たけれども、社会教育的な要素が強いと。それ

は多分活性化施設だろうと思っております。本

当に公共サービス的な要素があるんだろうと、

活性化施設はですね。室料を取っても、電気料

を取っても、加工料を取ってもそんなに収益は

上がらんだろうというところで、利益を生まな

い施設であると思います。

　そしてまた逆にキャンプ場は通年を通して、

夏は川遊び、冬は山ですね、そういうところに

大変な観光客が来るだろうと期待をしておりま

す。その中でバンガローが１万5,000円と、軽減

はあるでしょうけれども。そういう中で本当に

年間を通じて動いてくれれば結構なお金になっ

ていくだろうと。そのためには、お金を得るた

めに、営利目的のためにはいろんな経営も変わ

ってくるだろうし、そういう本当に経営自体で

キャンプ場が生きるか死ぬかというところも出

てくるだろうと思っております。

　まあ言えば、何か本当に相反する施設なんで

すけれども、初日の話では一体的な運営ができ

るようにこれから協議をしますということでし

たが、それじゃ、その相反する性質の中で、相

反する施設の中で本当にそれができるのかどう

かちょっと疑問に思うわけです。その辺の内容

についてはどうなのか。まだ時間はありますよ

ね、３分前かと思いました。

　そういうことで、そこ辺の一体的運営ができ

るかどうか、可能なのか、その辺の見解を詰め

ていかれるでしょうけれども、どういうふうな

ことをしていくか、そこをひとつ聞きたいと思

います。農林課、商工観光課、どちらでもいい

ですけれども。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）御質問にお答え

いたします。

　御承知のとおり、活性化施設は１月からの供

用開始を予定しており、猿ヶ城渓谷森の駅は、

先ほど申しましたように４月中の開設を予定い

たしております。それぞれ御指摘のとおり、施

設の性質に違いがございますが、施設の管理に

関しましては、２つの施設が同じ敷地にありま

すことから、事務室を共用し、効率的な運営を

したいと考えております。

　今後、管理を指定管理者制度方式にするとし

た場合に、指定管理者の募集に際しましては、

例えば募集要項にそれぞれの目的に沿った管理

をすることを条件として付して、応募者がどの

ような考えを持って管理しようとするかを確認

することもできますし、協定書で管理の細目を

規定することもできますので、支障が出ないよ

うな対応も可能だろうと想定いたしております。

　なお、先ほどもお答えしましたように、直営

の期間で問題点が生じれば、そのようなことも

参考にできると考えております。

〇農林課長（山口親志）議員指摘のとおり、
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役割の異なる施設形態ではありますが、商工観

光課と協議しまして受け付け業務を１月から３

月までは農林課の予算で、４月からは商工観光

課の予算でというふうに一体化して考えており

ますので、そのあたりはクリアできるんじゃな

いかと思っております。

　以上です。

〇池之上　誠議員　条件づきで指定管理者のほ

うにできるんじゃないかということでございま

す。一緒の施設の中ですから本当に一体的な運

営ができることが望ましいと、そこに２つも違

ったことをやるというのがあれば、本当にこれ

は事業仕分けで見直しじゃなくてもう廃止にな

りますので、その辺はよく協議していただいて、

うまい運営ができるように期待をしたいと思っ

ております。

　その中で、今言われましたように、指定管理

者というのが団体か法人かというようなところ

であると思いますけれども、施設の利活用につ

きましては、キャンプ場は一般の観光客が対象

だろうと思っております。そして活性化施設の

利用はいろんな方が利用されると思っておりま

す。市民の方が大多数じゃなかろうかと思って

おります。その中で地元の還元策ということで、

これは質問ではございません、いろいろと地元

にも振興会、婦人会、郷土研究会、いろんなも

のがございます。そういう中で、今、三和セン

ターを使っておりますけれども、そういう施設

の利用とかそういうのが多分多くなってくるだ

ろうと思っております。それは、市長の権限の

もとで軽減されるのではないかと思っておりま

すけれども。

　あともう１つ、その施設の中で働く人たちで

すね、それは指定管理者の中で働くでしょうけ

れども、その中で地元の人たちを内ノ野とか新

光寺とか本当に山の中です。そういう人たちを

その中で優先的に働かせていただければという

思いもしているわけですね。そしてまた管理業

務につきましても一緒のことです。

　そして、あとまた小学校にあります緑の少年

団、これは水之上小学校の猿ヶ城緑の少年団と

協和中にあるんですかね、その２つだけしかな

いと。その活動も結構一生懸命頑張っておりま

すので、事務局、事務室は小学校にあるんです

けれども、優先的に活性化施設の中の１室を与

えていただければ、なお活性化するんじゃない

かというふうな思いもございます。これは要望

でございます。質問ではございません。

　そういう中でもう１つ、指定管理者という中

で、今、直営の後、初日では１年間というめど

を上げられておりましたけれども、これはちゃ

んと軌道に乗るまでは直営でしていこうと言っ

たほうがいいんじゃないかと。その中でぜひ、

それじゃだめだからやらせてくれというところ

が出てくれば、そういう面も考えないといけな

いかもしれませんけれども、その１年、２年の

間に運営をしていく中で指定管理者を考えるの

であれば、地元の対策として、今さっき言いま

したように、水之上校区あるいは三和センター

を中心としたコミュニティの活性化という観点

から、指定管理者制度について三和センターに

レクチャーをするとか、こういう方向ですよと

か、そういう行政の指導をして、地元への還元

という意味合いで指定管理者制度を地元の自治

会の中につくり上げるという思いがあるかない

か、それが可能かどうか、その辺についてはど

うでしょうか。３番目、そこの１点お願いしま

す。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）御質問にお答え

いたします。

　施設の管理を指定管理者制度方式にするとし

た場合に、先ほど申しましたように、任意団体

とか、法人格を持ったＮＰＯでありますとか、

民間企業が対象に考えられるわけでございます

が、さきにお答えしましたとおり、指定管理者

の選定に当たって、市が求める管理能力が必要
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でございますので、必要に応じてこのようなこ

とや指定管理者制度についての地元の皆さんに

御説明することは可能であるというふうに思っ

ております。

　ただ、本施設が、道の駅のような収益性はな

く多くの雇用は見込めませんので、その点は御

留意いただく必要があると思っております。

　なお、本施設におきまして、短期間や短時間

での雇用は発生する予定でございますので、地

元でそのような雇用についての御希望などあれ

ば、別にまたお聞きする機会も設けたいと思っ

ております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　最後です。

　いろいろと条例もつくられまして、ソフト面、

ハード面、いよいよ22年の４月からは本格運営

ということになってくると思いますので、本当

に「観光たるみず」の拠点というふうに考えて、

成功裏に終わるように皆さんの英知を結集して

いただきたいと思います。

　これにつきましては地元の協力も必要でござ

いますので、今言いました地元対策ということ

も十分に考慮していただきまして、この猿ヶ城

総合開発が成功裏に発展していくことを期待い

たしまして、今回の質問は終わろうかと思いま

す。

　あと小さな観点からでしたが、大きいところ

はまた後ほどの同僚議員が質問されるだろうと

思いますので、よろしくお願いをいたします。

　ありがとうございました。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、11時10分から再開します。

　　　　　午前10時55分休憩

　　　　　午前11時10分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　３番尾脇雅弥議員の質問を許可します。

　　　［尾脇雅弥議員登壇］

〇尾脇雅弥議員　皆さん、おはようございます。

　３番尾脇雅弥でございます。

　冒頭１点、質問項目の５番のところを１カ所

訂正をお願いします。

　「小・中学校図書館運営について」とあるん

ですけれども、「図書室」の運営に訂正をして

いただきたいと思います。

　それでは、議長の許可をいただきましたので、

５つの項目について順次質問いたします。

　まず初めに、各課経営方針について質問をい

たします。

　垂水市のグランドデザイン、将来の目指すべ

き姿を考えたときに、長期的視点としては10年

に一度の総合計画、中期的には４年に一度の市

長の公約、短期的には１年ごとの各課マニフェ

ストの位置づけがあると考えます。19年度から

スタートをし、本年からは各課経営方針として、

より明確な内容に進化しているようであります。

21年度の中間報告も出されておりますが、３年

目を迎えたこの取り組みをどう評価されている

のか、市長に伺います。

　次に、事業仕分けについて質問をいたします。

　政府の刷新会議が、行政の無駄を見直すとい

うことを最大の視点として事業仕分けを行いま

した。９日間、499事業を対象として、廃止60事

業1,365億円、計上見送り20事業1,280億円、事

業費の削減4,053億円から5,156億円、総額で6,

699億円から7,803億円に上ります。また、国へ

返納を求めた基金、特別会計が9,615億円、すべ

ての仕分けの総額は１兆6,315億円から１兆7,419

億円であります。

　中身の評価に関しては意見が分かれておりま

す。私自身異論があるものの、テレビやインター

ネット、新聞などを通じて、国民が注視する中

でオープンに事業仕分けが行われたことについ

ては評価をいたします。しかし、一方で効率性

に偏った判断が多く、結果として地方に厳しい
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中身になっていると感じております。来年度予

算が仕分けの判断どおりに実行された場合、本

市への影響、具体的にどうなるかを数字をお示

しいただきながら、財政課長に答えを求めます。

　次に、水産業の振興について質問をいたしま

す。

　先月11月21日から23日に垂水漁協において、

第４回かんぱち祭りが開催されました。これま

での成果について水産課長に答えを求めます。

　また、垂水漁協の業者数と魚価の現状、あわ

せまして近年廃業された業者数についてもお知

らせください。

　猿ヶ城開発につきましては、池之上議員の答

弁で趣旨を理解いたしましたので、割愛させて

いただきます。

　最後に、小・中学校図書室の運営について質

問をいたします。

　垂水市内８小学校、４中学校の図書室運営の

現状について学校教育課長に答えを求めて、１

回目の質問を終わります。

〇市長（水迫順一）尾脇議員にお答えをしま

す。

　各課経営方針は、昨年までは「各課マニフェ

スト」という名称で実施しておりましたが、基

本的な考え方、取り組みの内容はさほど変わっ

ておりません。私の評価ということですが、こ

れまでの取り組み状況とあわせまして、所見を

述べさせていただきたいと思います。

　まず、この取り組みのきっかけでございます

が、平成18年の12月議会で議員からの御提案を

いただき、取り組みを始めました。初めは、各

課それぞれスローガン的な取り組みを掲げ、組

織内の意思統一を図ること、そしてその進捗状

況の確認を行うため、副市長同席のヒアリング

を行うものでございました。次年度には重点項

目の設定の考え方を示しまして、取り組みに対

します目標値を設定、そして市民への公表を行

っております。

　３年目を迎えましたことしは、総合計画にも

掲げている行政経営の考え方を浸透させまして、

経営的視点で取り組んでほしいという観点から、

「各課経営方針」と名称を変えました。また、

中身についても、課の使命、組織の目標像を明

確にした上で、施政方針や総合計画を参考とし

た重点目標を設定するよう指示しました。

　このように年々進化してきているわけでござ

いますが、３年目を迎えることもあり、定着し

てきたと感じております。当初の目的でもあり

ました組織内での意思統一につきましては、各

所属長の理解、そして努力もあり、十分に意思

統一が図られていると評価しているところでご

ざいます。

　また一方で、年度当初の半年経過後にヒアリ

ングを行っておりますが、２つの大きな成果が

ありました。１点目は、私は、より詳しく各課

が抱えている課題や現場の様子を知ることがで

きること、そして２点目が、私の考えや思いを

所属長だけでなく担当係長や担当職員に伝える

場であることが挙げられます。

　これまでも、市民との協働の社会づくりの実

現のために職員が率先して取り組む必要がある

こと、接遇の大事さ、経済の動き、そして、こ

としは常に国政や社会情勢に目を向け、アンテ

ナを張り、市民第一、現場第一、行動第一の原

則で取り組んでほしいと話をしているところで

ございます。今後、より成果を高めるために工

夫しながら取り組んでまいりたい、そのように

思っております。

〇財政課長（三浦敬志）事務事業仕分けにつ

いて、お答えいたします。

　民主党政権の行政刷新会議が平成22年度予算

の事業削減を目指した事業仕分けについては、

先月27日に全449事業の仕分けが終了し、廃止、

凍結、予算削減、見直しとされた事業は計217事

業、予算削減額は約7,500億円に上るという結果

になったようでございます。
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　その中で本市に影響があると思われる事業は、

現段階で把握している主なものでおよそ15事業

になるのではないかと考えております。内訳と

いたしまして、総務省関連が地方交付税、経済

産業省関連が電源立地地域対策交付金、厚生労

働省関連が保育所運営費負担金、延長保育事業

など５事業、環境省関連が循環型社会形成推進

交付金、農林水産省関連が農山漁村活性化プロ

ジェクト支援事業、水産基盤整備事業など６事

業であります。文部科学省関連が公立学校施設

整備事業であります。

　対象になった事業の影響額については、見直

しの方向性や予算の削減方法など現段階ではわ

からないため、個別の事業における具体的な影

響額を出すことは現段階では困難ではないかと

考えております。しかしながら、見直し対象事

業は、地方交付税など地方財政の根幹をなすも

の、保育所運営費負担金など歳入額が大きいも

の、平成22年度の各小学校の耐震補強工事と統

合中学校大規模改造事業が予定されている公立

学校施設整備事業なども入っておりますので、

今後の動向によっては本市に大きな影響がある

のではないかと懸念しているところです。

　これらの事業仕分けの結果につきましては、

現在、国において行われている予算編成作業に

おいてすべてが反映されるわけではないとの報

道等もありますが、１月に示される地方財政計

画など国の動向を注視し、本市の平成22年度予

算編成作業を行っていく必要があるものと考え

ております。

〇水産課長（塚田光春）水産業の振興のうち、

まずお尋ねの垂水かんぱち祭りの現状について

お答えいたします。

　海の桜勘祭り及びかんぱち祭りでの成果を申

し上げます。

　第１回目の海の桜勘祭りは４月６日から８日

までの３日間開催され、約1,000人の集客があり、

約80万円の売り上げがございました。２回目の

海の桜勘祭りは５月２日から４日までの３日間

開催され、約2,100人の集客があり、約300万円

の売り上げでございました。３回目の海の桜勘

祭りは９月21日から23日までの３日間開催され、

約9,200人の集客があり、約700万円の売り上げ

でございました。４回目からは、祭りの名称を

「海の桜勘祭り」より住民の方にわかりやすい

ように「かんぱち祭り」に変えまして、11月21

日から23日までの３日間開催され、約8,000人の

集客があり、約770万円の売り上げがあったとこ

ろでございます。

　このように、回を重ねるたびに集客と売り上

げが伸びたのは、第１回目と第２回目はテレビ

による広報がない状態で行い、第３回目と第４

回目はテレビ等による広報活動をうまく利用し

た結果、来場者数がふえたものと思っています。

改めてテレビ等による広報の重要さを痛感しま

したので、来年度からはマスコミ等をうまく利

用する仕掛けづくりを漁協と一緒になって考え

てまいりたいと思っているところでございます。

　また、今年度も量販店等における催事などに

参加してまいりましたが、来年度以降も引き続

き参加し、ＰＲ活動に努めてまいりたいと思っ

ています。このようなＰＲ活動はすぐには結果

が出るとは思いませんが、後々には結果が出る

ものと確信しているところでございます。

　また、県内外の消費者の方々へ、祭りと催事

と並行したＰＲ活動をすることにより、消費者

とのコミュニケーションができて、さらには知

名度アップにもつながり、そのことが消費拡大

につながるものではと期待しているところでご

ざいます。

　次に、垂水市漁協養殖業者経営の現状の中で、

垂水市漁協の業者数と廃業者数、それと魚価の

現状についての御質問でございますが、業者数

は、２年前までは72業者おりましたが、近年世

界的な不況により魚の消費の落ち込みと魚価低

迷によりまして経営が困難になり、やむなく昨

― 53  ―



年からことしにかけて13業者の方が廃業され、

現在では59業者まで減少しております。また、

カンパチの浜値は１キログラム当たり約870円で

推移しているところでございます。

　以上でございます。

〇学校教育課長（有馬勝広）尾脇議員の御質

問にお答えいたします。

　学校図書館は、児童生徒が読書活動に親しん

だり、図書資料を活用した調べ学習を行ったり、

学校教育の充実に大きな役割を果たしています。

そこで、学校図書館は、図書の整備とともに読

書意欲を高める効果的な設営など、その充実を

図る必要がございます。

　まず、学校図書購入費は、平成21年度は小学

校全体で162万3,600円、中学校全体では125万2

,800円となっており、平成20年度より小学校は

約120％、中学校は約113％増額して配分してお

ります。

　各学校における新しい図書の購入については、

児童生徒の発達段階や教職員、児童生徒の希望

なども参考にしながら、学校長の責任のもとで

選定しております。

　小・中学校の蔵書冊数は、小学校全体で３万

6,885冊、中学校全体で２万3,988冊となってお

ります。学校図書館標準による図書の整備状況

については、本市の小学校全体では充足率は95.95

％です。中学校全体では90.32％です。

　児童生徒の読書冊数については、本年度10月

の調査では、小学生で１カ月に平均約14.5冊、

中学生で１カ月に平均約3.2冊でございます。

　以上でございます。

〇尾脇雅弥議員　それでは、各課経営方針につ

いて２回目、質問いたします。

　今、市長の答弁でありましたけれども、御自

身の各課の現状が理解できたことと、あわせて

各課担当レベルまでの市長の考えを浸透できた

ということが最大のよかった点じゃないかとい

うようなお話をいただきました。私も同感で、

本年は特に課の使命あるいは組織の目標像が加

わって、非常に毎年進化をしてきていると思っ

ております。

　それで、個別に６名の担当課長に７項目の質

問をさせていただきたいと思います。

　まず、総務課長。重点項目の職員ボランティ

アの実施というのがございますけれども、これ

の参加の状況について答えを求めます。

　続いて、財政課長。重点項目の中で実質公債

費比率の改善、そして未利用地の有効利用、そ

して財産の売却、貸し付け等による財源確保と

いう項目が、せんだってのヒアリングでＡから

Ｅの５段階評価のすべてがＥ評価と、一番低い

評価になっておりますけれども、これは何が原

因で対策をどうお考えなのか、お尋ねをいたし

ます。

　続きまして、会計課長にお尋ねをいたします。

　課の使命として、「市民の財産である公金の

安全、有利な運営に努めます」と書いてござい

まして、重点項目として、新たな支払い方法の

検討、そして成果目標として、庶務担当者の事

務省力化のためＩＴを活用した新たな支出事務

を検討するということでございます。現在の進

捗状況と、その場合のメリットについて質問を

いたします。

　次に４番目、税務課長に質問いたします。

　課の使命として、「納税秩序の維持と公平性

の実現を目指す」と書いてあります。重点項目

として、収納率向上の取り組みを徹底するとい

うことで、具体的な成果目標として、実態調査

を徹底し、悪質者に対しては滞納処分を積極的

に実施するとあります。せんだっての中間の評

価におきましてはＢということで、実態調査に

ついて、軽自動車等所有状況の戸別訪問調査の

実施を行っておられるわけですけれども、実態

調査の結果はどうだったのかということと、滞

納処分については「預貯金、生命保険、給与の

差し押さえを実施」と書いてございます。実施
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の結果はどうだったのか、お答えいただきたい

と思います。

　次に、市民課長に質問いたします。

　重点項目の中で、特定健診、特定保健指導事

業の推進ということが書いてあります。Ａの評

価でございますが、進捗状況の中で、受診者の

希望する健診が含まれていないなどの意見があ

るということであります。どういう中身を希望

されているのか、また、そのことに対してどう

いう対策が考えられているのか、お尋ねをいた

します。

　最後に、保健福祉課長に２点質問をいたしま

す。

　まず１点目は、子育て支援ということで重点

項目掲げておられますけれども、具体的な目標

といたしまして、支援体制の充実、そして取り

組み内容として、次世代育成支援対策行動計画

の策定とあります。これの分の現状はどうか、

また、さらなる子育て支援の充実をどう考えて

おられるのかを質問いたします。

　それからもう１点、重点項目の高齢者が安心

して暮らせる環境づくりという項目の中で、具

体的な取り組みとして、住み慣れた地域で安心

して暮らせる安心ネットワークづくり、傾聴ボ

ランティア、認知症サポーター等の養成、医療・

介護・看護の連携とありますけれども、現状の

課題と今後の対応を伺います。

　以上、長くなりましたけれども、２回目を終

わります。

〇総務課長（今井文弘）尾脇議員の御質問に

お答えいたします。

　職員ボランティアへの参加状況ということで

ございましたが、その前に少し、実施の経過に

ついてお話をさせていただきます。

　まず、職員ボランティアについてであります

が、この取り組みは、平成15年７月から課長会

によるボランティアとしてスタートしたものを、

平成20年の４月から職員ボランティアに変更し、

全職員に呼びかけ、実施してきております。

　実施は、２カ月に１回の年６回を予定し、旧

港ロータリー、マイロード、新港ロータリー、

潮彩町グラウンド、宮脇公園の主に草払いや、

市役所前の県道沿いの街路樹の剪定、そのほか

島津墓地の清掃を行ってきております。

　また、このことは職員だけで実施するもので

なく、周辺の住民も一緒になってやりたいとい

うことから、事前に実施箇所の周辺振興会に日

程や参加について文書でお願いをして、実施を

してきております。

　御質問の参加状況でございますが、職員は、

概算ではございますが、これまで平均いたしま

すと、毎回60名程度が参加しておるようでござ

います。また、一般住民の参加につきましては、

この取り組みを始めたときからしますと徐々に

ふえてきているようで、これも概算ではありま

すが、50名から70名の参加をいただいてきてお

ります。市民との協働によるまちづくりという

点では、そのことが徐々にできてきているので

はと考えております。

　職員についての参加でありますが、これはあ

くまでもボランティアということで強制もでき

ないわけでございますが、本人の認識の問題で

もあります。今後、職員へのさらなる周知を図

りながら、参加者数をふやしていけるよう努力

してまいりたいと考えております。

　なお、先月の実施のボランティア作業から、

後日、課ごとに課長から参加者を報告してもら

うようにしたところでございます。

　以上でございます。

〇財政課長（三浦敬志）財政課の各課経営方

針に関するお尋ねにお答えいたします。

　財政課の重点項目で低い評価といたしました

項目は、財政指数の改善の中で実質公債費比率

の改善、未利用地の有効利用、それに財産の売

却、貸し付け等による財源確保でありました。

　まず、財政指数の改善の中で実質公債費比率
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の改善でありますが、７号補正後の起債額の合

計額が８億8,910万円となり、財政改革プログラ

ムでうたっております６億円を大きく上回る見

込みであるため、低い評価を行ったものであり

ます。

　ただ、この８億8,910万円の中には通常債以外

の災害復旧事業債、臨時財政対策債、退職手当

債などが含まれ、これらを除きますと、６億円

を若干上回ります６億4,463万7,000円になりま

す。起債額の５年間の退職手当債を含んだ平均

をとってみますと、５億5,916万円であります。

これらのことを勘案いたしますと、Ｅ評価と低

い評価といたしましたのは少々厳しかったので

はないかと考えております。

　次に、未利用地の有効利用でありますが、こ

の項目は、協和校区にあります、現在普通財産

となっております教職員住宅と行政財産であり

ます市営住宅とを同時に解体撤去し、整地を行

おうとするものでありました。財政課と土木課

との連携がうまくとれなかったことにより、解

体、撤去、整地がおくれることとなったため、

低い評価を行ったものであります。今後は連携

をより密にし、未利用地の有効利用を図りたい

と考えております。

　最後に、財産の売却、貸し付け等による財源

確保でありますが、現在までの実績として、土

地の売却による財源確保分が50万円、貸し付け

による分が約480万円でございます。この項目を

低い評価といたしましたのは、市有地の売却益

を1,000万円以上としたことによるものでありま

す。議員も御承知のとおり、現在の社会経済情

勢の中では土地などの不動産の流通は少ないと

ころであります。このような状況下で1,000万円

の目標は少々高かったのかなとの気もいたして

おります。

　不動産流通の少ない中、現在垂水中央病院前

の市有地296坪、平米にして976.7平米への問い

合わせが２件来ております。この問い合わせが

今後いい方向に進むよう努力していきたいと考

えております。

　以上です。

〇会計課長（尾迫逸郎）新たな支払い方法の

検討として、電気料の口座振替についての御質

問にお答えいたします。

　１点目の進捗状況ですが、まず、先進地の鹿

屋市と鹿児島市の会計課で事務手続等の研修を

受けました。それらを参考にし、電気料のデー

タ作成及び九州電力との協議を終えています。

今後は関係課への説明と協議を進めていくとこ

ろでございます。

　２点目の実施した場合のメリットとしまして

は、毎月の九州電力からの請求書に基づく各関

係課の伝票作成の起票事務と、それに伴います

会計課の伝票審査並びに支払い事務の大幅な軽

減が図られます。それと、口座引き落としされ

ることにより毎月の支払い遅延がなくなること

でございます。

　以上でございます。

〇税務課長（川井田志郎）尾脇議員の各課経

営方針の重点項目の取り組み状況についての御

質問についてお答えいたします。

　軽自動車の実態調査でございますが、現在ま

での状況を申しますと、対象者としまして、３

年以上の滞納車両156件中、所有者死亡、市外転

出者、所在地不明者などの特別な事情９件を除

く該当者の訪問を行いました。その中で、本人

と協議ができました件数は68件でございました。

中でも、調査対象車両が既にないものなどの事

情がある案件13件につきましては、該当車両か

ら除く処理、滅失申し立てを行っていただきま

した。また、６件につきましては、所有者の廃

車の手続を行っていただきました。今後も引き

続き訪問調査を行い、収納率の向上に取り組ん

でまいります。

　次に、滞納処分の状況でございますが、滞納

処分の平成21年度の実施状況については、現在
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まで51名の対象者に対し、銀行が12行、生命保

険会社９社に調査をしてありますが、全国の預

貯金の調査が爆発的に増加していることから、

金融機関からの回答も遅くなっているのが現状

で、その整理を行っているところであります。

また、平成21年度は明けまして２月、３月に預

貯金調査等の差し押さえを実施する予定となっ

ております。

　平成21年度の11月末現在の滞納処分による歳

入状況は、55件で411万4,000円でございます。

以上の状況と、今年度の途中ということから進

捗状況評価はＢということにいたしました。

　参考までに、平成15年度から平成20年度まで

の滞納処分実施状況を申しますと、平成15年度

が５件の14万円、平成16年度が265件の287万7,

000円、平成17年度が31件の283万7,000円、平成

18年度が40件の746万8,000円、平成19年度が59

件の1,956万8,000円、平成20年度が90件の1,109

万9,000円という状況でございます。

　以上でございます。

〇市民課長（葛迫隆博）昨年から新たな事業

として実施しております特定健診事業ですが、

本年度の中間評価で、希望される健診項目がな

いという意見があるということに関する御質問

ですが、特定健診がメタボ健診を重点としてお

りますことから、以前、市で実施しておりまし

た基本健診の項目より減っていることが挙げら

れます。

　つまり、検査項目が腹囲、腹回りのことです

けれども、ほかに血圧、血糖値、血中脂質など

のメタボ対策のものに絞られ、胸部レントゲン

検査がなくなったことも考えられます。また、

貧血検査、心電図検査や眼底検査については詳

細項目になり、前年度の特定健診断層化の基準

に該当した者しか実施できないという縛りもご

ざいます。そのため、特定健診は腹囲測定と血

液検査だけで物足りないという意見があること

も事実でございます。

　そこで、それらの意見あるいは希望される健

診を実施するといたしますと、問題点として２

点挙げられます。

　１点目として、詳細な健診を導入するとなる

と、医療機器がない病院では心電図、眼底検査

ができないこととなります。そういたしますと、

特定健診が実施可能な医療機関が限定されるこ

ととなります。また、検査が煩雑になるため医

療機関の協力も必要となります。

　２点目としまして、他の保険者と違い、本市

では早期予防・早期治療の観点から、特定健診

の受診料を無料としております。つまり、国保

会計で賄っておりますので、希望される健診を

追加するとなりますと、検査項目がふえ、健診

単価も増額になりますことから、無料での健診

が困難と考えられます。有料化の検討を要する

こととなります。無料実施で基本的な健診を受

けられる機会を広くしたほうがいいのか、有料

で健診項目をふやしたほうがいいのかというこ

ととなるわけでございますが、本年で２回目の

実施でもございますので、今後の検討課題とさ

せていただきます。

　なお、国保係では人間ドックの助成も行って

おりますことから、より精度の高い健診を希望

される方におきましては、人間ドックの活用に

ついてさらに周知をしてまいりたいと考えてお

ります。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）尾脇議員の御

質問にお答えいたします。

　まず、１点目の次世代育成支援対策行動計画

の現状についてでございますが、この計画は、

少子化の流れを変えるために集中的・計画的な

取り組みを促進することを目的に、平成22年度

から５年間の施策目標を設定するものでござい

ます。本年４月に、住民の方の子育てに関する

生活実態や要望、意見等を把握するためのアン

ケート調査等を実施しております。現在、たた

き台ができ上がっているところでございます。
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今後は、これをもとに関係各課での協議の後、

パブリックコメントに付して製本の予定でござ

います。

　さらなる子育て支援の充実をどのように考え

ているかとの御質問がございました。

　議員の御尽力もございまして、この10月に子

育て相談支援センターもオープンいたしました。

おかげさまをもちまして市民の皆様に大変喜ん

でいただいているところでございます。今後も

引き続き学童保育問題等、子育て支援を進めて

まいりたいと考えております。

　２点目の高齢者が安心して暮らせる環境づく

りの中で、傾聴ボランティアや認知症サポーター

養成を行った結果はどうだったかについてお答

えいたします。

　最初に、傾聴ボランティアでございますが、

傾聴ボランティアとは、ひとり暮らしの方や高

齢者のみの世帯など、さまざまな相手のさまざ

まな話を聞くことによって、相手の心に寄り添

い、心も体も元気になってもらうというボラン

ティア活動でございます。本年、市議会から２

名を含む15名の参加がありました。

　活動内容として、早速９月13日、垂水市電気

工事協力会がボランティア作業として実施して

います照明器具ランプ等の無料交換や清掃作業

に同行して活動していただきました。市民から

好評を得たところでございます。

　次に、認知症サポーター養成についてお答え

いたします。

　認知症について正しく理解し、認知症の人や

その家族を見守り、支援する認知症サポーター

を多数養成し、認知症になっても安心して暮ら

せるまちを市民の手によってつくっていくこと

を目指し、平成21年度養成講座を開催いたしま

した。参加者数は、現在のところ延べ76名参加

されております。

　傾聴や認知症への理解については、一人でも

多くの方に理解していただきたいと思い、今後

も機会をとらえて学習会等を積極的に開催して

いきたいというふうに考えております。

　以上でございます。

〇尾脇雅弥議員　ちょっと質問が多かったかな

と反省しておりますけれども、それでは次へ参

りますが、職員ボランティアの件なんですけれ

ども、草払いを中心にということなんですけれ

ども、時々時間が合えば私自身も参加させてい

ただいておりまして、この取り組みというのは

非常にいい取り組みだなと思っております、市

長も出席をされてですね。

　ただ、いつも、行けば大体同じような顔ぶれ

ということになっています。参加も60名前後と

いうことですから、３割から４割ぐらいという

ことになりますので、ボランティアということ

でやむを得ないんですけれども、そういった状

況でいいのかなということもちょっと考えます。

その辺のところは今お話いただいたような形で、

終わってから出席をとると、確認をするという

ことをしておられるようでありますので、今後

また意識が高まっていくんじゃないかなと思っ

ております。

　次に、財政課長の重点項目の件についてです

けれども、実態よりも厳しく評価をしましたと

いうことでございました。御説明いただき、理

解はします。退職者数の増加とか、景気の低迷

による影響が大きいということでありますけれ

ども、なかなか厳しい状況ですけれども、持続

可能な財政運営というのを引き続き努力をして

いただきたいと思います。

　会計課についてはわかりました。

　そして次に、税務課長なんですが、軽自動車

ですね、これが３年以上の滞納者というのが156

件ということで、本人と68件協議をされて、車

がないのが13件で、６件が廃車の手続をという

ことでお勧めをされているということなんです

けれども、努力は理解するんですけれども、そ

ういう処理の仕方で終わっていいのかなという
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のも疑問に思うところなんです。少しでも負担

をしていただくと、支払いをしていただくとい

うような取り組みはできないのかということを

１点、伺いたいと思います。

　それから、差し押さえに関しても景気悪化の

影響があるようですけれども、公平性の観点か

ら、引き続き、少しでも徴収できるように努力

をしていただきたいなと思います。

　市民課長の件ですが、よくわかりました。先

月の決算特別委員会をちょっと傍聴させていた

だく機会があったんですけれども、本市の医療

費の最大の課題というのは、入院の長期化とい

うことで説明があったように聞いています。早

期発見・早期治療ということに加えて、予防医

学ということで努力をしていただいているよう

でございますので、継続的にまた頑張っていた

だきたいということで要望をしておきます。

　保健福祉課長の答えに関しては理解をいたし

ましたので、また引き続いて粘り強く御尽力を

いただきたいと思います。

〇税務課長（川井田志郎）先ほど申しました

滅失申し立ての件ですが、以前からなくてとい

うケースなもんですから、これにつきましては、

その前の分まではいただいて、以後につきまし

て、もう実際はない車両ですからということで、

廃車に準ずる保留という形をとっております。

　あとそれから６件につきましては、所有者に

車検、ナンバーなんかがありましたから、それ

で廃車をしていただきました。それで、できる

だけいただくようにはしております。

〇尾脇雅弥議員　じゃ、次に、事業仕分けにつ

いて２回目いきます。

　先ほど財政課長のほうから、本市への影響に

つきましていろいろ御説明をいただきました。

内容を聞きまして、我々にとっては非常にぞっ

とする中身じゃないかなと思います。

　そこで、市長へ伺います。

　現段階で、15事業ですね、小学校の耐震であ

りますとか中学校の大規模改修の事業ですね、

これにも影響が懸念をされておりますが、もし

実施された場合、各方面への影響ははかり知れ

ないと思いますけれども、その場合の対応をど

うお考えなのかということを伺います。

　また、先送りとなっている地方交付税につい

ても同様に実施された場合、さらには仕分けで

はありませんけれども、子ども手当や農家戸別

補償の負担を一部地方に求める考えが示されて

おりますけれども、このような財政的な負の影

響に対してどう対応されるおつもりか、あわせ

て質問をいたします。

〇市長（水迫順一）事業仕分けにつきまして

は、法的な拘束はないものの、判定結果を踏ま

えまして予算編成過程でさまざまな議論が行わ

れると思います。

　現時点では、先ほど財政課長が本市への影響

が出そうな事業につきまして申し上げましたが、

少なからず本市へも影響があるものと思ってお

ります。本市にとって一番懸念されるところは

どうしても地方交付税の抜本的な見直しの項目

であります。地方交付税は三位一体改革で大幅

に削減され、その結果、地方は事業の見直し、

職員給与カット、職員の削減など、大変苦労し

て行財政改革の努力を強いられております。こ

のような地方の疲弊した実情を十分踏まえ、地

方交付税の復元、増額をぜひ来年度予算に反映

させていただきたい、そのように思っておりま

す。

　公共事業に関しましては、財政課を通じまし

て県へも問い合わせをさせましたが、県も大き

なくくりでの事業については把握しているよう

でありますが、縮減額等につきましての細かな

把握はしていないようでございます。

　いずれにしましても、廃止や縮減により市民

生活にいろんな影響が出ると思われますが、そ

れらについて、そのしわ寄せが市に及んでくる

ことがないよう、地方に負担を転嫁するような
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ことがないように、国の責任においてしっかり

と対応していただきたいというふうに思ってお

ります。

〇尾脇雅弥議員　ありがとうございます。

　冒頭申し上げましたけれども、先ほどから課

長の説明があったとおり、仕分けの中身に関し

ては非常に問題があると思いますけれども、こ

の手法に関しては評価はできると考えておりま

す。全く同じ手法を取り入れる必要はありませ

んけれども、時代に合わなくなったものを見直

す観点から、仕分け的な手法を取り入れるとい

うことも１つだと思います。

　例えば補助金事業ですね、行財政改革で以前

100近くあったものが、今、半分程度に削減をさ

れております。これでございますけれども、今、

それでも46事業の約2,700万円が継続的に支出を

されております。繰り返しになりますけれども、

削減ありきではなくて、仕分け的な手法を使っ

て中身を見直して必要なところに集中的に分配

するためにも、こういう手法を取り入れること

も必要じゃないかと思いますけれども、そのこ

とに関して、市長の見解を伺いたいと思います。

〇市長（水迫順一）本市では平成17年度から

行政評価を導入しまして、また平成19年度には

外部評価を実施し、事務事業の見直しを進めて

きております。国の事業仕分けの手法は、公開

の場で担当職員との議論により仕分けるという

項目などが異なっておりますが、今後、事業仕

分けの手法により近づけたほうがよいのか、ま

た、事業仕分け導入が小規模で単独事業の少な

い本市になじむのか、検討をしていきたいと考

えております。

　なお、議員御指摘の補助金の見直しにつきま

しては、行政改革大綱に基づきまして財政課に

おいて行っております。また、本年度より、監

査事務局において補助金交付団体への監査を予

定しているところでございます。

〇尾脇雅弥議員　じゃ、次へ参ります。時間も

ございませんので簡単に申し上げます。

　先ほど水産業の振興に関して、かんぱち祭り

の取り組みをお知らせいただきました。また、

業者等の推移もお話をいただきました。このか

んぱち祭りに関してはすごくいい取り組みだな

と思っております。青年部を中心に非常に活気

があったように思います。

　私、思うんですけれども、なかなか魚価が低

迷をする中で、３本の足で立つというような取

り組みが非常に大事なんじゃないかなというふ

うに思っております。

　まず１点目は、本業である価格向上の取り組

み、いい魚をつくるとかそういったことでござ

いますけれども、これに加えて、今回のような

かんぱち祭りとか、イベント出展などへのＰＲ

販売への取り組み、そしてもう１つ、新しい取

り組みとして、例えばブルー・ツーリズムみた

いな取り組みを本格化させていくことが振興に

つながるんじゃないかなと思います。

　せんだってグリーン・ツーリズムの講演があ

りましたけれども、１泊6,000円ぐらいでという

ような話がありました。グリーンはいいことな

んですけれども、ブルー・ツーリズムとなりま

すと、ある程度限定されてきますし、海を持っ

ているという我々にとってはこのブルー・ツー

リズムというのは大いに生かせる１つではない

かなと思います。

　しかも、体験型のオプションとセットにすれ

ば、例えば修学旅行生なんか子供を中心とした

メニューでも１人8,000円ぐらい、３人ぐらいま

とめて泊まれば２万円を超えるような収入にな

ってまいりますし、中身に関しても、要するに

カンパチを食べていただいて、寝るところを確

保してというやり方でできるということでござ

いますので、このことが１点と、また、それと

は別に大人向けのちょっとオプションをふやし

た形での単価を上げた、御夫婦連れとかそうい

ったこともできるんじゃないかなと思います。
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それからもう１点ですね、外国人へ向けた取り

組みというのも考えていただきたいなと思いま

す。

　大野を越えていきますと、カピックセンター

というところがございまして、ここには大学生

を中心に、将来有望なアジアの若者が定期的に

来ております。中には海を見たことがないとか

そういう方もいらっしゃいまして、海に触れた

り、魚に触れたりすることによって非常に喜ん

で帰っていかれる方もいらっしゃるみたいです

から、その辺のところにも目をつけていただい

て、また牛根漁協とも連携をして、３本の足構

想という形でやっていただきたいと思います。

時間がありませんのでこれは要望にとどめてお

きます。

　最後に、小・中学校の図書室の運営について

でございますが、私、なぜこんな質問をするか

といいますと、先日、機会がありまして全学校

の図書室を見ることができました。感じたのは、

同じ市内の学校なのにハードとソフトがすごく

差があるんですよね。場所によっては図書専門

の建物があって書籍も充実していましたけれど

も、一方で、タイトルがわからないような本が

いっぱい並べてあったりとか、同じような古い

本が何十冊も置かれている、また、所によって

は靴箱みたいなところに、本来本というのは縦

に並べるものなんですけれども、横に並べてあ

ったというような状況がありまして、非常に、

来春統合の中学校はともかくとして、同じ義務

教育の８つの小学校に関して、施設の改善と書

籍の中身の格差を埋める必要があると考えてお

りますので、そのことについて教育長、どう考

えておられるのかということと。

　あわせましてもう１点、統合中学校の図書室

についても、持ち込みの書籍の考え方が各校で

認識が違うようでありますので、この辺も教育

委員会が指導して連携をとる必要があると思い

ました。あわせて教育長の見解を伺いたいと思

います。

〇教育長（肥後昌幸）それじゃ、尾脇議員の

御質問にお答えします。

　各学校で図書室の状況が違うという御指摘が

ございました。確かにそれもあるだろうと思い

ますが、それについてはまた私のほうで指導も

してまいりたいというふうに思っております。

　現在、充足率が不足している学校については

重点的に整備をしていく必要があると考えてお

りますので、中学校の統合に伴いまして、垂水

中以外の中学校の図書につきましては、小学校

でも使用できるものがあると思います。そうい

うものにつきましては、小学校で活用できるよ

うにしてまいりたいというふうに思っておりま

す。

〇尾脇雅弥議員　ぜひよろしくお願いをいたし

たいと思います。

　最後に、市長へ伺います。

　21世紀は「知恵の時代」と言われております

けれども、知恵は多くの知識の積み重ねの上に

成り立つものでありますので、その知識の源の

１つが、本を読むということだろうと思います。

平成21年の８月に発表されました「平成21年度

垂水市市民満足度調査」、これの結果において、

市民が行政に対して今後必要としているニーズ

値というのがありまして、第１位は「働く環境

の充実」ということで、当然のことだろうと思

います。そして２番目が「医療体制の充実」と

いうことでございまして、これらに続いて３番

目が「子育て支援体制の充実」と、そして４番

目が「学校教育の充実」ということが上位に挙

げられております。

　書籍をうまく活用するということは、財源が

それほどなくてもできることでございます。そ

のことは結果、水迫市長が掲げておられる「住

みよい垂水づくり」につながるというふうに思

っておりますので、総括的な意味も含めて一言

市長に伺って、質問を終わります。
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〇市長（水迫順一）子育て支援については、

御承知のとおり、昨年あたりからさらに充実を

していこうというふうに考えております。子供

たち、次世代を担っていただく子供たちが非常

に垂水市の場合は子供の数が少ないのも、当然

少ないわけでございますので、さらに、やはり

他市に先んじていろんなことを支援をしていか

なければいけない、そういう考えでいるところ

でございます。

　そして図書の件につきましても、平成20年度

から充足率を、八十数％の学校がございました

ので、すぐ上げる方向でやっていただきたいと

いうようなお願いのもとに、今90％、95％と、

中学校、小学校がそのような率になってまいり

ました。さらに、このことは議員指摘のとおり

重要な部分でございますので、今後も年次的に

整備をしていきたい、そのように思います。（尾

脇雅弥議員「ありがとうございました」と呼ぶ）

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時15分から再開します。

　　　　　午後０時５分休憩

　　　　　午後１時15分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　７番北方貞明議員の質問を許可します。

　　　［北方貞明議員登壇］

〇北方貞明議員　それでは、早速質問に入らせ

ていただきます。

　観光行政について。修学旅行の体験型民泊に

ついてお聞きいたします。この部分は先ほどの

尾脇議員と重なるかもしれませんけど、よろし

くお願いいたします。

　垂水市の両漁協では、魚価低迷の中、いろい

ろな事業に取り組んでおられます。そのような

中、垂水漁協ではことし４回のかんぱち祭りを

行いました。多くの観光客を呼んでいます。ま

た、回を追うごとに観光客、売り上げともに上

がっていると聞いております。ことしの５月に

は奈良県より修学旅行生のえさやり体験を受け

入れています。これも大変好評だと聞いており

ます。

　県内では、宿泊施設の整った南薩、指宿地区

が積極的に修学旅行生の体験型に取り組んでい

ますが、今後、垂水市が民泊での修学旅行体験

型観光を目指すにはクリアしなければならない

問題は何か、それに対してどのようなことを行

っているか、お聞きいたします。

　次に、ロケ地誘致について。

　最近、県内各地で映画のロケが行われており

ます。ことしは伊佐地方で「半次郎～桐野利秋

～」のロケがありました。垂水市では昭和41年、

都はるみの「涙の連絡船」が桟橋あるいは江ノ

島でロケが行われています。平成になってから

は、皆様も御存じのとおり、高倉健の「ホタル」

のロケを行っております。その後、垂水市への

ロケ地としての打診はないのか。

　消防行政について伺います。

　垂水の安全・安心のため、消防本部の組織体

制は充実していなければならないのは当然のこ

とであります。しかしながら、現在、職員は２

名不足の42名体制です。これでは市民に対する

十分なサービスができず、また職員の勤務状態

も過酷であります。職員定数は44名であるが、

来年度は何名採用されるのか。

　次に、浜平2035－２番地は公道、つまり集落

道であります。集落道に埋設されているガソリ

ン貯蔵タンクについてお伺いいたします。

　私は、平成18年３月議会でもこの問題を取り

上げました。しかし、今回垂水市は平成21年11

月10日付でガソリンスタンド側が申請されまし

た工事について許可されています。垂水市は、

この公道上に貯蔵タンク、ガス抜き配管が埋設

していることを認識していながら、なぜ許可さ

れたのか。公道上の埋設は危険が考えられるが、

危険ではないのか。また、関係機関、土木課と

は協議されたのか。それに工事内容をお聞かせ
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ください。

　垂水港駐輪場整備について。

　垂水港の駐輪場は、県の用地であります。現

在の駐輪場は市内の通勤・通学者が利用してい

ます。しかしながら、風雨のときは歩行専用屋

根つきのところに駐輪しています。この駐輪場

は特に冬場は北風により自転車が倒れています。

垂水市の表玄関でもあり、屋根つき防風対策と

して整備はできないか、お尋ねいたします。

　乗り合いタクシーについて。

　先般パンフレットが配布されたところがあり

ます。乗り合いタクシーの導入に至った経緯と

効果を含め、概要の説明をお願いいたします。

　また、このタクシーを利用できない地域があ

るわけですが、地域から要望があったとした場

合、路線変更が可能なのか伺います。

　また、これまでタクシー路線について意見あ

るいは要望はなされていないか、お聞きいたし

ます。

　国保の医療費削減について。

　平成21年度から高額医療費指定市町村として

国の指定を受けることになり、国民健康保険安

定計画の策定が義務づけられ、その計画内容に

記載された各事業に取り組まれていると思いま

す。

　さきの議会で田平議員の質問の中で、国保一

般の入院費１人当たり14万8,000円で全国平均

1.88倍、退職者の入院費１人当たりが17万8,000

円で全国平均1.31倍という高い数値であると説

明されています。

　そこで伺います。高額医療の対策としてこれ

まで実施されてきた事業について、お伺いいた

します。

　また、さきの平成20年度決算委員会では基金

積み立てが8,800万円ほどありましたが、他の市

の状況はどうか。また、理想とする積立金は幾

らか、説明をお願いいたします。

　次に、食肉センターについて質問いたします。

　食肉センターについては、さきの９月議会で

感王寺議員が質問され、それに対し、市長の考

えは、食肉センターを新設する場合については

当然民営化の方向、民が中心になってやってい

ただくという方向でこの際はやはり変えていか

ねばならない、そういう方向を検討していくと

答弁されました。今度、食肉センターを新設す

る際の民営化については、平成20年度決算特別

委員会の要望事項の１つでもあります。ぜひ私

からも強く要望いたします。

　さて、食肉センターについては、平成17年度

民間委託を基本に置いたと畜場運営委員会が２

回開かれたが、その後、諸事情により開催され

ていなかった、その理由を述べておられました。

それに対して感王寺議員は、市の方針を策定し、

民営化のためにさまざまな問題点を協議するた

め、関係各課から成るワーキンググループが必

要ではないかという指摘をされました。その後、

ワーキンググループ等は設置されたのか、お聞

きいたします。

　さらに、運営委員会について、そのメンバー

として、垂水市、大隅ミート産業、食肉組合の

ほかに、議会からも入れていただくよう要望さ

れましたが、そのことについてどのような考え

か。また、できれば年度内に運営委員会を開催

していただきたいと思うのですが、お考えをお

聞かせください。

　最後に、先般産業厚生委員会は食肉センター

を現地視察しました。内部の機械類は老朽化し

ており、また、さびがきているものもありまし

た。さらに、私は屋根裏に上がりましたが、天

井の鉄骨はさびがひどく、その上に内部の機械

類がつり下げてあるため、強い地震で落下する

おそれもあります。かなり危険です。このまま

放置していくと大惨事が起こりそうな状況です。

そのために、新設民営の期間を５年以内とか設

定するべきではないかと思いますが、このこと

についてお考えをお聞かせください。
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　これで、１回目の質問を終わります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）市政全般につい

ての１点目の観光行政についてお答えいたしま

す。

　グリーン・ツーリズムの取り組みは、特にこ

こ数年、政府による支援などあって追い風状況

にあり、特に修学旅行に関しては、本県でも南

九州市を中心に今年度の受け入れ者数は5,000人

に達する勢いであります。当市でも５月に奈良

県から大瀬中学校の３年生162人が県の教育旅行

受入対策協議会の誘致により、垂水市漁協がえ

さやり体験などを行い、非常に好評でした。

　こうした体験活動や民泊の受け入れに関して

はリーダーの育成が必要で、これまで本市では

垂水市漁協職員ほか５名の方がリーダー養成講

座を受講され、自然体験活動リーダー等の資格

を取られておりますが、人員はまだ足りており

ませんので、今後も育成講座を受講していただ

こうと考えております。

　民泊に関しては、以前は旅行業法や消防法の

適用を受け、営業許可の申請を行う必要があり

ましたが、鹿児島県では平成21年度から修学旅

行等の受け入れに限っては簡易宿泊所の届け出

だけで済むようになっておりますので、これを

届けていただく必要がございます。また、修学

旅行を受け入れるには少なくとも20軒ほどの宿

泊所数が必要になりますので、この募集も必要

になります。本市は現在、グリーン・ツーリズ

ム促進等緊急対策事業を実施しておりますので、

この事業でリーダーの育成や民泊の受け入れ態

勢づくりのための研修会及び現地研修などを行

う予定でおります。

　次に、映画の誘致についてでございますが、

議員御指摘のとおり、高倉健主演の映画「ホタ

ル」は長期のロケが海潟漁港を中心に行われ、

映画上映後も数年にわたり観光客が来るなど、

大きな効果が見られたところであります。最近

では錦江湾遠泳をテーマにした「チェスト」の

ロケの一部が海潟のローソンであるなどしまし

たが、ここのところ大がかりなロケなどござい

ません。

　原因として、映画ロケによる経済効果を各自

治体が認識し、誘致合戦が行われていることや、

誘致に関して映画会社から協力費などの提供が

求められる場合があること、歴史的なものの撮

影には人工物のない場所が求められること、コ

ンピューター技術の発達によりロケの機会が少

なくなっていることなどが挙げられるようです。

事実、先ごろ封切られました「カムイ外伝」と

いう江戸時代の映画のロケ地として本市も候補

に上がり、関係者が２回ほど訪れられ、猿ヶ城

や狐ヶ丘、高塚などを案内しましたが、送電線

などの人工物があることや道路が舗装されてい

ることなどありまして、実現に至りませんでし

た。

〇消防長（関　修三郎）北方議員の消防行政

についての１点目の、来年度採用予定人員で消

防業務体制は十分であるかとの御質問にお答え

いたします。

　消防職員の人員は現在42名体制でありますが、

来年３月、２名の退職者により、来年４名の採

用人員を計画しております。消防職員定数の44

名体制となりますことから、消防本部の消防業

務体制の充実が図られます。

　続きまして、２点目の浜平のガソリンスタン

ド施設が集落道上に設置されているが、現在工

事中である工事内容と、許可はどこが出したの

かについての御質問にお答えいたします。

　現在、工事中の工事内容ですが、土壌汚染対

策法が平成15年２月に施行された関係で、危険

物の規制に関する規則等が整備され、地下貯蔵

タンク及び地下配管からの危険物の漏れを防ぐ

ため、点検方法及び点検期間等が明確化され、

平成16年４月１日に施行されました。従来の地

下貯蔵タンクは鋼製の一重でございますが、現

在はＦＲＰ製品の二層のタンクが主流でござい
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ます。変更工事の内容は、従来の一重の地下タ

ンクは鋼製部分が腐食し、タンク本体からの漏

れを防ぐため未然に防止策を講じるものです。

地下貯蔵タンクは、内面にＦＲＰを２ミリ張り

つけるものです。地下配管については、附帯工

事として交換するものです。今回の変更許可申

請については、許可施設の変更であり、垂水市

長名で許可しております。

　以上でございます。（北方貞明議員「関係課

との協議」と呼ぶ）

　関係課との協議については、土木課と協議し

ましたが、そこ辺のことについてはもうちょっ

と詰めていきたいと考えております。（北方貞

明議員「答弁しましたけど、答えになっていな

いような気がする。して、どうだったか」と呼

ぶ）

　公道の件につきましては、土木課と協議しま

したところ、地籍調査によりまして個人の私有

地が入っております。そこ辺のことについて協

議をしましたが、そこ辺については消防法の関

係からはちょっと協議しておりません。

〇土木課長（深港　渉）それでは、今の浜平

の石油スタンドのことについて、特に隣接して

おります公衆用道路についての協議についてお

答えいたします。

　今、消防長のほうからありましたとおり、今

回、議員御指摘の変更申請の許可が既におろさ

れておりまして、今回の質問で初めて私どもも

その工事がなされることを認識した次第でござ

います。

　そういう意味で言いますと、認可前、いわゆ

る変更許可の前にその協議がなされなかったこ

とは事実でございますが、議員もおっしゃられ

たとおり、18年にも議会のほうで質問されてお

りまして、共通の公道があるという認識は持っ

ているものと思っております。

　しかしながら、今、消防のほうからも説明が

ありましたとおり、あくまでも認可された敷地

内での変更、あるいは言い方を変えますと、タ

ンク、公衆用道路まで境界を侵したタンクその

ものの移設の工事ではないということでござい

まして、あくまでも今まで認可されております

敷地内での変更の、強化のための工事であると

いうことから、今回については移設云々の直接

の協議はいわゆるスタンド側とは行っていない

状況でございます。一応スタンドについての今

までの質問の中では、以上のことでございます。

　続きまして、垂水港の駐輪場整備についてお

答えいたします。

　御指摘のとおり、垂水港におきましては相当

数の自転車や単車等が、専用駐車場があるにも

かかわらず屋根つきの歩道上に駐輪されており、

管理されます鹿児島県におきましても「歩道内

駐輪禁止」の看板を設置されたり、その対策に

苦慮されている状況があるようでございます。

　議員の言われる屋根つきあるいは壁つきなど

防風対策を施した駐輪場の整備要望について、

直接の所管であります大隅地域振興局港湾漁港

係のほうへ問い合わせましたところ、垂水フェ

リーの鴨池港やあるいは桜島フェリーなど、県

が管理します港湾施設の中でこのような駐輪場

の施設は設置されていないという状況でござい

ます。北風が強く、降灰も多いことの事情も理

解はするが、特段の要件とは言いがたく、垂水

港に限って整備するのは現時点では厳しいとい

う見解でございました。

　しかしながら、現実的には議員の言われるよ

うな現状がございますので、要望するための設

置要件でありますとか、あるいは市のほうで占

用設置する手法がないかなど、財政的見地等も

踏まえまして検討してまいりたいと考えており

ます。

　以上でございます。

〇企画課長（太崎　勤）乗り合いタクシーの

概要と、今後、市民の方からの要望に対して見

直しをする予定はあるのかという御質問にお答
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えをいたします。

　既に新聞等で詳細に報道されておりますが、

12月１日に事前予約型のたるみず乗り合いタク

シーの運行を開始いたしました。

　この乗り合いタクシーは、大野地区と水之上

地区で運行していましたコミュニティバスにか

わる手段として導入し、利用者の利便性を図り

ながら運行の効率化を図るとともに、現在、交

通空白地域である市木地区や小谷・段地区など

に新たな交通手段として導入したものでござい

ます。

　運行区域につきましては、コミュニティバス

が運行していた大野線、内ノ野線の範囲を基本

に、路線バスが運行している国道220号から離れ

ている地域を対象にいたしました。

　その理由といたしましては、本市の公共交通

政策に関しましては路線バスが基幹で、それを

補う形で乗り合いタクシーの運行をするのが大

前提にあり、路線バスと乗り合いタクシーの競

合に配慮し、共存できる体制をとっていかなけ

ればなりません。そのために、路線バスの路線

と重複しないように運行区域を決定し、中央地

区内での移動には利用できないようにいたしま

した。

　この運行の実施に当たりましては、垂水市地

域公共交通活性化協議会をことし２月に設置い

たしまして、運行開始まで区域や時間などの事

業内容を協議、検討してまいりました。この協

議会のメンバーは、住民または利用者の代表、

関係公共機関の代表者、関係事業者の方、そし

てオブザーバー委員として九州運輸局、県関係

者で構成されております。

　今後も、この協議会において、市民の方から

の要望や実際の利用状況を踏まえて随時見直し

を行うこととしておりますので、市民の方から

の要望に関しましてはこの協議会で検討し、見

直しを行っていきたいと考えております。

　また、他の地域から要望はないかとの御質問

でございますが、パンフレット配布後、城山団

地の一住民の方から、「この地域にも走らせて

ほしい」との御要望がありましたので、現在の

運行区域の設定について御説明し、「今後、検

討させていただきたい」との回答をいたしてお

ります。

　以上です。

〇市民課長（葛迫隆博）国保の医療費削減に

関する御質問にお答えいたします。

　平成21年度に高額医療費指定市町村として国

の指定を受けることとなりました。そこで、義

務づけられております安定化計画を策定いたし

まして、国に提出したところでございますけれ

ども、これは、保険者として国保の現状、課題

を分析しまして、その方向性を示し、数値目標

など実施行動について記載しております。この

計画に基づき、１つずつ確実に実行することが

担当部署としての使命であると認識いたしてお

ります。

　総論として、入院医療費が非常に高いという

のが実情であり、課題となっておりますけれど

も、健全な国保事業の運営には国保に加入され

ている方々の理解と協力が不可欠でございます。

日ごろからの健康づくりと健康チェック、そし

て異常があったら直ちに病院へ行くというのが

基本となります。理想の形としましては、健康、

予防に留意していただき、できるだけ病院にお

世話にならない健康づくりに努めていただきた

いということに尽きます。

　しかしながら、人間生きていく以上、歯や目

の治療など、けがもいたします。病院に行かな

い人はいないわけでございますけれども、要は

大きな病気にかからず、手術まで至らないよう

に、ふだんから健康増進に対する認識を持って

いただき、積極的な健康診断の受診とあわせ、

スポーツなどへも参加していただく環境づくり

が必要であると考えます。

　方向性の１つに、保健福祉課が策定いたしま
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す「健康たるみず21」に関連し、市民の健康増

進に係る施策を実行する体制づくりと実行が求

められております。そのようなことで、本年度

に新たに実施いたしました事業を申しますと、

まず、医療関係者の方々との意見交換を行って

おります。垂水中央病院長に医療に関する現状

と課題についてお伺いし、また市医師会の定例

会にも出席をし、特定健診の実施体制とジェネ

リック医薬品の使用促進についてお願いいたし

ました。また、同様に薬剤師会にも出席いたし

ており、今後も引き続き意見交換の体制づくり

に努めてまいろうと考えております。

　次に、市民の方々が参加される事業としまし

て、まず、後期高齢者医療広域連合会の協力を

いただきまして、８月から２カ月間にわたり「い

きいき教室」を開催いたしました。老人クラブ

五十数名の方々の参加により、健康体操初め、

健康チェックを家庭や地域で実践していただき

ましたが、「効果があった」という意見が多く

寄せられ、大変喜ばれておりました。

　２つ目の事業ですが、特定健康診断の対象と

ならない30歳から40歳の方々を対象に、鹿児島

県赤十字血液センターの協力をいただき、11月

29日に献血と健康診断を実施いたしました。105

名の方が参加され、うち献血された方が54名で

ございました。また、血液検査の通知書を送付

される方々が74名となり、今回の健康診断、献

血を通して健康チェックの習慣づくりにつなが

ることを期待しております。

　そして３つ目ですが、これは次年度の事業計

画となる予定でございますけれども、鹿屋市の

県民健康プラザで行われております健康づくり

事業への参加について協議いたしました。対象

者として、特定健診の結果、特定保健指導を受

ける方々に利用していただきたいと考えており

ます。

　以上が新たに開催した事業ですが、特定健康

診断と特定保健指導についても、保健福祉課と

の連携により実施している最中でございます。

受診状況を申しますと、40歳から65歳未満が27.7

％、65歳から75歳未満が45.9％となっており、

特に40歳から50歳までの方々の受診率を上げる

ことを目指す必要がございます。また、重複あ

るいは頻回受診者に対する戸別訪問指導も実施

いたしております。今後も、保健福祉課で実施

されております予防保健事業との連携により、

疾病予防及び早期治療に向けて取り組んでまい

ります。

　次に、基金に対する御質問でございますが、

県内18市の状況を申し上げます。

　平成20年度末の基金積立額が３億円以上の保

険者が５市、１億円から２億円台の保険者が６

市となっております。残り７市が１億円以下で

すが、垂水市が8,000万円台で、2,000万円台が

２市、1,000万円台が１市、100万円台が１市、

20万円台が１市、そして積み立てなしが１市と

いう状況でございます。

　理想とする基金の積立額ですが、新型インフ

ルエンザや自然災害など予期せぬ事態への医療

等の給付を考慮しますと、少なくとも年間医療

費の１割、すなわち１億5,000万円程度と考えて

おります。

〇生活環境課長（迫田裕司）食肉センターに

ついてお答えします。

　まず、関係各課から成るワーキンググループ

を設置したかどうかということですが、平成21

年10月21日、垂水市と畜場検討委員会を設置い

たしました。目的は、と畜場の民営化を図るた

めにさまざまな問題を調査し、協議するもので

ございます。副市長を委員長とし、委員は、企

画課長、総務課長、財政課長、土木課長、税務

課長、農林課長、生活環境課長のほか、市長が

職員の中から任命する者となっております。同

日、第１回垂水市と畜場検討委員会を開催し、

現地視察後、環境センターにおいて協議してお

ります。
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　次に、垂水市と畜場運営協議会の委員として、

新たに議会からも入れたらということでござい

ますが、市長も、ぜひ議員の皆様も参加してい

ただきたいと考えているようでございます。ま

た、年度内に垂水市と畜場運営委員会を開催し

ていただきたいということにつきましては、市

長よりその意向の指示を受けております。

　最後に、新設民営化の期限を５年と設定した

らどうかという御提案でございますが、施設や

機械の老朽化は議員御指摘のとおりでございま

して、あと５年もつかどうか非常に厳しい状況

であります。この件につきましては、垂水市と

畜場運営委員会で御検討いただきたいと考えて

おるところでございます。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　それでは、２回目の質問をさ

せていただきます。

　観光のほうは、いろんな問題をクリアして前

向きに取り組んでおられることを認識しました。

　えさやり体験などでしたら、やはり遊漁船の

登録とか要るわけですけど、それは垂水漁協の

普通「えさ船」と言いますが、あれは多分作業

する方だけの登録メンバーと思います。それで、

あの大型の船にはまだ遊漁船許可というのは大

半が持っていないのじゃないかなと思うわけな

んですけれども、こういうことですべてをクリ

アしていかれると思いますけれども。

　それと、宿泊も簡易宿泊所という法的に緩や

かであって受け入れやすくなったということで、

大変喜んでおるところでございます。それは観

光課だけじゃなくて、どうしても水産課も入る

と思いますから、席もこうして並んでおられま

す、そして役所内のフロアも一緒ですから、そ

の協議を密にしていただければと協力をお願い

します。水産課にお願いしておきます。それで

は、民泊のほうはそれで終わります。

　ロケは、各地でそういうふうな誘致合戦が行

われておるわけなんですけれども、私も初めて

知りましたけど、高倉健以降そういうふうに、

先ほど言われましたように、「カムイ外伝」で

すか、それが当地に訪れて調査されたというこ

とで、今後もそういうようなことを積極的に観

光課で取り組んでいただければと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。

　それと、私はちょっと都はるみも言いました

けれども、本市では私たちが小さいころ、山下

画伯が垂水市に訪れて、私も小さいとき見た記

憶があるんですけど、本城川で。そういうこと

で、山下画伯が本城川近辺とか江ノ島、あるい

はあらゆるところで絵をかいておられます。そ

ういうことで垂水ではそういうゆかりがあるわ

けなんですけれども、今たびたび放映されてい

ますテレビで「裸の大将」、これも一応ドラマ

として誘致される材料はあるんじゃないかと思

います。といっても、これは私がちょっと今さ

っき考えたわけですけれども、「裸の大将」、

垂水には「ぶり大将」もありますから、それも

利用されたらいかがかと思っております。

　そういうことで、垂水には桜島、江ノ島、そ

して今言いました牛根地区の道の駅に以前は日

本一の足湯でしたか、そういうのも桜島をバッ

クにしていいロケーションがあると思いますか

ら、よろしくその辺も取り組んでいただければ

と思っています。よろしくお願いいたします。

　次に、消防ですけれども、42名から44名の体

制で充実されると言われましたけれども、これ

は新しく入った方、採用された方は６カ月から

８カ月の研修期間がありますよね。それで、や

はりどうしても欠員が生じると思うんですけれ

ども、その辺はどう考えておられるのか。私は

この間、牛根地区に行ったら、「この間は救急

車に２人しか乗っおらんかったよ」という住民

の人からの声も聞きましたので、今その辺はど

うなっているのか、もう一遍お願いいたします。

　次に、スタンドの件なんですけれども、敷地

内のタンクの修理を許可されたということです
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けれども、公道も敷地内になっておるわけです

ね。公道は、申請のとき敷地内として申請され

たかもしれませんけれども、これは申請されて

現場確認に行かれたのかなと。現場確認に行っ

ておれば、そこに地籍調査した後があるわけで

すから、びょうが打ってあると思うんですよね。

そこは、あっこれは公道だな、集落道だな、集

落道路にこういう埋設されておるんだなという

のをお気づきにならなかったのか。気づいてお

ってこれを許可されたということはどういうこ

とか。

　それで、協議をされたというのは、私が一般

質問を申し込んで、それから協議をされたんじ

ゃないですか。申請されて、許可される間に協

議されたのじゃ私はないと思うんですけれども、

その辺をはっきりしてください。

　そして、集落の方々は何も説明を受けていな

いんですよね。私は打ち合わせのとき、「今か

らでも遅くはないですよ。集落の方々に説明を

したらどうですか」と消防長に進言したはずで

すけれども、それも実施されていませんよね。

それで、そこを通られる方は、道路がない関係

上、隣の敷地をまたいで国道のほうに出ておら

れるんですよ。その辺をどう思われますかね。

とにかくこれは消防長の独断でやられたと思う

んですが、許可をもらっていると言いますけれ

ども、あらゆる機関には全然協議されていませ

んよね。

　そういうことで、集落の説明と、それから今、

公道ということが発覚したと思うんですけれど

も、すぐこの工事をとめることはできないのか、

その点をお伺いしておきます。

　駐輪場ですけれども、県のほうでは桜島フェ

リーのところ、鹿児島側の垂水フェリー、まだ

そういう施設はしていないということですけれ

ども、灰も降るということは先ほども言われま

したけれども、できるだけその方向でちょっと

後押しをしていただけないでしょうか。

　私がなぜこれを言うかといいますと、垂水の

表玄関としてサイクリングロードの拠点地とし

て、これは今、議長の川議員も前、質問され

たと思うんですけど、拠点基地とした形で県に

働きかける。そうすれば、道の駅とか猿ヶ城と

か自転車で行けると思いますから、その辺のほ

うもひとつ考えていただければと。これはサイ

クリングロードというのは恐らく観光課になる

んですかね、そういうような形で。

　そして今、県が推進している錦江湾しおかぜ

街道でしたかね、何かこういうような事業があ

りますよね。そういう事業を取り組んでそうい

うふうにやっていただければいいなと私は思っ

ているんですけど、その辺のほうも努力してみ

てください。

　乗り合いタクシー、見直しについては前向き

な返事をいただきました。ありがとうございま

す。

　そして、協議会で審査すると言われましたけ

れども、協議会はオブザーバーとして九州運輸

局、県の関係者と言われましたけど、いく前に

垂水の住民代表、関係機関、市役所、業者、こ

の３人で取り決めはできないものかと。この運

輸機関とかあるいはいろいろコースのことがあ

るかなと私も思うんですけど、タクシーやった

らいろんなコースを走るわけですから、垂水の

業者、役所、利用者代表で協議できる部分じゃ

ないかなと思うんですが、その辺はどうなんで

すかね。

　そして私の住んでいる城山なんか、市木から

来て、Ｕターンじゃなくてちょっと曲がってい

ただければ通れるコースと思うんですけれども、

その辺も考えてください。ということはですね、

私の城山には配布されたわけですけど、私はお

年寄りから「北方さん、これをもろたけどよ、

我が家へんな載っおらんなよ。何なっとな、こ

のパンフレットは」と言われたことがあるんで

すよ。だから、利用されないところは無駄じゃ
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なかったかなと思っているんですけど、その辺

をひとつちょっと。無駄でなければ、無駄でな

かったでいいんですけれども。

　国保について。

　基金が積み立てが理想的なのは１億5,000万円

ほどと言われました。この理想に近づくように

いけばいいわけでしょうけれども、ことしなん

かは新型インフルエンザ等が流行しつつありま

すので、この辺で8,000万円台の基金もまた少な

くなるのかなと１つは心配をするわけですけれ

ども。それで、高額医療を抑制するには定期健

診等もありますけれども、先ほど言われました

献血も、400CCあればいろんな成分検査もしても

らえますよね。そういう形でそういうチェック

も予防的なことはできると思います。そういう

のを徹底してやっていただきたいと思いますが。

　その中で、人間ドックをもっと推進されたら

どうかなと思うんですよね。がんや糖尿病にか

かる前に精密検査を受けるわけですけれども、

やはりそういうドックをすることによって早期

発見ができる場合もあると思うんですけれども、

だから、ドックを進めていただきたい。そして、

ドックは今どれぐらいの助成ができるのか、そ

の辺もひとつ教えていただければと思っていま

す。

　次に、食肉センターですけど、大方のことは

わかりました。本当にワーキンググループです

か、これも既に開催されて、そして協議会も、

感王寺議員が言われました議会からのそういう

ことも前向きに考えていただいたということで

納得いたしました。そして年内の開催もあり得

るということで、食肉関係の質問は要望として、

これで終わりますけれども。

〇消防長（関　修三郎）２回目の御質問にお

答えいたします。

　１点目の職員の教育研修期間中、人員が少な

くなるが、勤務に支障はないかとの件について

お答えいたします。

　新職員の研修については、消防職員として最

低限の研修であります初任科教育として６カ月

間、救急科教育として２カ月間、県消防学校に

入校いたします。また、新職員の研修がない期

間に、通常勤務に支障がない範囲で救急救命士

の研修も実施します。

　新職員については本署に配置して研修及び教

育をするために、牛根分遣所の勤務体制は当分

の間は11名体制となりますが、勤務体制に支障

がないように配慮していきます。

　現在、救急車の３名乗車については、公休等

の関係で研修等を考えていまして、なかなか３

名乗れないときもあります。

　続きまして、浜平のガソリンスタンド施設の、

公道上であるが、なぜ許可したかとの件につい

てお答えいたします。

　昭和42年10月に設置許可申請が県知事に提出

され、許可され、その後、昭和43年７月に敷地

拡張の変更許可申請がなされ、許可になってお

ります。今回の変更許可申請は許可施設内の変

更施設であり、許可しております。

　次に、当事者から市のほうへ土地使用許可申

請が出されているかの件についてお答えいたし

ます。

　当事者から市のほうへは土地使用許可申請は

提出されていません。

　次に、この工事期間については、平成21年11

月10日の許可後から平成21年12月17日までの予

定です。

　次に、今回の工事を中止することはできない

かとのことですが、許可施設の工事については

現在のところ中止させる理由がありませんので、

中止は考えておりません。

　次に、今回のスタンド側の工事について集落

へは説明したのかとのことについては、消防本

部においては地域住民に説明する必要はないと

判断しました。今後は関係課と十分連携、協議

してまいりたいと思います。
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　それと、協議したとあるが、一般質問後かと

いうことでありますが、これは一般質問後で実

施しております。

　それと、現場確認については、申請の段階で

現場確認は実施しております。

　以上です。

〇企画課長（太崎　勤）北方議員の乗り合い

タクシーにつきましての２回目の御質問にお答

えいたします。

　公共交通活性化協議会の委員が３者ぐらいで

できないかということでございますが、この乗

り合いタクシーにつきましては、地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律に基づきまして、

地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議

及び連携計画の実施に係る連絡調整を行うため

に設置をしたものでございます。したがいまし

て、この事業は、今回の事業は実証運行としま

して２年とちょっとになるわけですが、国の国

土交通省の地域公共交通活性化再生総合事業を

活用しまして実施したものでございます。

　したがって、この地域公共交通活性化協議会

のメンバーにつきましては、運輸局、県も広く

オブザーバーの委員やら、それと地元の住民の

方、関係の代表者、これらをすべて含んだ形の

協議会を設置をしております関係で、最終的な

決定そのものはこの活性化協議会、あるいはタ

クシー事業者との事業に関する覚書につきまし

ても、この活性化協議会と覚書を結んでやると

いうような形になっております。

　それと、城山団地へのパンフレットの配布の

理由でございますが、城山団地へのパンフレッ

ト配布を、なぜしたのかということでございま

すけれども、乗り合いタクシーに関するパンフ

レットは、11月中旬に運行区域に全戸配布とい

う形でいたしております。具体的に申し上げま

すと、元垂水地区を除く市木、大野地区、水之

上地区、新城の小谷地区、そして浜平地区を除

く中央地区に配布をいたしました。中央地区に

関しましては、一部地域を除いて同地区内での

利用はできないわけですけれども、乗り合いタ

クシーの運行区域ということから、より多くの

方に利用していただきたいと、事業の周知を図

るために配布をいたしたわけでございます。

　この事業を継続していくためには多くの方に

利用していただくことが重要であると考えます

ので、乗り合いタクシーのことを多くの方々に

知っていただくことが必要でございます。今後

は、市報等を活用いたしまして市内全域に周知

を図っていく予定でございます。

　以上でございます。

〇市民課長（葛迫隆博）がんあるいは糖尿病

などの早期発見・早期治療に関して、人間ドッ

クの奨励が重要ではないかということにつきま

しては、御指摘のとおりであります。

　節目等健康診査事業で予算化しておりますが、

20年度決算で申しますと、324万円の予算に対し、

206万2,000円の支出でございました。執行率で

64％となりますが、過去３年間で人工透析の開

始になった方々が16名ふえている現状を考慮し

ますと、糖尿病の予備軍と言われる方々の人間

ドック利用を強く望んでおります。

　そこで、平成20年度の利用実績ですが、１日

ドックが40名、２日ドックが２名、脳ドックが

１名、そして２日ドックと脳ドックを一緒に受

けられた方が13名で、合計56名の方々が利用さ

れております。ちなみに、本年度は11月末で71

名の方々が申し込みいただいているところであ

ります。

　人間ドックの指定医療機関は、垂水中央病院、

鹿児島県厚生連病院、そして鹿児島県厚生連健

康管理センターですが、助成内容については、

垂水中央病院における助成額で説明いたします。

　１日ドックが３万9,900円で、うち２万8,000

円を助成しております。２日ドックが７万3,500

円で、うち５万円を助成しております。脳ドッ

クが２万9,000円で、うち２万円を助成しており

― 71  ―



ます。２日ドックと脳ドックにつきましては９

万1,500円となりますが、うち６万円を助成して

おります。

　なお、参考までに、垂水中央病院では次年度

から、がん２日ドックを初め、新たな検査項目

の拡充を図るということでございますので、積

極的に協力していきたいと考えております。

　周知につきましては、これまで同様、全戸配

布の「国保だより」で行いますが、掲載回数の

検討とあわせ、各種会合を利用いたしまして利

用案内に努めてまいりたいと考えております。

〇北方貞明議員　３回目の質問になりますが、

もう一遍消防長に聞きます。

　定員のほうは、牛根分遣所のほうはまだ２名

体制があるということですね。はい、わかりま

した。牛根の方のためには早いこと３名体制に

してください。お願いします。

　先ほど、ガソリンスタンドに入りますけど、

現地確認はしていないと言われましたよね。申

請書が来れば図面とか、（「現地確認は先ほど、

よろしいですかね」と呼ぶ者あり）このごろし

たんでしょう、それは。調査申請のときでしょ

う。（「申請後、実施しております」と呼ぶ者

あり）それはそれでいいが。

　土木課と協議されたと言いましたよね。（「土

木課と協議しましたのは、この……」と呼ぶ者

あり）

〇議長（川達志）北方議員、質問をしてく

ださい。

〇北方貞明議員　はい。土木課と協議されたと

言いましたけれども、済みませんね、私は土木

課にこの件で行ったときは、私がこの一般質問

を申し込んだとき、その後に課長は、私がその

話をしたら、「あれっ、あそこで工事をしとっ

たよね」と、先週の金曜日なんですよね、言わ

れたのは。鹿屋から帰りに気づいたと。それで、

消防からその時点までは全然土木課には行って

いないんですよ、それで協議はされていないん

ですよね、申し込むときに。その辺がちょっと

僕は不思議でたまらないんですけれども。

　ということはですね、18年には消防のほうは

公道があるということは認識されているんです

よ、前の消防長がそう答えておるわけですから。

だから、そこをですね、土木課の所管であるの

になぜそういうような単独でして、また協議も

しておられないのに協議をしたとか、その辺を

ちょっと、もう最後ですけど、教えてください。

〇消防長（関　修三郎）敷地については、公

道がそこに入っていますけど、これについては

許可施設内ということで今回は変更許可を出し

ております。

〇北方貞明議員　公道内な。それと、土木課の

協議のところだけ、土木課、もう一遍お願いし

ます、協議の部分だけ。

〇土木課長（深港　渉）御指摘のスタンドの

ことについての協議がなされたかということで

ございますけれども、これは議員のおっしゃら

れるとおり、今回の質問の通告がなされた後に

協議がなされております。

　そして、私どものその協議の中での理解度と

しましては、今、消防長のほうからもちょっと

ありましたけれども、従前昭和42年でしたです

か、一たん認可された施設であると。あくまで

もそのときの境界問題は別といいますか、認可

された施設内での変更の工事であったために許

可をしていると理解しているわけです。

　したがいまして、私どもとしましては、18年

以前にもそういう境界の問題がありまして、ま

してや平成10年にはこの地籍の調査が入りまし

て、正式な境界が認証されているわけでござい

ますので、当然、今のスタンド敷地にまたがっ

てといいますか、そういうような形で公衆用道

路があることは認識しております。

　それに関連しまして、今回のこの質問の通告

がなされましてから、実は昨日だったんですけ

れども、私も現場のほうに行きまして、議員の
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御指摘のとおり、その当時の地籍によるびょう

が確実にまだ残されております。面積といいま

すか、幅員も隣の敷地から1.8メートルありまし

て、そのように残っておりまして、そのときに

現場の管理者、いわゆる所長という立場でござ

いましたけれども、隣に公衆用道路あるかとい

うことを認識しているかということを尋ねまし

たところ、「それは認識しております」という

ことでございました。

　ただ、経営者あるいは代表者も御存じかとい

うことになりますと、「御存じだと思われます」

というような言い方をされたんですが、私ども

としましては、今回といいますか、18年にもそ

ういう議題がありまして、たびたびこの問題が

ありますので、今後はそのように、またいわゆ

る経営者がかわる懸念も考えられますことから、

現場サイドの認識だけにとどまらないよう、文

書によりまして経営者あるいは代表者のほうに

境界の明示であるとか、あるいは施設の大幅な

構造をするときに公衆用道から除去していただ

くということの指導をしてまいりたいとは考え

ているところでございます。なお、現時点での

いわゆる排除命令といいますか、そういうこと

に関しましては莫大な費用が考えられますので、

その点等から現時点での即座のそういう措置は

ちょっと困難であると考えているところでござ

います。

　以上でございます。

〇消防長（関　修三郎）先ほど現場確認のび

ょうの確認については、「一般質問後」と申し

上げましたけど、「一般質問の通告後」という

ことで訂正をお願いいたします。まことに失礼

しました。（北方貞明議員「ありがとうござい

ました」と呼ぶ）

〇議長（川達志）次に、16番川畑三郎議員の

質問を許可します。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　人生の大先輩であられます北

方議員が時間いっぱい元気に質問されましたよ

うでございます。皆さん方も眠い中だったでし

ょうけれども、活発な質問で大変よかったのか

なと思います。

　私もその後を追いまして５番バッターで質問

させていただきますけれども、項目が３項目と

いうことで、北方議員の６つの質問からすれば

半分ですけれども、いい回答が得られれば早く

終わりたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

　ことしも残すところ20日余りとなりました。

このところ桜島の活動が活発になり、降灰で嫌

な毎日が続いております。朝起きますと、桜島

の状況はどうだろうかと眺めるのが私の一日の

始まりのようになりました。垂水特産のキヌサ

ヤ、インゲンにも大きな被害が出るのではと心

配するところであります。

　さきの衆議院議員選挙において民主党が歴史

的大勝で政権交代いたしました。国民の生活は

よくなるのでしょうか。垂水市も国の事業仕分

けがあった中で、来年度予算のヒアリングが始

まろうとしております。農業行政も政権交代に

よって大きく変わるのではないかと考えます。

垂水市における農業政策はどうなっていくのか、

特に農道整備事業の廃止には大変驚いたところ

であります。

　中山間地域整備事業について。

　垂水市が23年度より事業着工を目指して、各

課からの要望を取りまとめながら事業計画書を

作成中と聞いております。現在までの取り組み

状況についてお知らせ願います。

　福祉行政について。

　政権交代により生活保護世帯への母子加算の

復活もありました。福祉事業はどうなっていく

のか、お知らせください。

　国道拡幅について。

　９月議会でも質問させていただきました。早

崎改良事業の地元住民への説明もございました。
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トンネル工法になったようですが、今後の取り

組みを説明願いまして、１回目の質問を終わり

ます。

〇農林課長（山口親志）川畑議員の質問にお

答えいたします。

　まず、政権交代による農業施策についてであ

りますが、農林課としましては農業政策の動向

が非常に気になっているところでありまして、

県の会議でも質問をいたしておりますが、県の

段階でもまだ流動的であります。

　例えば、主要な農業政策であります戸別所得

補償制度と水田農業構造改革交付金の産地確立

事業、いわゆる転作事業との関係、それから担

い手育成関連事業の見直し、中山間地域等直接

支払推進事業と農地・水・環境保全向上対策事

業との関係等がどのように変わっていくのか、

今後、指摘のとおり、県、関係機関と連絡を密

に行い、情報収集に努め、対応してまいりたい

と思います。

　それから、農道廃止の件で議員のほうの質問

がありました。

　事業仕分けで農道整備事業の廃止に対する垂

水市への影響、今後の対策についてであります

が、国の事業仕分けでの農道整備事業はもとに

なる農道単独事業の廃止でありまして、国庫補

助事業の農道の新設、改良における一体的整備

が対象になっているところであります。例えば

農免農道、それから樹園地農道整備等が対象の

ようでありますので、本市の主要な農道は既に

整備済みと考えております。

　次に、中山間地域総合整備事業の現在の取り

組み状況でありますが、御存じのとおり、この

事業は、中山間地域総合整備事業、ＫＡＭ大隅

西部地区が本年度で完了することから、新たに

垂水市単独だけの県営事業を事業採択に向けて

事業計画書を作成中であります。

　現在、各課からの農業用用排水、農道・圃場

整備、農地防災、集落防災、鳥獣侵入防止施設、

集落排水、集落農道、防火水槽等の事業を取り

まとめておりまして、総事業費で15億円程度と

なっております。

　今後は、要望箇所を採択要件と照合しながら

見直しを行いまして、事業費を絞り込み、22年

度事業申請に向けて、県と市財政課との協議、

調整を図りながら、採択予定であります23年度

より工事着工して、５カ年で推進整備を行って

まいりたいと思っております。

　以上であります。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）川畑議員の政

権交代による福祉事業はどうなるかについてお

答えします。

　保健福祉課所管の事業につきましては今のと

ころ影響はないものと考えておりますが、福祉

事務所所管の事業につきまして、事業復活がご

ざいますので、御説明いたします。

　最初に、援護係に関してでございますが、平

成21年12月１日より、生活保護世帯への母子加

算の復活と、母子加算の復活に伴い、ひとり親

世帯就労促進費が廃止されました。母子加算と

は、父母の一方もしくは両方が欠けているか、

またこれに準ずる状態にある場合に、通常その

対象者が18歳到達年度末までに当該養育者に対

し行うというものでございます。

　母子加算は、一般母子世帯と被保護母子世帯

の消費実態の均衡を図るという観点から、平成

17年度から20年度にかけて段階的に廃止された

ところでございます。それにかわる給付として、

ひとり親就労促進費が創設された経緯があり、

また、今回の政権交代で母子加算が復活した次

第でございます。

　次に、児童障害者係で所管しております事業

についてお答えいたします。

　現在のところ、新たに子ども手当の創設がご

ざいます。この子ども手当は、現行の児童手当

制度を改めて、中学校修了までの子供を対象に

１人当たり月額２万6,000円を支給するものでご
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ざいます。これに伴いまして、現行の児童手当

制度は廃止の方向でございます。

　この法律の特徴としまして、支給に必要な費

用は全額国庫負担とすること、出生順位にかか

わらず皆同額の手当とすること、３つ目が保護

者の所得制限を設けていないことなどが特徴と

してあるようでございます。

　次に、児童扶養手当の拡充としまして、現在、

母子世帯に対してのみ支給されている扶養手当

を父子世帯に対しても支給するよう制度の見直

しが検討されているようでございます。

　次に、児童障害者自立支援法につきましては、

廃止後の仕組みが整った段階で廃止を決定する

としているようでございます。障害者自立支援

法は、身体、知的、精神の３障害のサービスを

一本化して平成６年４月に制定されたもので、

サービス利用料に応じて原則１割を支払う応益

負担となったことで利用者の反発などがあり、

これにかわる新法制定は障害福祉サービスの利

用者負担を応能負担とし、サービス支給決定制

度の見直しを行おうとしているようでございま

す。

　以上でございます。

〇土木課長（深港　渉）次に、３点目の国道

早崎改良についてお答えいたします。

　御指摘のとおり、本改良工事の地元説明会は、

国交省大隅河川国道事務所主催によりまして去

る９月29日に開催され、約40名の地元住民が出

席されております。

　この説明会では、小浜地区については用地幅

ぐい設置のお願いと、脇登地区はトンネル計画

実施設計に係るボーリング調査等のための立ち

入りの協力依頼が行われたところでございます。

　特にトンネル計画につきましては、この説明

会の中で、現況トンネルの開削については残土

処分の観点、現況トンネル拡幅については長期

間の交通規制が必要であることなどから、現時

点での方針では、御指摘のとおり西側、つまり

海岸側のほうに上り車線としてもう１本掘る計

画図面が提示されたところでございます。しか

しながら、これはあくまでも図上による方針で

ございまして、正式な工法や新トンネルの位置

は、ボーリングなどの地質調査の結果によって

決定されるとの説明でございました。

　このボーリング調査につきましては発注済み

でございまして、実はあす９日から現場調査が

開始されようとしておりまして、今年度中には

その結果が判明することとなっております。し

たがいまして、来年度中には正式な工法や、ト

ンネルになった場合の位置や構造等が決定され

るものと伺っておるところでございます。

〇川畑三郎議員　農業政策についてですけど、

課長のほうから詳しく説明がございましたけれ

ども、今、仕分けの中で、先ほどお話ししまし

たように、我々の身近な農道整備の廃止という

ようなことがうたわれたわけですけれども、大

変驚いたところですが、垂水市においてはそう

いった面は影響がないということのようですけ

れども。今、事業を続けている中山間直接支払

制度、農地・水・環境保全向上対策事業ですね、

これらも引き続き続けられると思うんですけれ

ども、この形態がどう変わっていくのか、今後

が心配ということではなくても、いい方向にい

けばなと思っているところです。

　そういった中で、ちょっと地域について質問

をしてみたいと思いますけれども、今、海潟の

飛岡地区と是井地区、是井地区は、これは旧飛

岡土地改良区内ですけれども、是井地区は耕地

整備が済んだということで、飛岡地区を地元の

皆さんで圃場整備をしようという機運が持ち上

がりまして、一応100％の同意はもらっていない

んですけれども、やろうという方向に進んでい

るわけですけれども、それには市のほうの大き

な援助が必要かと思いますけれども、この圃場

整備について課長にまたお尋ねを、どういった

方向で行けばいいのか、その状況をお知らせ願
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いたいと思います。

　それと、今度は海潟土地改良区内、旧海潟土

地改良区内のパイプライン化のことですけれど

も、これは平成５年、６年の災害で災害復旧型

の耕地整備をしていただいて、舗装も済みまし

て大分よく、本当によくなっているわけですけ

れども、そのときもパイプライン化が立案され

たわけですけれども、一部の人たちの同意が得

られなくてパイプライン化されていなかったわ

けです。

　しかしながら、現在、各地区でパイプライン

化が進みまして、どうしてもこの地域でもパイ

プライン化をお願いしたらということで、我々

も今の土地改良区と一緒になってお願いしてい

るわけでございまして、これが今さっき質問い

たしました中山間地域総合整備事業の中に繰り

込まれているということで進んでいるわけです

けれども、このパイプライン化についてどうい

う状況になっていくのか、ここら辺もひとつ課

長のほうでよろしく説明をお願いいたしたいと

思います。

　それと、福祉行政ですけれども、今、課長か

ら説明がございました。新しい目玉として子ど

も手当が１人２万6,000円支給されるという方向

で進んでいるようですけれども、一部では「自

治体の負担を」というような声も出ておりまし

て、先行きどうなるかなと考えてはいるわけで

す。いい方向に、選挙のときはそういう方向で

２万6,000円やるということで政権交代したわけ

ですけれども、今になってそういった声も聞か

れるということで、いろいろ新聞ざたでも議論

をされているところであります。

　この母子加算も今度復活したわけですけれど

も、これは、母子加算については自立支援とい

う原点から、就労援助と教育支援にということ

で平成20年度末までに廃止し、それにかわるひ

とり親就労促進費が創設されたということで１

年間進んできたわけですけれども、母子加算の

対象世帯が４世帯ということでありますけれど

も、ひとり親就労促進世帯というのは何世帯で、

どの程度だったのか、ここら辺もひとつ２回目

で聞きたいと思います。

　国道拡幅について、毎回質問をいたしており

ます。私の海潟地区ですので、大変地域の皆さ

んが関心をされるところでありまして、早崎改

良については一時凍結ということになりまして、

特に小浜地区のほうからも大変心配をされて、

どうにかならないかという要望があったりして、

市長が先頭に立って、大隅事務所のほうに陳情

を現地で提出いたしまして、これが凍結が解除

されまして事業が進むということになっている

ところで、今、課長のほうから説明がございま

した。

　ありがたいことだなと思いますけれども、ひ

とつこの説明会の後、先日ですけれども、小浜

の振興会のほうから、歩道は東側に通るわけで

すけれども、それを海側の西側のほうにもう１

つ歩道を両方つけてもらえないかという要望が

私にもありましたけれども、市役所にもあった

と思います。その状況について、どういう方向

でいかれるのか。国道事務所にお聞きされたと

思いますけれども、そこら辺をひとつ説明を願

いたいと思います。

　２回目を終わります。

〇農林課長（山口親志）川畑議員の２回目の

地域からの要望が上がっております圃場整備と

パイプライン化についてお答えいたします。

　もちろん、先ほど申し上げましたとおり耕地

のほうで、農林課の中で地域からの声を吸い上

げるということでこの事業の計画を、15億円と

いう事業の中にこの事業は上げております。も

ちろん行政側主導じゃなくて地域からの声を大

切にするということでこの事業に計画をしてお

りますので、先ほど言われましたとおり、同意

やらいろんな問題があるとは思いますが、地域

からの声ということで、この事業に一生懸命取
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り組んでいきたいと思います。

　あわせまして、パイプラインについても、工

種の中では海潟地区が１カ所、それから圃場整

備については二、三カ所を計画しておりまして、

県と国と採択要件を協議をする中では、工種的

には数が少ないので皆さんの協力を得ながら進

めていけるんじゃないかという前提で、川畑議

員の質問にお答えいたします。

　圃場整備とパイプラインの事業については、

先ほど申し上げましたとおり、工種が少ない中

で事業の推進を進めてまいりたいと思いますが、

今後の進め方についてですが、中山間地域総合

整備事業で整備計画をしておりまして、２つの

事業を計画をしておりまして、22年度で事業の

絞り込みをしてまいり、事業採択申請を行って

まいります。23年度が事業着工ですが、国、県

の予算措置の関係もございます。実施設計と一

部工事着工を行いまして、24年度からこの事業

に本格的な事業を開始してまいりたいと思いま

す。

　また、地域におきましてはワークショップ等

を開催しまして、先ほどもありましたとおり、

地元の同意の承諾等の調整を行いながら、２つ

の事業の推進をしてまいりたいと思っておりま

す。

　以上です。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）川畑議員の２

回目の質問にお答えします。

　ひとり親世帯就労促進費、今回廃止になりま

したけど、ことしの支出は２世帯の１万5,000円

の支出でございます。

　ちなみに、今回母子加算につきましては、対

象世帯が４世帯、７名分として８万4,100円の支

出を見込んでおります。

　以上でございます。

〇土木課長（深港　渉）２回目の国道早崎改

良の小浜地区の両側歩道整備の要望について、

お答えいたします。

　この要望書につきましては、市長あてに小浜

振興会長を代表に地区住民等の署名が添えられ、

12月３日付で受理しているところでございます。

　要望書の趣旨でございますけれども、説明会

では山側のみ、つまり御指摘の東側のみの片側

歩道設置と聞いておるが、その後、地区住民の

要望として、道路下に地区の墓地があることや

海浜への往来のため、本改良工事の中で海岸側

にも歩道を設置していただきたいというもので

ございます。

　御案内のとおり、本地区におきましては、費

用対効果等の観点から事業凍結になった経緯が

あり、その後におきましては、所管の国交省大

隅河川国道事務所から、計画以上の事業費増大

は特に困難であると聞かされておるところでご

ざいます。

　当然、要望書どおりの事業となりますと、工

事費や用地費が増大することや、説明会で現計

画が同意されたものとして既に一部用地境界ぐ

い設置等が進められておりますことから、現計

画以上の事業投資は厳しいことが予想されます。

しかしながら、地区住民の要望でございますの

で、国交省大隅河川国道事務所長へ原文そのも

のを進達することとしております。

　現時点では進達をまだいたしておりませんの

で、その可否についての結果は出されていない

状況でございますけれども、回答をいただき次

第、早急に小浜振興会へもお伝えすることとし

ております。

　いずれにしましても、事業再開決定を受け推

進されていますことから、早期の完成を図るこ

とが重要でございますので、誠実に対応してい

く所存でございます。

〇川畑三郎議員　ありがとうございました。

　農業政策については、垂水の産業の大きな柱

でございますので、ひとついろんな面で協力を

もらいながら進めていかれるようお願いします

けれども、今度の中山間地域総合整備事業につ
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いては、各課からたくさんの計画が上がってき

ているのではないかと思います。これから絞り

込みがあるでしょうけれども、15億円という大

きなお金で５カ年ということですので、なるべ

く全部をいい方向に取り組んでいかれるように

よろしくお願いいたしたいと思います。

　福祉行政については一番大事な問題ですので、

ひとつ政府がどういう方向で進むのかが大事な

ことでしょうけれども、頑張っていただきたい

と思います。

　国道拡幅については、今、課長から説明がご

ざいました。地元のほうからそういう要望も出

ています。これから国土交通省に進達されると

いうことですけれども、凍結から解除されて進

めるわけですけれども、地元のお話もしっかり

と聞いて、その方向を、地元のそれができなか

ったら、納得いく説明を地元の人にしてもらわ

んといけないと思いますので、振興会長さんを

筆頭に、またその結果をしっかりとして教えて

いただいて、協議をして、承諾をしてもらう。

どうなるかわかりませんですけれども、いい方

向で２つできればいいんでしょうけれども、そ

ういう事態が生じた場合は地元の皆さんにしっ

かりとした答えを出していただきたいと思いま

す。

　この工事がなるべく早く完成することを期待

いたしまして、私の質問を終わります。

〇議長（川達志）次に、９番森正勝議員の

質問を許可します。

　　　［森　正勝議員登壇］

〇森　正勝議員　皆さん、お疲れさまです。

　去る11月30日、グローバル・オーシャン・ワー

クス株式会社の落成式が行われ、創業が開始さ

れました。トータルで31名が採用され、18名が

正社員、13名がパートだそうです。この13名も

いずれ正社員に登用するとのことでございます。

ほかに垂水高校生男子２名を採用することにな

っておるそうです。31名中２名が鹿屋市からの

採用で、ほかはすべて垂水市から採用になって

いるようでございます。指宿からの転入者も８

名いらっしゃいます。垂水市への経済効果は非

常に大なるものがあるようでございます。今後

のグローバル・オーシャン・ワークス株式会社

の発展を期待し、垂水市としても全面協力をお

願いしたいというふうに思います。

　早速質問に入ります。

　まず、空き店舗対策、再活用についてでござ

いますけれども、昨年７月の商工会の調査によ

りますと、垂水市中心街３通り会の空き店舗は、

総店舗数76店舗中、空き店舗が20店舗、空き店

舗率26.3％となっております。商工観光課とし

てはこれをどのようにとらえ、どのように対処

されますか、お聞きいたします。

　次に、漁業緊急保証についてでございますけ

れども、養殖経営対策事業追加経済対策として、

１、もうかる漁業創設支援事業、２、漁業緊急

保証対策、３、漁船・養殖施設整備緊急融資利

子補給事業の３つがございます。そのうち漁業

緊急保証制度として、牛根、垂水両漁協への融

資の状況はどのようになっているのか、教えて

いただきたいというふうに思います。

　これで、最初の質問を終わります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）空き店舗対策に

ついての御質問にお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、本市の中心市街地にお

ける空き店舗の増加は、他の自治体にも同様の

傾向が見られますように、本市においても空き

店舗が多い状況は把握しており、まちづくり並

びに商工業振興上の課題としてとらえておりま

す。

　中心市街地の活性化に関しまして、平成18年

度に厚生労働省の補助事業で行いました地域雇

用創造調査研究事業によるアンケート調査を行

っております。その調査の結果、将来の事業意

向につきましては、「拡大したい」と回答され

た事業者が22.6％、「現状を維持したい」と回
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答された事業者が54.8％であるのに対し、「縮

小したい」「廃業したい」との回答も20.6％ほ

どあったことや、後継者の有無に関しても、「い

ない」「わからない」と回答された方が半数以

上もありました。このようなことから、現状維

持も楽ではない環境であるように思えるところ

です。また、この調査の結果は、議員が御指摘

になった現在の空き店舗率26.3％にも符合して

いるのではないかと思われます。

　次に、空き店舗対策への対応でございますが、

他の自治体では、空き店舗を利用する場合、家

賃助成を行っている例や、利用者を募り、短期

的なイベントとして提供している場合も見られ

るようです。しかしながら、やはり自助努力に

よる開店の機運がなければ、その後の経営に関

しましては厳しいことが予想されます。また、

空き家もそうでありますが、空き店舗の持ち主

の意思が反映されますことから、アンケートの

結果や、お聞きするところでは店舗を貸すこと

などに消極的な御意見も結構あるようでありま

すので、こうした面からも難しい対応になるよ

うでございます。

　商工観光課といたしましては、まず商店街及

び商工会で今後の対応を議論していただき、方

針など検討していただく必要があるのではない

かと思っております。もちろん市としてもとも

に取り組む姿勢ではおりますが、このようなこ

とをもとに商工会などとも連携を密に保ちなが

ら、課題を共有してまいりたいと考えておりま

す。

〇水産課長（塚田光春）漁業緊急保証制度の

利用状況について、お答えいたします。

　この制度は、昨年の燃油高に続く資材高騰や

魚価の低迷、未曾有の金融不安等の影響から資

金繰りに窮している漁業者等における漁業活動

の維持のために緊急保証の支援を行うため設け

られた制度でございます。

　制度の内容を具体的に申し上げますと、事業

対象者は中小漁業者、水産加工業者等で、漁獲

金額の減少や利益率が低下しているものとして

おります。これには認定要件が４つほどござい

まして、１つは、直近の漁期の漁獲金額が前年

同期に比べ３％以上減少していること、２つ目

は、燃油、飼料、原材料等のうち漁業支出に占

める割合が10％以上であるものの、価格が前年

同期に比べて10％以上上昇しているにもかかわ

らず、魚価等に転嫁されていないこと、３つ目

は、直近の漁期の利益が前年同期に比べ３％以

上低下していること、４つ目は、直近３カ月間

の販売利益が前年同期に比べて３％以上低下し

ていることとなっております。これらの認定は、

漁業信用基金協会の審査会が認定されるように

なっています。

　そこで、御質問の漁業者の制度資金の利用状

況でございますが、審査会が月１回程度の割合

で９月から開始され、最終は来年２月初旬に受

け付けを終了し、２月末が最終の審査会になる

ようでございます。

　そこで、11月末現在の両漁協の借り入れ状況

についてでございますが、まず牛根漁協では、

９月から11月にかけて10漁業者の13件で７億200

万円の申請を行い、１人平均借入額は約7,000万

円で、10漁業者すべてが融資を受けている状況

でございます。

　次に垂水市漁協では、10月より申請を始め、

11月末で19漁業者の27件が10億6,300万円の申請

を行い、１人平均借入額は約5,600万円で、19漁

業者すべてが融資を受けている状況でございま

す。

　なお、両漁協とも、12月以降も引き続き借り

入れ申請を行うようにしているとのことでござ

います。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　それでは、一問一答により質

問させていただきます。

　空き店舗対策についてでございますけれども、
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商店街や商工会で対応を協議すれば、それに消

極的な参加をするというふうに私はとらえたん

ですが、この空き店舗の原因としては、やはり

大型店舗の進出、後継者不足等、ほかにいろい

ろあるようなんですけれども、私は、空き店舗

対策協議会なるものを立ち上げて、商工会、専

門家、コンサルでもいいと思うんですけれども、

それから商工観光課が参加し、実態調査を行い、

２年ぐらいかけて協議し、専門家として、先ほ

どコンサルと言いましたけれども、鹿大とせっ

かく包括連携協定というのを結んでいるわけで

すので、鹿大の協力をいただいたりしてこの問

題に取り組んだらどうかというふうに考えるん

ですが、これについてお答えをお願いいたしま

す。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）２回目の御質問

にお答えいたします。

　空き店舗、また商店街といいますか、商工業

の振興につきまして、後ろ向きで決してとらえ

ているわけではございませんので、御理解いた

だきたいと思います。

　さて、空き店舗が発生する要因につきまして

は、議員御指摘の要因や消費者ニーズの変化、

経済不況による購買力の減退、商店街自体の高

齢化など、さまざまな要因が挙げられると思い

ます。

　御提案のありました空き店舗対策に関しての

協議会の設立については、適した御意見だと思

いますので、事業主体と考えます商工会とも十

分協議してみたいと思っております。

〇森　正勝議員　今ここに中小企業庁が出して

いる「新・がんばる商店街77選」というのがあ

るんですけれども、この中に、空き店舗を活用

して地域子育てステーションを開設、若い親同

士が気軽に集える場を創設したり、高校生が部

活動として地域に密着した駄菓子店を営んで多

くの若者が多様な主体としてまちを盛り上げた

り、弘前市の下土手町商店街では、参加商店の

連携のもと、可燃ごみとして排出していたダン

ボールや新聞紙、雑誌などの紙類を分別し、資

源として回収する古紙リサイクルシステムを構

築、運営されております。また、アンテナショ

ップを開設されているようなところもあるよう

でございます。

　やはり垂水もこのまま指をくわえて待ってい

るんじゃなくて、やはり何か垂水市としても取

り組むべきだと思うんですけれども、国の事業

を取り入れた事業はないのか、お聞きいたしま

す。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）御質問にお答え

いたします。

　ただいま御紹介いただいた例は、全国的に見

ましても非常にすぐれた成功事例であるように

思います。なお、ほかの事例として、近いとこ

ろで熊本市の健軍商店街では、空き店舗に健康

や福祉をテーマにした図書館をつくり、福祉や

健康相談を行おうとする例や、同じく八代市の

通町商店街のように、地元の人と商店街の人が

共同してマーケットをつくり運営する事例など、

活発に活動している地域もあるようです。

　本市における垂水旧港の空き施設を利用して

のたるみず元気市やとんとこ館の開設などもこ

うした動きの１つであると思います。

　次に、補助事業等についてでございますが、

国の補助金や交付金につきましては、単年度の

イベントに関しての補助や街路灯の設置など補

助制度などはあります。ほかに、先ほどお答え

しました自治体独自での空き店舗に関しての家

賃助成等を行っている事例などもございます。

　こうした事例の実施に関しましては、商店街

や商工会が実施主体となって行われているよう

でございます。また、さきに述べました熊本市

の健軍商店街のように、地方の元気再生事業を

活用した例や、石川県小松市の空き店舗に植物

工場を設置した事例は、国のテスト事業により

行われたようです。
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　市としても、先ほどの御質問にお答えいたし

ましたように、商工会などにおいてどのような

方向性を持って取り組むかなど、方針を見出せ

ましたら、そういうことに対しての補助制度な

どないのか、商工会と連携して方策を検討して

みたいと考えております。

〇森　正勝議員　空き店舗について、最後の質

問をいたします。

　先ほど鹿大の話が出ましたけれども、もし商

工会で協議会を立ち上げる場合、専門家として

鹿児島大学の先生の活用はできるのか、確認を

いたしたいと思います。

　それから、協議会の立ち上げについては、私

も今、商工会の役員をしておりますので、持ち

帰って商工会の総務部会で取り上げてみたいと

いうふうに思っております。

　そこで、関連ということで市長にお聞きした

いんですけれども、先日、街路灯の役割を知っ

てもらうため、「ライトダウン・イン・マーチ

ングロード」と銘打ってキャンペーンが行われ

たわけでございますけれども、大変好評だった

というふうにお聞きしております。

　商工会もいろいろとイベントは考えて努力は

しているんですが、会員数が年々減少して現在

373名でございます。運営補助費として年間192

万円を市のほうからいただいております。肝属

地区の他の商工会と比べてみますと、輝北町が

250万円、串良町が540万円、肝属町が1,400万円、

東串良が340万7,000円、大根占が440万円、田代

が385万4,000円、南大隅が750万4,000円となっ

ております。

　これを比べていただきますと、垂水市の運営

費がいかに少ないかおわかりだと思うんですが、

ほかに利子補給ということでことしは400万円で

すか、市のほうからいただいてはいるんですけ

れども、運営補助費としては、ほかの市町村と

比べたら非常に少ないのではないかと思うんで

すけれども、これの運営費のアップはできない

のかお聞きいたします。

〇市長（水迫順一）この商店街問題、空き家

問題というのは非常にどこの市町村も大きな問

題としてとらえていると思いますし、商店街が

やはり垂水市で言えば垂水市の顔となりますの

で、ここの空き店舗が26％になったということ

は、本当に深刻に受けなければいけない、そう

いうふうに思っております。

　一方で、商工会が果たしていただくいろんな

イベントや活動、それから商工会会員の維持活

動についても、努力をしていただいておるのも

わかっておるんでございますが、要はやはり商

店主自体の本当にやる気があるのか、後継者が

いないからもうこのままでいいよというような

考えも結構、中にはあるようでございまして、

そういう人たちを本当に発展的に商売を継続さ

せて、発展的にさせていくのには、やはり行政

だけではできませんし、商工会との連携がどう

しても必要だろうと、そういうふうに思うんで

す。

　ですから、御提案のいろんな協議会をつくる

ことも１つの方策でございましょうし、また補

助金等についてもこの状態ではいけないことは

十分わかっておるんですが、いろんな行財政改

革を進めてくる中で、まず利子補給のほうから

上げようということで、去年も100万円アップさ

せていただいたようなわけでございます。

　ですから、それら等を総合的に判断をしてい

ただきたいのが１つなんですが、財政が改善に

向かっているとはいえ、依然とこれから先の将

来を考えると厳しいところもございますので、

どういうことを今やったほうがいいのか、商工

会との連携、協議がまず大事だろうと、そのよ

うに思いますので、まずそのことからぜひやら

せていただきたい。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）３回目の御質問

にお答えします。

　本市は鹿児島大学との包括連携協定を結んで
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おりますので、協議会の立ち上げの話が進むよ

うでありましたら、企画課とも協議いたしまし

て出席してもらいますよう進めてみたいと思い

ます。

　なお、委員を委嘱するに当たりましては、事

業計画を立て、事前に協議するようになってお

りますので、３カ月程度の期間を要するようで

ございます。

〇森　正勝議員　よろしくお願いいたしておき

ます。

　次に、漁業緊急保証についてでございますけ

れども、今後、両漁協で幾つぐらいの業者の方々

の融資の申し込みが予想されるのか。また、審

査会の承認が見込めない業者の方がおられるの

かお聞きいたします。

〇水産課長（塚田光春）森議員の２回目の質

問についてお答えいたします。

　12月以降の両漁協の借り入れ申請でございま

すが、まず牛根漁協では、全養殖漁業者12漁業

者の中でこれまで10漁業者が借り入れの承認を

受けておりまして、残り２業者につきましては、

今のところ経営に支障がないため今回は利用し

ないということでございます。

　垂水市漁協につきましては、全養殖漁業者59

漁業者の中でこれまで19漁業者が借り入れの承

認を受けており、12月以降28漁業者が借り入れ

申請を行う予定でございます。残り12漁業者に

ついては、今のところ経営に支障がないため今

回は利用しないという状況でございます。

　次に、信用基金協会の審査会の承認を見込め

ない漁業者はいるのかとの質問でございますが、

両漁協につきましては、認定要件を満たせば各

金融機関から借り入れできるように最善の努力

をしておりますので、承認になるとは思います

が、ほかの漁協ではこれまでに承認をされてい

ない漁業者もあるとお聞きしておりますので、

審査会が終了しないとわからない状況でござい

ます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　個人情報がいろいろ言われて

いる中で、課長にいろいろ調査していただきま

して、漁業者の方々の現在の実態というのが把

握できたというふうに思います。

　養殖業者の皆さんは今ちょっとほっとされて

いるんではないかというふうに想像いたしてお

ります。今後とも、水産課としても両漁業に対

しては御協力をいただきたいということを要望

して、私の質問を終わります。

　ありがとうございました。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、３時15分から再開します。

　　　　　午後３時１分休憩

　　　　　午後３時15分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　８番池山節夫議員の質問を許可します。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　最低でも４時１分まではやれ

ということですので、頑張っていきたいと思い

ます。

　内閣府が全国の成人男女5,000人を対象に10月

に実施いたしました「男女共同参画社会に関す

る世論調査」を今月５日発表いたしました。こ

の調査によりますと、結婚について、「しても

しなくてもいい」とした人は70％、過去３番目

の高さであります。「結婚しても必ずしも子供

を持つ必要はないか」という質問に「賛成」と

答えた人が、「どちらかといえば賛成」を含め

て過去最高の42．8％に上ったということであり

ます。

　「賛成」が最も多かったのは20代女性の68.2

％、30代女性61.4％、20代男性が56.6％、30代

男性が56.3％との順であります。男女別でも、

女性が46.5％、男性38.7％となっています。

　若い世代の意識変化が進んで少子化の時代を
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反映した結果と言えますが、子供を育てる環境

に恵まれない人が依然として多く、子育てや介

護中であっても仕事を続けられるような支援を

行政に要望する声がふえております。

　11月１日より垂水市子育て相談支援センター

がオープンをいたしました。子育て中の利用者

から喜びの声が市報に掲載をされておりました

が、さらにハード面の充実と駐車スペースの拡

大を要望する声もありましたので、その辺をよ

ろしくお願いいたします。

　それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、さきに通告しておきました順に従って

質問をしてまいりますので、市長、教育長並び

に関係課長の御答弁をよろしくお願いいたしま

す。

　活性化について、順次伺います。

　商店街の空き店舗について。これは先ほど森

議員からいろいろ質問がありましたので、１点

だけお伺いをいたします。

　鹿屋市の中心街本町アーケードでは、昨年の

「まちなかキッチン」に続きまして、空き店舗

活用の第２弾として、県のふるさと雇用再生特

別基金事業の適用を受けて、地元から従業員４

人と臨時従業員２人を採用し、物産館「まちの

駅一番館」をオープンしてにぎわっております。

　このような取り組みを行政主導で、先ほどか

らありましたが、森議員の質問にありましたけ

れども、答弁を聞いているとやはり消極的参加

かなと思うんですよ。その辺、このような制度

を行政主導で進めていくような考えはないか、

これは市長に伺います。

　それから垂水高校について、これも大薗議員

が垂水高校の存続についてちょっと言われまし

た。

　県内の来春中学校の卒業予定者は１万7,793人

で進学希望者は１万7,486人、進学希望率が98.3

％です。しかしながら、垂水高校に対する進学

希望状況は７月時点で普通科が定員40人に37人

で0.93、生活デザイン科は定員40人に21人で0.53

です。また、来春卒業予定の高校生の10月末時

点の就職内定率は60.7％で、前年より9.5ポイン

ト下落しております。特に、北海道では高校生

の内定率はわずかに14％と先日テレビで報道し

ておりました。

　垂水高校への進学希望状況や来春卒業予定の

生徒の就職状況などについて教えてください。

　猿ヶ城渓谷についてでありますが、これも市

長に伺います。

　１点だけ、観光拠点として売り出す、これが

一番垂水市にとって、今後、観光の拠点として、

池之上議員も申されましたけど、観光拠点とし

て売り出していく、このことが猿ヶ城自体の活

性化、垂水市自体の観光の活性化につながると

思いますが、その宣伝の方法、その辺を具体的

に何かイメージしているものが市長の頭の中に

ありましたら、お聞かせください。

　市民館の活用について、以前も質問したこと

がありますが、中央地区には市民館はあります

が、中央地区独自の地区公民館がありません。

これは中央地区に住む住民にとっては非常に不

便で、かつ不公平だという意見が寄せられます。

私のところには本当に寄せられます。

　まちの活性化の１つに、市民のスポーツや文

化、芸能、生涯学習活動などが活発になること

が挙げられますが、中央地区ではこのような活

動が思うようにできない現状があります。有料

ですから。この点について見解を伺います。

　健康たるみず21について、平成15年６月議会

で質問をいたしましたが、このときは「平成16

年３月までに計画策定の予定」という答弁でし

た。質問通告の後、市報が届きまして、パブリ

ックコメントを実施していくという計画を策定

中であるとわかりましたけど、現在までの計画

策定状況についてお示しください。

　また、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計

画との関連についてお聞かせください。
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　豊かで楽しい老後に向けて、家庭で簡単にで

きる運動プログラムの実証を進めて、お金では

なくて筋肉を蓄える「筋肉貯筋プロジェクト」

を鹿屋体育大学が取り組んでいるようですが、

その内容について見解を伺います。

　学校問題について、文部科学省の2008年度調

査で全国の学校内外での小・中学生の暴力行為

が過去最多となりました。暴力行為の内訳は、

小学校6,484件､中学校は４万2,754件、形態別で

は子供同士の暴力が３万2,445件、教師に対する

暴力が8,120件、これらのうち病院で治療を受け

たケースが１万664件に上っています。

　県内では、中学生の暴力行為は前年度に比べ

て２倍以上にふえています。最近はおとなしそ

うな子供が突然キレる例が目立つそうで、暴力

行為の増加の背景として、感情を抑える力や他

人と意思疎通を図る能力の不足、規範意識の低

下などがありますが、その原因ははっきりいた

しません。

　携帯電話やパソコンでの有害サイト、テレビ

ゲームの利用状況などと暴力行為との因果関係

を調査分析して、原因を究明し、教師と親が連

携を図ると同時に、対策を立てる必要がありま

す。

　来年４月からは、市内４中学校が統合されて

垂水中央中学校になります。市内の小・中学校

での状況と対策について伺います。

　教員の希望降任制度について、2008年度に管

理職からの降格をみずから申し出て役職を退い

た県内の公立小・中・高校の教員は10人、過去

10年間で最も多かったと言います。仕事に行き

詰まり、管理職としての資質に思い悩む人がふ

えているそうですが、背景には教員の多忙さが

あると指摘されております。いじめや親からの

クレームなどは経験のある管理職でも対応し切

れない場合が多いと考えられます。専門に扱う

部署を教育委員会に設けて、現場の管理職の負

担を軽くする方策を講じるべきという意見もあ

りますが、この辺について見解を伺います。

　小学校英語教育について、小学校英語が正式

導入されるのを前に、文部科学省が無償配付し

ている補助教材「英語ノート」の予算が事業仕

分けで廃止になり、現場の教師から困惑の声が

広がっています。英語を教えたことのない教員

には必須の教材で、地方の活用度は高く、廃止

による影響ははかり知れないと思いますが、現

時点でのお考えを教えてください。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇市長（水迫順一）池山議員にお答えをした

いと思いますが、空き店舗問題は、さきに森議

員にお答えをしたとおり、行政主導でもなかな

か難しい面がございますので、商工会と連携の

中で進めていくべきだと、そういうふうに思っ

ております。いろんな成功事例もございますか

ら、当然参考にしていかなければいけないと、

そういうふうに思っておるところでございます。

　次の、猿ヶ城の宣伝に、観光拠点としての宣

伝の質問をされました。

　やはり活性化センターというのは、活性化セ

ンターのいろんな文化の創造とか、いろんな面

で市民には大きな影響を与えるものというふう

に、いい影響を与えるものというふうに思って

おりますし、これはこれで利活用を大いに進め

なければいけない、そういうふうに思っており

ます。

　要は、やはりあの施設は従来から多くの方々

が、我々が観光資源として持つすばらしい場所

なんだという思いがずっとございました。そう

すると、国の財政状況やその他いろんな今後の

ことを考えますと、やはりあそこを開発するの

はラストチャンスじゃないかなと、そういうふ

うにも思うんですね。

　ですから、いい時期に皆さんの協力を得なが

ら開発ができたということは、これは市民にと

ってもうれしいことだとそういうふうに思いま

すし、やはり観光の拠点として役割を十分に果
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たしていただく場所であるし、そういうふうに

しなければいけない、そういうふうに思ってお

ります。

　宣伝につきましては、先ほど商工観光課長の

ほうから二、三いろんな例を挙げました。もち

ろんあそこの場合は道の駅と違いまして、大き

な物語をつくって宣伝にプラスするようなとこ

ろが余り今までもなかったものですから、これ

は何かつくっていかなければいけない、そうい

うふうに思っております。

　まず、あそこの施設を利用する方々が、身近

な県内の県民をですね、市外の中でも県民を対

象とするのがまず一段階では必要じゃないかと。

特に鹿児島市に、身近なところに、40分ぐらい

のところに60万都市があって、ほとんどそこの

方々が来ていただかない現状をやはり十分考え

なければいけない、そういうふうに思っており

ます。

　それにはラジオとかテレビ、これをもちろん

使っていかなければいけませんし、私の今の時

点での考えの中で、１つ今後、協議の中で提案

しようと思っているんですが、思い切ったです

ね、何カ月間かあるいは１年間ぐらいでもいい

と思うんですが、思い切った無料の提起をある

特定の人たちにしていって、そういう人たちか

らの口コミも、すばらしい場所だということを

体験をしていただいた方々の口コミというのは

非常に大事じゃないかなと、そういうふうに思

っておりまして、その数が何百人なのか、どう

いう規模でやるのかは今後、検討していかなけ

ればいけない。

　ですから、その他マスコミを使ったり、いろ

んなことを使わなければいけませんし、関西垂

水会、関東垂水会もやはり口コミで果たしてい

ただく役割をしっかりとしていただくための方

策も考えていく必要があるかなと。

　それと、やはり垂水に関連するいろんな会合

等を、先ほども活性化センターの利活用の問題

で出ましたが、これは大いにやるべきだと。そ

してやはりあそこに行った方がやはり異口同音

に言われるのは、すばらしいところだなという

ことを体験して帰られますので、その人たちの

口コミの利用というのは大いにやっていこうと、

そういうふうに思っております。

〇教育長（肥後昌幸）池山議員の垂水高校に

ついての御質問にお答えいたします。

　本年７月の平成22年３月中学校卒業予定者の

進路希望状況調査では、議員が言われましたよ

うに、垂水高校を希望している生徒は、普通科

では定員40人に対して37人、生活デザイン科で

は定員40人に対して21人となっております。最

終的に何人の出願になるかはまだわかりません

けれども、非常に心配をしております。

　定員の80人の３分２、つまり54人以下が２年

続いた場合には、県の整理統合基準の適用を受

けて、募集停止後、廃校となってしまう懸念が

ございます。

　また、政権交代によりまして、検討されてお

ります高校の授業料の無料化にも伴いまして、

公立高校だけじゃなくて私立高校へ生徒が流れ

るおそれもございます。何としても生徒を確保

して存続していきたいと思っておりますけれど

も、少子化に伴う生徒数の減少もありまして、

非常に厳しい状態にあることは間違いございま

せん。

　次に、垂水高校の現在の就職内定率の御質問

でございますが、12月１日現在で就職希望者17

人に対し、内定者は12人で、70.6％が内定して

いるそうでございます。

　以上でございます。

〇社会教育課長（橋口正徳）市民館利用につ

いての御質問にお答えいたします。

　垂水市内の各地区公民館の利用につきまして

は、垂水市公民館の設置及び管理に関する条例

に基づいて管理運営されておるところでござい

ます。
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　しかし、垂水地区公民館だけは、他の地区公

民館のように独自のやかたを持たないため、垂

水市市民館の１室を間借りして運営されており

ます。したがいまして、垂水地区の住民が公民

館を利用する場合は、垂水市市民館の設置及び

管理に関する条例に基づいて利用されるのが現

状であり、垂水地区住民の方々には公民館利用

に不自由な面を強いられていることに対して、

申しわけなく思っているところでございます。

　このような状況の中で、垂水地区の住民が垂

水市民館を利用するに当たって、他の地区住民

との不公平が生じないよう、また市民の方々に

とって各部屋の使用方法など、できるだけ使い

勝手のよい垂水市市民館の管理運営を心がけて

いきたいと存じます。

　具体的には、垂水地区公民館を通した会合、

集会に対しては使用料の免除や、あわせて必要

であれば取扱要綱等の変更なども検討したいと

考えているところでございます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）池山議員の健

康たるみず21計画の策定状況について、お答え

いたします。

　健康たるみず21につきましては、国の健康日

本21計画と健康かごしま21計画の地方計画とし

て位置づけられており、平成20年度から21年の

２カ年で策定を行っております。市民一人一人

が健康で生きがいを持ちながら、人と人がつな

がり、支え合うまちづくりのために、より重要

な課題から具体的目標を設定し、市民の皆様が

主体的に健康づくりに取り組める計画とするも

のでございます。

　策定状況としましては、平成20年度は市民の

健康づくり推進協議会を中心に意見交換会を１

年間かけて行い、市民の健康づくりに対する考

え方を集約し、本年は鹿児島大学との包括協定

により大学の協力を得、住民アンケート調査を

行い、現状の分析と課題の抽出、健康づくりに

関する具体的指標の設定を行い、現在、そのま

とめの作業を行っております。

　来年１月には市民へのパブリックコメントを

実施し、年度末までに完成の予定でございます。

　次に、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業

計画とこの健康たるみず21計画の関連について

でございますが、第４次垂水市総合計画を上位

計画とし、その下位計画に垂水市地域福祉計画、

まだ未策定でございますが、その下位の計画と

して健康たるみず21計画、高齢者保健福祉計画、

介護保険計画、そのほかの計画が並立して位置

しているところでございます。

　健康たるみず21計画は、０歳から100歳までの

健康づくりの計画であり、乳幼児期から青少年

期、壮年期、高齢期の全世代にわたる健康づく

りにかかわる計画であり、その最終目標は「健

やかな垂水」の創造でございます。健康づくり

に努めることが生活習慣病予防につながり、結

果として介護予防の推進なることで、重要な関

連の計画になっております。

　次に、鹿屋モデル「筋肉貯筋プロジェクト」

についてお答えいたします。

　筋肉貯筋の貯筋とは、先ほど池山議員の説明

もございましたが、筋力をためるということで

ございます。このプロジェクト計画は、鹿屋体

育大学の学長がプロジェクトの長として行うも

ので、近年、大きな社会問題である日本人の体

力、運動能力の低下現象に対し、「動ける日本

人育成」を目指して、子供から老人までの生活

フィットネスアップのためのトレーニングプロ

グラムを作成し、鹿屋体育大学モデルとして広

く日本国内にその振興を図ることを目的として

行っているものでございます。

　この実証結果で得た健康増進のための生活フ

ィットネスの科学的検証の意義、成果と自体重

を利用した家庭できる筋力トレーニングの推進

を図っていくというようなものでございます。

現段階におきましては、実験と測定による科学

的検証の段階と理解しております。
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　以上でございます。

〇教育長（肥後昌幸）３番目の学校問題につ

いて、３点ございました。

　まず、第１点目の暴力の低年齢化についてお

答えいたします。

　12月１日付の南日本新聞で平成20年度の児童・

生徒の問題行動調査の結果が報道されておりま

した。本県において暴力行為は、小学校１件、

中学校70件、高校106件の合計177件で２年連続

増加という状況でございました。

　本市では、本調査によりますと、平成18、19、

20年度のこの３年間に暴力行為は報告を受けて

おりません。

　暴力行為の原因の背景や要因はさまざまな事

柄が複雑に絡み合っているものと考えられます

けれども、暴力行為のみを問題にするのではな

く、その行動の背後にある社会性や家庭の問題、

発達障害などの問題等を踏まえて、家庭、関係

機関、小・中学校と連携した取り組みが大切で

あります。

　本市では、本年度からスクールソーシャルワー

カー派遣事業を開始しております。これまでの

スクールカウンセラーと同様に小・中学校への

派遣を行っております。

　また、垂水中は、平成20年度、21年度の２年

間にわたりまして、肝属地区生徒指導研究協力

校として研究を進めており、その成果を垂水市

全体に広げたいと思っております。

　今後とも、児童・生徒一人一人が社会的自己

指導力を身につける生徒指導体制や、規範意識

をはぐくむ生徒指導について、各種研修会を通

じて指導していきたいと考えております。

　次に、教員の希望降任制度についてでござい

ますが、去る12月２日付の南日本新聞に2009年

度鹿児島県内の公立小・中学校、高校で７名の

教頭が自主的に希望して教諭へ降任していたこ

とが報道されておりました。また、新聞により

ますと、本人の健康、家庭の都合などによるも

のとのことでございました。

　本市においては、例えば校長や教頭が希望し

て降任するといった事態はこれまでにございま

せん。

　学校は、児童・生徒の健やかな成長のために、

校長初め、全教職員が一致協力して教育活動に

取り組んでおります。充実した教育活動のため

には、まず教職員の健康管理が大切であります。

しかし、学校では、授業、学校行事、校務分掌

の業務等多岐にわたるものが多く、また、時代

の変化への対応等、勤務の多忙化も懸念されて

おります。県内でも、精神的な疾患等により療

養している職員もおります。

　日ごろから学校長が教職員の健康状態につい

て確実に把握し、相談に乗るなどのフォローが

必要であります。また、教職員の適正な勤務時

間の管理についても校長会等で指導してきてお

ります。例えば、定時退庁の日を定めたり、勤

務が長くなりがちな教職員には早く帰宅させた

り、心身の健康状態について把握させたりして

おります。

　３番目の小学校英語教育についてでございま

す。

　御承知のとおり、新小学校学習指導要領によ

りまして、本年度より小学校の高学年で外国語

活動が導入され、本市でも、英語ノートを活用

しながら外国語活動を週１時間程度実施してお

ります。

　御質問の国の予算の縮減に伴い、英語ノート

がなくなった場合の対応についてでございます

が、現在使用している英語ノートと、音声や映

像が記録されたＣＤは今後も十分活用できます。

外国語活動の新たな教材等について、保護者に

ついてはその負担が生じないように配慮したい

と考えております。

　次に、指導法についてですが、大きく変わる

ことはないと考えます。英語ノート、パソコン

やビデオなどの視聴覚機器を活用したり、ＡＬ
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Ｔとコミュニケーション活動をしたりするなど、

今後も各学校で楽しい外国語活動が展開される

よう各学校を指導してまいりたいと考えており

ます。

　以上でございます。

〇池山節夫議員　商店街の空き店舗については

そういうことでしょう。

　垂水高校について、きょう一番に大薗議員が

言われました、ソフトテニスとかそういうもの

は強いんだと。やはり高校を存続させていくと

か、募集をふやすというのは、やっぱり学校自

体に魅力がないと無理なわけですね。幾ら親が

垂水高校が近いから行けと言ってもそれは無理

な話で、みんなそれぞれ希望もあるし、自由も

あるし。

　ここに、北海道の音威子府という村なんです

けど、そこに高校が１つあるんですよ。おとい

ねっぷ美術工芸高等学校というんですけどね。

ここは北海道なんですけど、沖縄からも来るん

ですよ。ここに生徒の内訳があるんですけど、

北海道以外から、道外から19人、もう愛媛、山

口、沖縄とか来るんです。なぜか。

　ここの村はやはり過疎化がとまらなかったと、

それでどうしようかというので村長さんが考え

たというのが、やはりそこに高校が１つあると、

これをどうにかして残していこうということで、

予算も幾らかそれなりに村の予算から削ってつ

けて、やっぱり宣伝をしたというか、それと学

校自体を、もともとが美術の学校だったらしい

んですけど、特殊性を持っているために、全国

から来るように先生も努力するし、そういうふ

うにして学校を、高校を核にして村を活性化し

ようと思われたらしいんですよ。

　それで、ここの生徒が北海道内の高校の美術

展、そういうのが札幌であって、北海道の全高

校から美術作品が来る。その中で入賞作品が11

あったらしいんですけど、そのうちの６つだっ

たかな、６点がここの高校の生徒の作品だと。

そのぐらいやっぱり何というのかな、抜けてく

る。そうすると、やはり沖縄からも魅力のある

学校だということで、ここは全寮制だったと思

いますけど、やはり来るんですよね。

　だから、そういう村の高校がそういう状態で

やっぱり活性化するわけだから、垂水高校が活

性化できないはずはない。それで、大薗議員も

言われたように、ソフトでもテニスでも何でも

いい、何か１つにやっぱり特化すべきじゃない

かと。

　その辺のことを教育長、県立ですから難しい

部分はあると思うんですよ。私も前にも垂高の

存続について質問しましたし、ほかの同僚議員

も何回も質問しています。ただ、やっぱり策が

ないというのが、県立だというのと、やっぱり

特別な策が見出せないというのでここまで来て

いるんですよね。大薗議員言われましたように

ソフトテニスがある。そのほかにも何かあると

思うんですよ。そういうものをやはり校長先生

なりと協議していただいて、何とか学科を考え

るなりそうしていかないと、今、教育長言われ

たように、定員を割ってやはり整理統合の対象

になっていくということは、今のままじゃ避け

られないと思うんですよね。

　ですから、それは我々議員も含めて、みんな

で知恵を出し合ってしていかなければいけない

んですけど、その辺のことについてもう１回、

教育長、何かできる範囲でお答えをください。

　それから猿ヶ城についてなんですけど、市長

も言われましたように、垂水にほかに観光資源

があるか、まあ最後、猿ヶ城、乾坤一てき、こ

こにしかないと私も思っているんですよ。これ

を宣伝をやり損なう、何か方向を間違ったら、

垂水浮揚のきっかけはつかめなくなるんじゃな

いかと、そのぐらい私は思っているんですね。

　ですから、関西垂水会に行くバスの中でも市

長の考えをちょっと聞いたりしたんですけど、

やはり市長も同じような思いだったですね。で
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すから、ここは絶対に間違わない、猿ヶ城を垂

水浮揚のきっかけに絶対にすると、そういう心

構えで、もう市長にはちょっと聞きましたので、

商工観光課長に担当課として、先ほどから同僚

議員のほうから、新聞にも２回も３回も載った

が、イチョウが今もうちょっと落ちかけていま

すけどね、私もうちの家内と、私はフェミニス

トで女性を大事にするものですから、一緒に行

きませんかということで連れて行ったんですよ。

きれいだったですね。あの辺はですね、これは

「世間遺産・僕立公園」と書いてあります。こ

れもある。道の駅も先日400万人を突破しました。

それと高峠、それで猿ヶ城と。やりようによっ

ては４カ所回れば一日つぶれると思うんですよ。

ですから、その辺のことを本当にうまく宣伝し

ていってほしいと。この辺の３つを、イチョウ

の僕立公園、この辺をどう活用していこうと思

われるのか、猿ヶ城と関連してどんなふうに思

われるか、その辺を課長の私見でいいですから

聞かせてください。

　それと、市民館の利用についてなんですけれ

ども、これは社会教育課長、申しわけなく思っ

ているということだったんですけどね。これは

本当に中央地区に住んでいると言われるんです

よ。私は牛根にも行く、新城にも行ってやった

ことがあるんですけど、地区公民館ですからね、

地区の人は使える。垂水中央地区になると市民

館になっているものだから、有料になると。

　その辺のことが、本当に何かをしようという

ときにやっぱり料金が、まず場所代が要るとい

うことでネックになるんですよ。何か募集しよ

うかなと、何かこれをやろうかなと思うと、ま

ず２時間何かをやろうと思うと、夏だともう市

民館の大ホールなんか使ったらそれはもう破産

しますから、あそこのクーラー代は。それで小

さな部屋でも100円要りますね、それはいいんで

すよ。ただ、場所代としてまずそれをだれが負

担するかというところから考えないといけない

んですよ。

　例えば何かをやろうと。じゃ発起人がそれを

負担するか。じゃ募集するときに、じゃ場所代

を幾ら幾ら取りますよというときに、まずそこ

がネックになって始まらなくなるんですよね。

その辺のことをさっき公民館を通したら地区の

人は無料にとかありました。この辺をもうちょ

っと使い勝手がいいように変えていただきたい。

それは要望をしておきます。

　それと、これはまた教育長の管轄になると思

うんですけど、市民館の一部、例えば大ホール

でもいい、どっかに関してだけは無料にできな

いかと。それはたまたま中央地区の人が使おう

が何だろうが、大ホールぐらいはもう無料にし

てしまえと。ただ、クーラー代は取りますと、

そのぐらいのことをしてもらえないかなと思う

んですけど、その辺に対して見解を教育長、お

願いします。

　健康たるみず21なんですけど、私が平成15年

に質問したときはですね、16年の３月にはとい

うような調子のいい答弁だったんですよ。それ

で私は、先日いただいたこの高齢者保健福祉計

画、介護保険事業計画、この第４期分、これに

目を通しながらですね、わっ、健康たるみず21、

並列して書いてある。まだ策定中かと思って、

これで何だと思って質問をしたら、市報が来て、

市報に載っていたんですけど、なぜ平成16年３

月につくるはずだったのがここまでずれ込んだ

のか、その１点をまずお聞かせください。

　それと、鹿屋モデル、これについて内容はわ

かりましたけど、垂水市としてこういうものを

取り組んでいく気があるのか、どんなふうに思

っているのか、そこをもう１回聞かせてくださ

い。

　学校問題についてですけど、これは暴力は低

年齢化していると、それはなぜなんだろうかと

いうことでさっきちょっと言ったんですけど、

この辺の原因究明ですね。携帯のサイトとか、
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パソコンのゲームとか、そういうものに原因が

あるのか。その辺の原因が、私はこれは私見だ

からあれなんですけど、私は、漫画で昔おもし

ろかったんですけど、「北斗の拳」というのが

あったんですよ、あれが一番悪いんじゃないか

と思っているんです、私は。あれから人間が何

でもかんでも爆発するような、そんな風潮がず

っと出てきて、私はうちの家庭内の会話では「北

斗の拳」が一番悪いと言っているんですけど、

ああいう劇画みたいなそういうゲームがふえて

きた。その辺にこらえ性がなくなったような子

供がふえてきているのかなと思うんですけど、

これはどうしようもないんですよね、するなと

言うわけにいかないし。

　さっき教育長も言われました、家庭と学校と

協力しながらということなんですけど、携帯の

サイト、劇画、その辺のことについてどういう

ふうに子供の発育についてとらえておられます

か、ちょっと教育長の見解をお聞きします。

　教員の、先生の希望降任なんですけど、降任

制度。これはさっきちょっと答弁が漏れたんで

すけど、大変忙しいからこういうストレスがた

まって、校長先生、教頭先生から私はもう一般

の教員で返してくれというのが起こると思うん

ですけれども、垂水市はないとは思いますけど

ね。こういういろんな、今、モンスターペアレ

ントとかありますね。そういう部分で１人では

さばき切れないと。それをだから、そういう問

題は教育委員会の中に、教頭先生なりに来たら

持ち込んで対処しようと、そういうようなのを

とるべきじゃないかというようなあれなんです

けど、その辺について。

　小学校の英語教育なんですけど、これをもし

予算をカットされても保護者の負担にはしない

ということの答弁だったんですけど、どうして

もやっぱりノート自体が必要、これは150円ぐら

いなんですかね、なんだけど、それを保護者の

負担にはしないということでは、ノート自体を

要らないでＤＶＤとかそういうものを使ってや

っていくというのか、それとも学校の中の教育

の予算で与えるというのか、その辺をお聞かせ

ください。

　以上です。

〇教育長（肥後昌幸）たくさんございました。

　まず、垂高問題でございますが、これは本当

にこの議会でも何回も御質問いただいて、お答

えしてきましたけれども、非常に難しい問題で

ございます。

　特に、本年度は普通科が定員80から40になり

ましたので、私も殊のほか危機感を持って校長

会等でも何回となく指導をしてまいりましたし、

諸会合等でもお願いもしてまいりましたが、な

かなか難しいところがございます。

　学校にソフト、あるいはソフトテニスとか、

いろんなそういう特色あるものがあればという

ことでございますが、先ほど議員がおっしゃい

ましたように、北海道のあの高校、私も先日テ

レビで見ておりましたが、たしかあれは村立の

高等学校だったと思いますね。ですから、村立

ですから、あそこは自分たちでどうにでもでき

るんだろうと思いますが、さっきも議員もおっ

しゃいましたように県立でございますので、こ

れに私どもがああせい、こうせいと言うのはな

かなか難しい。

　しかし、私は冗談みたいに言うんですけれど

も、垂水高校は県立だけじゃなくて垂水市立垂

水高校でもあると、私は校長さんにも話をした

りします。そのような意識でやっているわけで

ございますけれども、特効薬がなかなかない。

ですから、何らかの方法を打たんないかんと、

いつもなっているんですけれども、私も垂水高

の校長さんとことしの１月、２月だったですか

ね、市内の学校をずっと回りました。その結果

かどうかわかりませんけれども、ことし市外か

ら16人垂水高校に今、来ているようでございま

す。これもここで何をしますというのがなかな
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か言えないのが心苦しいですけれども、努力を

していかなければならないと思っております。

　それから市民館の校区民の使用料の減免化と、

これにつきましては先ほど社会教育課長がお答

えしましたように、校区民の方々にとって不公

平を感じないようにするためにはどういう方法

があるのか、今後、課内で検討させてみたいと

いうふうに思います。

　それから暴力行為のことで携帯とかいろいろ

因果関係と言われましたけれども、私はなかな

かこの因果関係がわからん、はっきりとわかっ

ておれば非常にしやすい。これがわからないと

ころが難しいんだろうと思っております。

　私は個人的に、生徒指導あるいは青少年の問

題行動の原因につきましては、先日の市報にも

教育長コラムのところにちょっと書きましたけ

れども、私は、こういう子供たちの問題行動が

起こる原因の１つには、宗教心の欠如があるん

じゃないかというのは私は思っております。信

仰心ですね、信仰心。これは宗教心というのは、

各家庭にはそれぞれこれは、どの宗教を信じな

さいというわけじゃなくて、それぞれ代々伝わ

っている宗教があるわけですね、仏教であれ、

神道であれ、キリスト教であれ、どれでもいい

わけですれども、そういう宗教を、本当にその

意味を子供たちにどれだけ家庭で指導している

んだろうか。

　私はこれを、今まで宗教といいますと、宗教

教育というのはこれは公立学校ではできません

ので、学校で宗教という言葉を出すのはタブー

視されている。しかし、それはおかしいと思う

んですね。だから、いわゆる信仰心とか宗教心、

あれにも書きましたけれども、人間の力の及ば

ないものへの畏敬の念というのを教えていくの

は非常に大事なことであるというふうに思って

おります。こういうのも生徒指導では大事な面

だと１つは思っております。

　それから教員の降任が本市ではありませんけ

れども、現在のところ小学校８校、中学校４校、

校長が12人、教頭が12人いるわけですけれども、

非常に人数が少のうございますので、教育委員

会内にそのような相談施設等をつくらなくても、

校長会、教頭会等で私もいろいろ話をしており

ますし、いつでもまたここに来れるように、前

任の教育長さんもよく言っておられましたけれ

ども、敷居が低い教育委員会でなければならな

いと私は思っております。

　ですから、校長、教頭が教育委員会に行くの

に気が重いとか、そういうふうに思わないよう

な雰囲気をつくっていかなければならない。そ

うすることによって、いろんな悩みもしてくれ

るような雰囲気をつくっていきたいというふう

に思っております。

　最後の英語につきましては、学校教育課長が

英語については堪能でございますので、課長に

答えさせます。

〇学校教育課長（有馬勝広）では、小学校の

英語ノートのことについて御質問にお答えいた

します。

　英語ノートにつきましては、大変すぐれた教

材であると私も思っているところでございます

けれども、今の国の状況によりまして、もしそ

の配付がなくなった場合に、それはデジタル化

で大丈夫じゃないかという論議があるようでご

ざいますが、そういうことを考えたときに、今

後、学校におきましては、ウェブサイトで活用

できる環境もあると思いますので、今後、学校

はそこをダウンロードしまして、印刷をして適

宜児童に配付をして、活用するということにな

ろうかと考えております。

　そして、そういうことによりまして、市販の

ものを購入するということではございませんの

で、これは国がそういう編集をして教材をつく

っておりますので、それらを学校でプリントア

ウトして活用する方向になろうかと考えており

ます。そのため、保護者負担というのも生じな
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いように考えております。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）高峠公園へ至る

県道沿いにございます千本イチョウにつきまし

ては、昨年「世間遺産・僕立公園　千本イチョ

ウ」という大変ユニークな名前をつけられまし

て新聞紙上で紹介されましてから、注目を集め

ているところでございます。ことしは昨年に増

して来客も多いようで、商工観光課には毎日問

い合わせがあるところでございます。

　猿ヶ城渓谷の観光振興戦略の１つとして高峠

での取り組み、ツツジはもちろんでございます

けれども、高峠の野菜づくり体験とか、野菜の

収穫体験、それとか今取り組んでおりますユズ

における果実の収穫体験とか、それの加工体験

とかそういうもの、大野ＥＳＤ自然学校や鹿児

島大学との連携を１つの観光戦略としたいとい

うことで考えておりまして、その途中にこの千

本イチョウがございますので、非常にいい話題

を提供していただいたと思っているところでご

ざいます。

　そのようなことでございますので、ぜひこの

話題もこの計画の中に取り込んでまいりたいと

いうふうに考えております。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）２回目の質問

にお答えいたします。

　健康たるみず21の早期計画の策定につきまし

ては、議会で答弁したようでございますが、そ

の答弁後、市町村合併の話が持ち上がり、合併

後新たに策定をするということで中断して、現

在まで至っているようでございます。

　次に、貯筋運動プログラムにつきましては、

貯筋運動研究会というのがございまして、貯筋

運動研究会が主催する貯筋マイスター認定講座

を受け、初めて指導が可能となるということで

ございます。２人以上の認定者がいる施設を貯

筋運動認定施設と認定し、事業を行っているよ

うで、本市での導入は少し厳しいのかなという

ふうに思います。

　理由としまして、この貯筋という言葉につき

ましては、鹿屋体育大学の学長が商標登録をさ

れているようでございます。マイスターの取得

費用につきましても有料ということであるよう

でございます。

　以上でございます。

〇池山節夫議員　もう終わろうと思います。

　教育長が言われましたように、やっぱり宗教

心、本当に大事だと思うんですよ。うちの、こ

れ自分の話になってあれなんですけど、私の長

女の子供、孫ですね、必ず帰ってきたら、あり

がとうと、そういう教育を家庭にも及ぶように

教育長に頑張っていただきたいと思います。

　我が垂水市は、水迫市長よく頑張っておられ

ます。ここが竹原市長みたいなところでなくて

よかったなあと本当に思っております。

　これで終わります。ありがとうございました。

〇議長（川達志）本日は、以上で終了しま

す。

　　　△日程報告

〇議長（川達志）次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、質問を続行します。

　　　△散　　会

〇議長（川達志）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後４時５分散会
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平成21年12月９日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。

　本日の議事日程は、きのうに引き続き一般質

問であります。

　　　△一般質問

〇議長（川達志）それでは、通告に従って

順次質問を許可します。

　最初に、４番堀添國尚議員の質問を許可しま

す。

　　　［堀添國尚議員登壇］

〇堀添國尚議員　おはようございます。

　年の瀬も押し迫り、この冬一番の寒い日がこ

こ二、三日続いています。夜は華やかなネオン

の点灯も見られるようになりましたが、非常に

厳しい景気の中で気分が晴れません。垂水市も

明るいニュースがないわけでもないのに、まち

の声は暗い話のほうが多いように思います。こ

の状況を何とかよい方向に持っていこうと、き

のうから行政側と議会側で一般質問という形で

熱心な議論があり、私にとっては充実した一日

になったと思います。

　垂水市の水迫市政は当分かわらないと思いま

すが、国のほうでは長く続いた自民党政権から

民主党政権にかわり、いろいろのことが変わっ

ていくように思います。財政力に弱い自治体が

希望が持てるような変わり方をしてほしいと願

っています。

　ただいま議長から発言の許可をいただきまし

たので、通告しておりました３点について質問

をいたします。質問の内容は地味ではあります

が、市民の皆さんが垂水市に誇りを持ち、ある

いは住んでよかったと思えるような結果が出る

ような質問にしたいと思っております。前向き

な御答弁をよろしくお願いいたします。

　まず１点目、来年度中学校が統合になり、さ

きの議会で、統合に伴って生徒の学校生活にお

ける不安などを気安く相談できるよう、各中学

校から教師の配置を考えてもらいたいことをお

願いしました。教育長は大事なことであること

を認め、最大限の努力をする旨の答弁でしたが、

見通しはどうか、質問いたします。

　２点目、交通安全対策について伺います。

　道の駅周辺は、国道を挟んで民間による商い

がにぎわっています。重大事故が発生しない前

に何らかの対策が必要かと思うが、お考えをお

聞かせください。

　桜島口は車両の通行のための線形が変わって、

事故が以前より多くなったように思いますが、

線形が変わってからどれぐらいの事故が発生し

たか。また、線形変更後の日でさかのぼって、

変更前の事故発生は何件か、伺います。

　また、浜平の旧国鉄跡地の道路から国道へ進

入する、特に右折車の対策が必要と思うが、ど

のように考えておられるか、伺います。

　３点目、猿ヶ城の環境対策ですが、活性化施

設やバンガローの排水は、合併浄化槽で処理後、

直接本流に流す計画のようですが、平成19年の

第４回定例会の一般質問で同僚議員がこのこと

を取り上げ、「環境については大変大事である。

今回のキャンプ場の浄化槽には環境配慮型の施

設の導入を考えている」という答弁をしておら

れますが、結果的にはそのような配慮はなされ

ていないように思います。場所が場所だけに市

はもっと積極的な対策を講ずるべきであると考

えるが、どのようにお考えか、伺います。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇教育長（肥後昌幸）来年４月開校いたしま

す垂水中央中学校の教師の配置につきましては、

９月議会におきましても答弁いたしましたけれ

ども、現在の状況について、現在お答えできる

範囲内で堀添議員の御質問にお答えいたします。
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　垂水市立４中学校の閉校に伴い、４中学校に

在籍する教職員は、退職者を除きすべて異動対

象者となります。へき地校である牛根中に勤務

する者でへき地等勤務経験を満了することを希

望する者は、管内の同等のへき地校へ異動を進

めることになります。また、へき地勤務を満了

した者は、本人の希望を聞き、管内外への異動

を進めます。垂水中、垂水南中、協和中に勤務

する者については、本人の希望を聞き、原則と

して垂水中央中学校への異動を進めることにな

ります。

　しかし、９月議会でも述べましたとおり、教

職員の人事異動は学校規模によりまして教科担

当教員の定数が決まっておりますので、また、

教員の勤務年数や勤務地区、本人の希望等を総

合的に考えて進めますので、なかなか思うよう

にはいきませんけれども、９月でも申し上げま

したように、統合という特殊事情でございます

ので、県教委と相談しながら最大限の努力を続

けてまいりたいと思います。

　以上でございます。

〇市民相談サービス課長（島児典生）堀添議

員の道の駅周辺の安全対策について、お答えい

たします。

　第１点目の道の駅周辺の国道横断者の安全と

いうことですが、信号機や横断歩道の設置とい

うことになりますので、そのことを垂水市幹部

派出所に聞いてみましたところ、公共性に欠け

るということで難しいようでございます。

　２点目の桜島口のＴ字交差点になりますが、

桜島口交差点は、平成20年３月に現在のＴ字交

差点になりました。この交差点での事故件数で

すが、平成18年度人身事故４件、物損１件、平

成19年度人身１件、物損６件、平成20年度人身

８件、物損16件、21年度、まだ現在は11月末で

しか出ておりませんが、人身が12件、物損14件

でございます。

　続きまして、浜平の国鉄跡市道から国道へ出

て垂水方面へ右折しようとする際は、なかなか

出られないような状態が感じております。現在

のところ、これという手だてはございませんが、

今のところは水産試験場の上に出てくる道路が

国道の見通しがよく、よく使われているように

思われます。

　以上です。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）環境対策につい

ての御質問にお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、本城川上流の水域は県

内でも河川において特に良好な水質として評価

され、守るべき環境基準値も厳しい基準になっ

ております。浄化槽の設置につきましては、本

城川流域という環境への配慮も含め検討をいた

しましたが、結果的に現在のような処理形式に

いたしました経緯は、さきの議会でお答えした

とおりでございます。

　さらなる排水処理対策もあるとのお話もお聞

きしますが、具体的にその方法論を現時点では

考えつかなく、施設の運営状況など見ながら、

今後、資料収集などしてみたいと考えておりま

す。

〇堀添國尚議員　最初の学校の統合に向けての

教師の配置ですが、さきの議会でも同じような

説明がありましたし。しかしながら、このこと

を解決をして初めて統合が完全であるというふ

うに私は考えておりますので、このことは教育

長も当然ですが、市長も一生懸命努力をしてい

ただいて、必ずや統合される各中学校から教師

の配置をぜひともよろしくお願いいたします。

これはもう後でもって実現されるはずですから、

よろしくお願いいたします。

　２番目の交通安全対策で、道の駅の周辺の道

路の横断については公共性に欠けると、こうい

うことでございますが、このことについて市長

はどういうふうにお考えになるのか。道の駅が

できて、そしてあそこにそういうお店ができた

わけですから、公共性というのはどういう意味
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を指すのかわかりませんけど、人間が横断して

いることはもう確かで、直線道路でもあるし、

危ないという気がいたしますので、周辺の商店

にも課長は聞き取り調査をされたはずですけど、

私がお聞きした範囲では、ぜひとも設置をして

ほしいというような商店の方々のお願いであり

ました。

　それと、桜島口の線形が変更になった後、今、

課長のおっしゃったのを聞いてびっくりするん

ですが、相当な事故が起こっているようです。

それを比較するために、変更になってからの日

数で逆にさかのぼった場合の事故は何件ぐらい

あったのかということも説明しておいたんです

が、そこはお調べにならなかったわけですね。

そうすると、今の線形変更したことが結論が出

ると思うんですよね。

　ですから、今後、牛根駐在所を中心にした牛

根地域の公民館長とか集まって話し合いをする

のが年に２回ぐらいあるんですよ。そのときに

このことを持ち出したら、もうどこの会に行っ

てもこのことは問題になるというふうに警察の

方もおっしゃっておりました。一番いいのは信

号機をつけることが一番いいんだろうけど、予

算の関係もあって難しいような話をしておられ

ましたが、垂水市民のみならず県内外の方々も

あそこを通行されて、よその方は特に迷ってお

られるようでありますので、何らかの対策を今

後、前向きに検討していただきたいと、こうい

うふうにお願いをしておきます。

　それと、浜平の旧国鉄跡地から出る国道へ進

入するこのことですが、私は鹿屋に行く折には

帰りはわざわざ向こうのほうへ、市道を通って

国道のほうへ右折するためにどういう状況かと

いうことであそこを通行するわけですが、簡単

に行ける場合もあるけど、やっぱり夕方のラッ

シュ時とかそういうのが非常に厳しいようです。

課長のほうは今、「ももや」のあそこらあたり

のことをおっしゃっていると思うので、それで

あればそれであるだけに、そういう通行車両に

対しての何か案内をするとかそういう手だても

必要じゃないかと思いますので、その辺の検討

もまた今後、前向きにしてみていただきたいと

思います。

　それと、活性化施設、バンガローの排水対策

ですが、合併浄化槽、これは20ppm以下の排水に

なるように設計はされておると思うんですが、

合併浄化槽の場合は窒素分は浄化されないとい

うことになっているようです。

　ちなみに、池田湖周辺のそういう浄化槽を県

にお聞きしましたところ、窒素も分解するよう

な高度な処理をする浄化槽を設置しているよう

なお話をされておりました。

　そこで、課長が今、そういういろいろないい

方法があれば前向きな姿勢を見せられましたが、

ないわけではないのであって、今後いろいろな

案を模索しながら、本当に猿ヶ城の水というの

は今まで手つかずで先輩方もいろいろ気を使っ

てこられたわけでありまして、ここに来て、そ

ういう一方ではいいことをしながら、一方では

ちょっとどうかなというようなことをするとい

うことは行政としていかがなものだろうかと、

こういうふうに思います。

　ですので、今後このことをどのように取り組

んでいかれるのか。特にあそこは県内外からも、

市長は新幹線の全線開通を見込んで今のこの施

設をつくろうという説明も今までされておりま

したので、垂水の水に対するそういう姿勢とい

うものもやっぱり問われるんじゃないかと、こ

のように思います。

　どうかそこらあたりも兼ねて、今、方法は見

つからないというようなことであるわけですけ

ど、あの合併浄化槽に一日平均どれぐらいの流

量が入り込んでくるのか、そこはもう計算をし

ていらっしゃると思いますので、本城川までの

距離がどれぐらいあるかわかりませんけど、ち

ょっとした流れがさわさわ流れるような水路を
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つくりながら、そして周囲にやはり窒素分を好

むような、きのう教育長にお聞きしたんですけ

ど、バナナみたいで赤い花があるわけですが、

ビジンショウという花だそうです。それとかサ

トウキビが非常に窒素分を好みますので、周辺

にそういうことを施しながら、そして花はあそ

こでまた販売できるし、サトウキビはまたあそ

こで黒砂糖をつくる、活性化施設でできるよう

なことにもつながりますので、そういうことを

含めながら何かの対策をぜひとっていただきた

い。そして猿ヶ城の水を守っていただきたい。

このようにお願いをいたします。

　そして、きのう川畑議員の質問の中で小浜の

トンネルのことが出たんですが、来年の３月ご

ろまで設計を完了するというような土木課長の

答弁でしたが、猿ヶ城の水とは関係ないわけで

すけど、やはりさきの議会でもお願いをしまし

たように、垂水市は海岸線が37キロという長い

中で、あそこだけが昔からの海を残していると

こういう状況の中で、あそこをぜひとも国道を

海側に広げないでほしいという旨のことを９月

議会でお願いしましたところ、課長の答弁では

国交省もそのような考えであるというような答

弁だったわけですけど、以後、猿ヶ城の水も含

めて、そういう小さな自然、私どもにとっては

大事でありますから、土木課長のほうで再度ま

たそのことについては国交省のほうに確認をし

ていただきたいと、このように思います。

　猿ヶ城の水の今後の対策について、具体的な

ことは別として、市長としては今後どういうふ

うな位置づけで取り組まれていかれるのか、そ

こを一応お聞きいたします。

〇市長（水迫順一）堀添議員にお答えをしま

す。

　まず、道の駅の東側の商店街との行き来する

220号線の横断歩道あるいは信号の件だろうと思

いますが、この件につきましては、先ほど課長

のほうからも答弁がありましたように、一応打

診をいたしましたところ、そういうような結果

でございます。あそこに住んでおる住民があっ

て、そことの行き来がかなり多いものがあると

いうことであれば非常にやりやすいと思うんで

すが、道の駅ができた後で商業施設が２件でき

ておるということですので、その商業施設のた

めに横断歩道あるいは信号をつけるということ

に対しては、やはり今までの例からして問題が

ありそうでございますので、一気にはいかない

だろうとそういうふうに思っております。

　道の駅自体があれだけの集客力があって繁栄

を続けておりますから、それに附帯して周りに

商店街ができてくれることは、市にとっては非

常にありがたいことなんですね。あの辺一帯の

相乗効果も考えますと非常にいいことだと、そ

ういうふうには思っておりますが、その施設が

今後どうなっていくのか、それと、まだ道の駅

との行き来の交通横断する人たちがふえていく

のかどうかは見きわめながら、また今後も要望

を続けていかなければいけないだろうと、そう

いうふうに思っております。

　それと、猿ヶ城の浄化槽問題。

　議員指摘のとおり、本城川をこれ以上汚すわ

けにはいかないと、そのように思いますし、非

常に水が、温泉水初め、温泉も出ておりますし、

大隅では非常に水に対して垂水の位置づけとい

うのが非常に評価されておりますから、環境ひ

っくるめて水問題は持続させるために、環境問

題をしっかり考えていかなきゃいけないという

ことは御指摘のとおりだと思います。

　ただ、あそこの猿ヶ城に設置する前にいろん

な検討を関係課でやってくれております。だけ

ど、現状のそういう施設に落ちついたという経

緯がございますので、今後、新たな方法があれ

ばそれは取り入れていかなければいけないだろ

うと、そういうふうに思います。

〇堀添國尚議員　道の駅周辺の安全施設のこと

ですが、道の駅も今までのようには、今のよう
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な状況だけでは、市長もまた先々考えていらっ

しゃると思うんですね。前々から話があるよう

に、釣りをする施設とか、あるいは私が市長に

も申し上げておった旧国鉄跡地から山手のほう

へ大分広い土地があります。あそこはやっぱり

お年寄りや子供たちが利用するような運動場を

つくって、そしてまたそうなると、近くから、

垂水市外からも利用されて、温泉にでも入って

というそういうことになろうかと思います。そ

ういうふうに前向きに考えていった場合に、あ

の施設は、道路を安全に渡れるような施設はぜ

ひ必要かと思います。

　前、国道の下を掘ったらどうかということを

市長に、通路を掘ったらどうかということを申

し上げたことがありました。非常に国道の下の

ほうは厳しいというような話でしたが、そうい

うことも含めて、今後、道の駅が発展していく

中で、この施設はぜひともやっぱり解決しなけ

ればならないことだと思いますので、どうかそ

の辺のことを今後の課題としてよろしくお願い

をいたします。

　それと、猿ヶ城の施設のことですが、今の施

設に落ち着いたというその前に、蒸発散方式に

するかとか地下浸透式にするというような、そ

ういうこともいろいろ協議をなされたというこ

とは知っておりますが、そのようなときに私の

考えでは、あの猿ヶ城の周辺の人家の浄化槽も

一緒に下場のほうにつくったらどうかと、そう

いう考えは浮かばなかったのかなというふうに

も考えます。

　今後いろいろまた、今、市長もあそこの水は

守らなきゃならないというような前向きな姿勢

を示されましたので、今後考えていかれると思

いますが、やはり私たちはパンのみで生きるの

ではなくて、垂水の誇りというのか、そういう

ものにもやっぱり自信を持ちながら、この垂水

市に住んでいきたいというふうに多くの市民の

皆さんもそう考えていらっしゃると思うんです。

　ですから、よそからお客さんがお見えになっ

て、そして垂水に経済的なメリットを与えて、

そのことは市長としては大事なことではあるわ

けですけど、そういう環境の面についてもその

ことは十分に配慮しながら、垂水の環境、自然

を守っていただきたい。高峠もしかりですが、

そういうふうにお願いをしておきたいと思いま

す。

　余り内容のある質問ではなかったですけど、

どうか今、私が申し上げましたことの言わんと

するところを御理解いただきまして、前向きに

取り組んでいただきたいということをお願いし

ながら、質問を終わります。

　ありがとうございました。

〇議長（川達志）次に、10番持留良一議員の

質問を許可します。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　おはようございます。

　許可をいただきましたので、質問を行ってい

きたいと思います。

　今回の質問の柱は、今日の経済不況のもとで、

行政の責任として市民の生活をどう支援するの

かということを大きな柱として質問していきた

いと思います。

　質問に入る前に、民主党政権の地域主権を現

段階でどう見るかということです。民主党は、

選挙のマニフェストでは地域主権を掲げました

が、保育の最低基準の緩和など、福祉への国の

責任を放棄する内容で進んでいます。

　もう１つは、地方財源で三位一体改革で削減

された地方交付税をどうするかという点です。

　財務大臣は、交付税の増額はマニフェストに

はないと難色を示しています。今、私たちは、

制度そのものの改悪を許さず、財源保障と調整

機能の復元・拡充を地方から声を上げていくこ

とが重要だと考えます。不透明な部分はありま

すが、問題については議会も、地方、市民の暮

らしを守る立場から声を上げていくことが強く
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今、求められていると思います。そのことを冒

頭に強く訴えたいというふうに思います。

　それでは、最初の質問に移ります。

　最初は、来年度の財政改革から今後の財政運

営の方向、そして来年度の予算の考え方につい

て伺います。

　昨年の議会で、今後の財政運営の方向として、

提案した環境・福祉・教育を中心に取り組んで

いきたいと市長も答弁されました。その１つが、

自己負担の問題点はありますが、子供の医療費

無料化の拡大など、こういう福祉の充実がある

と考えます。

　バブル崩壊後は少子・高齢化で、環境・教育・

地域福祉などソフトな行政サービスへの需要が

高まってきています。当然、経常的経費は高く

なりますが、今日の経済状況下で市民生活を守

る責任を果たしていくためにも、持続可能な財

政構造を確立していくためにも、成長型から成

熟型社会へ向けての財政運営が求められている

と考えます。

　そこで伺いますが、財政改革の現段階での評

価と課題について。

　２、来年度どのように具体化されていくのか。

　３、具体化していくためには義務的経費、補

助費等、物件費の見直しをどのようにされてい

くのか、お聞かせください。

　次に、議会で切実な問題として何度となく取

り上げてきた国保の一部負担金減免制度の問題

で質問します。

　御存じのとおり、この制度は、国保の加入者

で低所得を理由に医療費の窓口負担が払えない

場合に減免、免除が受けられる制度です。全国

で制度があるのは1,003市町村で、そのうち低所

得を減免の条件にしているのは155市町村にとど

まっています。

　この問題では、日本共産党が国会で、国の責

任で一部負担金の減免制度を拡充するように求

め、議論の結果、国が減免した費用の２分の１

を国の特別調整金で補てんする考えが表明され

ました。そして７月に、「基準や運営方針につ

いて医療機関及び生活保護担当部局とも情報を

共有し、対象者に対して適切な制度が運用され

るように努めること」と、積極的内容として通

知が出されています。今回の措置ですべての市

町村に低所得の窓口負担減免制度がつくられる

ことが期待されます。

　本市でも制度はできましたが、災害時等に限

定されています。経済不況のもとで、医療保障

の具体的救済措置としての低所得対策を初め、

制度の整備が喫緊の課題となっています。

　そこで伺いますが、１つは、今回の通知の意

義をどのようにとらえているのか。

　２、具体的にどのようにして制度の整備を図

っていく考えがあるのか、お示しください。

　次に、保育行政について２点質問します。

　１つは、さきの９月議会で取り上げた産後休

暇及び育児休業期間中の保育園での上の子の継

続入所問題です。

　議論でも明らかにされ、市長も国の通知に「退

所させない」という内容になっていないことを

認められました。議会後、保護者の方々が「継

続を」との署名を集められ、市長に改善を図る

ようにと陳情されました。また、１月の相談時

のときには「幼児教育はよくわからないので検

討する」と約束もされています。陳情のとき、

保護者や保育士、さらに経営者からも、継続し

て保育することの重要性は学ばれたと考えます。

そして、500近い署名の声は重いものがあると考

えます。地域づくりや子育て支援の充実のため

にもどのように改善を図っていくのか、考えを

お示しください。

　２番目は、経済的支援として、保育料の負担

の軽減と世帯の負担能力に変化が生じた場合の

保育料の減免制度の整備を求める問題です。

　経済の好転が困難な中、給与の削減、労働時

間の短縮など所得が減少し、生活にさまざまな
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問題が引き起こされています。保育問題では、

保育料の滞納問題もあります。これらの状況を

考えると、必要な対策を打つことが求められて

いると考えます。

　市の次世代育成支援対策行動計画の中には、

経済的支援策として保育料負担軽減策事業が掲

げられています。市長も議会での答弁で、子育

て支援の取り組む課題として保育料の軽減に努

めていく考えを述べられています。

　保育料の減免規則がありますが、経済的な理

由は示されていません。ただ、「市長が必要と

認める理由が生じたとき」と書かれているだけ

で、具体的ではありません。他の制度との整合

性からも、国の通達、通知での立場での運用の

具体化や、規則に経済的事由の点も明らかにし

ていくように改善が求められています。考えを

お聞かせください。

　次に、入札制度の改善の必要性と方向につい

て質問します。

　公共事業をめぐっては全国的に低価格受注競

争が激烈化し、ダンピング受注が問題になって

きていました。このような影響や公共事業の減

少の中、建設業は01年から08年の７年間で、全

国で８万弱が倒産や廃業で減少しているという

報告も伝えられています。ダンピング受注は、

最終的には現場労働者の賃金、労働条件を際限

なく切り下げることになり、欠陥構造物づくり

につながりかねない問題も指摘されています。

　これらの問題について、国会や地方議会、建

設労働組合の改善要求に、国土交通省は入札制

度の改善を自治体に要請しました。この中では、

予定価格の不当な切り下げの中止、低価格入札

の防止、中小企業支援、条件つき入札制度など

が指摘をされ、自治体としても入札契約制度の

改善を進めていく上で重要な内容が含まれてい

ることからも、これらを活用して改善に取り組

んでいくことが求められています。

　また、「最低制限価格及び低入札調査基準価

格制度の適切な活用について」という要請も行

われています。また、低入札やダンピング防止

のために入札制度の改善は緊急を要しますが、

それだけでは根本的な解決にはならないと考え

ます。

　この解決のステップとして全国で初めて、市

発注の公共事業や業務委託に携わる労働者の低

賃金水準を確保する公契約条例が、市長提案で

野田市で全会一致で成立をしました。制定の意

義として、労働者の低賃金、労働条件の改善は、

それだけではなく公共サービスの質の確保、さ

らに地域経済の活性化、地域再生にもつながっ

てくると期待が高まっています。

　そこで伺いますが、１つは、要請を受けて、

試行要領で根本的な解決が図れるのか。不正防

止策や透明性、競争性、客観性など、入札制度

の目的を達成していくためにも価格情報の公開

などが必要と考えますが、見解をお聞かせくだ

さい。

　２番目は、地元業者の生活と営業を守り、雇

用の安定と促進を進める取り組みについてどの

ような取り組みになっているのか、お聞かせく

ださい。

　また、落札率の特徴と労務単価の動向と実態

調査はどうだったのか、お聞かせください。

　議会で公契約条例制定推進の陳情を採択をし

ていますが、どのように受けとめていらっしゃ

るのか、お聞かせください。

　また、函館市や国分寺市は公契約の視点を取

り入れた取り組みを進めている、そのような取

り組みが行われていますが、生かす点や方向に

ついて伺います。

　次に、経済的な貧困から教育の格差をなくす

対策について質問します。

　先ほど次世代育成支援行動計画を取り上げま

したが、この根拠となる推進法の目的は、「次

代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ育

成される社会の形成に資することを目的とする」
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となっています。この法に照らしても、百年に

一度と言われる経済危機にこうして子供の貧困

の克服のために施策を講ずることが求められて

います。

　先ほど保育行政で減免や保育料軽減問題を取

り上げましたが、学校教育においても、教材費

が高過ぎる、親のリストラ等で退学に追い込ま

れたり、また授業料が払えない問題など、地域

には子供の貧困についての要求が多数あります。

　教育は、すべての子供たちの人格的成長のた

めに存在しています。貧困についての困難を抱

える子供たちを支援することが、今まで以上に

力を入れる責任が政治に求められていると考え

ます。これらの問題は、さきの総選挙でも教育

費の無償化という大きな争点になりました。

　そこで、以下の点について伺います。

　１つは、学費を払えず、高校卒業、入学がで

きない若者を１人も出さない取り組みが必要と

考えます。現状の対策で十分であるとお考えな

のか、お聞かせください。県下の自治体でもさ

まざまな取り組みがあり、全国的にも入学助成

制度等の取り組みがあります。

　２点目は、小・中学生のためには就学援助制

度があります。実態から見ても、市独自の上乗

せや補助項目をふやすなど対策が必要と考えま

すが、どのような見解なのか、お聞かせくださ

い。

　最後に、保健・福祉・医療の連携システムの

構築の推進の必要性について、今回は基本的な

点について伺います。

　第４期高齢者保健福祉計画と介護保険事業計

画がスタートしました。そんな中、全国的にも

保健・医療・福祉の連携と予防・健康づくりの

実践が進み、高齢期を安心して迎え、幸せで自

分なりの暮らしを全うすることができる制度や

政策が整い始めている地域もあります。

　垂水市においても、健康づくりや予防活動な

どが始まっていますが、やはり保健・福祉・医

療が連携して取り組むことが、命と健康を守る

ためにも必要と考えます。全国的な取り組みか

らも裏づけている内容です。

　福祉の充実、健康管理の重視、病気の早期発

見・早期治療、住民本意の在宅ケア、介護予防

対策などの充実など進めることによって、病人

を減らし、また軽いうちに回復させ、医療費等

の削減、介護・国保財政の安定的な運営など、

先進的な経験がこの問題を私たちに教えている

というふうに思います。

　この問題は、中・長期にわたっての抜本的な、

またかつ本格的な取り組みが求められている時

に来ていると思いますが、見解をお聞かせくだ

さい。

　これで、最初の質問を終わります。

〇財政課長（三浦敬志）財政改革の到達から

今後の財政運営の方向について、お答えいたし

ます。

　まず、財政改革の現段階での評価と課題でご

ざいますが、現行の財政改革プログラムは、三

位一体改革による地方交付税の大幅な削減等に

より、平成16年当時危機的な状況であった本市

財政の破綻を回避し、本市の重要課題に適切に

対応できる弾力的で足腰の強い健全な財政構造

を構築するため、平成16年10月に策定されたも

のです。この間、歳入においては使用料・手数

料の見直しや有料広告掲載事業等の自主財源確

保、歳出においては職員数の削減や特別職及び

職員給料の一部カットによる人件費の削減、市

債発行の抑制による公債費の削減など、歳入・

歳出両面にわたる徹底した見直しを市民や議会

の御協力のもと進めてきたところでございます。

　財政改革プログラムには、「単年度の財源不

足を生じない財政構造の構築」と「市債発行を

抑制し、中・長期的に市債残高の抑制を図る」

の大きく２つの財政改革の目標がございます。

　現段階での評価といたしましては、基金繰り

入れに頼らずに編成した平成21年度当初予算の
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編成状況や、平成16年度から４年間で19億円削

減した市債残高、平成17年度から２億円超ふえ

た財政調整基金の積立額から見ると、ほぼ目標

額に近い実績が得られているのではないかと考

えております。

　それに対しまして、経常収支比率や将来負担

比率は依然として県内他市町村より高い水準に

あることから、引き続き、人件費などの義務的

経費削減の取り組みと市債の新規発行抑制はも

ちろんのこと、その他将来負担比率に影響を与

える債務保証、損失補償等についても今後、対

策を講じる必要があるものと考えるところでご

ざいます。

　次に、来年度予算編成の視点として環境・福

祉・教育型財政への方向をどのように具体化さ

れていく考えか。投資的経費や義務的経費、補

助費及び物件費をどのように検討されていく考

えかについてでございますが、環境・福祉・教

育は当然これから力を入れていくべき分野であ

ると認識しておりますので、各種環境対策に係

る経費や各福祉関連予算、小学校校舎の耐震補

強、統合中学校大規模改造などの教育予算につ

きましては、平成22年度予算においても必要な

ものは所要の措置を講じていく予定でございま

す。

　また、投資的経費や義務的経費、補助費及び

物件費につきましては、次の５年間の財政計画

においても引き続き、投資的経費の抑制による

市債の新規発行制限や職員削減などによる人件

費の削減、各種補助制度の見直し、コスト意識

の徹底による物件費の削減などに取り組んでい

く予定です。

　なお、本市においては今後、人口減による市

税収入の減や地方交付税の大幅な減額などが想

定されます。さらに、民主党政権においては、

平成22年度予算の概算要求について事業仕分け

を実施し、これまでの予算の大幅な修正を進め

ておりますが、今後、地方交付税の抜本的な見

直し、一括交付金の創設及び暫定税率の廃止な

ども検討されるとされており、従来の予算編成

の仕組みや予算の骨格も大きく変わり、地方財

政への影響も避けられないものと予想されます。

そのようなことから、弾力的で持続可能な財政

構造の構築に向け、これからも一層の財政改革

が必要であると認識しております。

　以上でございます。

〇市民課長（葛迫隆博）国保の一部負担金の

減免制度に関する御質問ですが、現在の一部負

担金に対する減免措置としましては、災害に伴

う減免基準について平成18年３月に要領を定め

ていることは御案内のとおりです。

　また、負担金に関連しましては、限度額適用

認定証の発行を初め、高額医療費負担制度によ

る、所得に応じて自己負担が軽減される制度を

設けており、さらには高額医療費貸し付けを制

度化しているなど、多くの被保険者に利用され

ております。

　そこで、御質問でありました、諸般の事情に

より医療機関の窓口で支払いが困難な方々に対

する支援措置につきましては、現在のところ制

度化しておりません。国民健康保険第44条に規

定されている「特別な理由がある被保険者」に

ついて、制度化に向け検討すべき課題であると

思っておりますが、国保財政運営の検証並びに

納税者の方々の御理解を基本としまして慎重に

進める必要がございます。

　と申しますのは、窓口負担軽減の猶予措置を

実施するとした場合、その軽減分はすべて一般

財源、すなわち国保税にはね返ることとなりま

す。特定の方の３割負担以外の７割、これは保

険給付として国庫負担金と国保税で賄っており、

税の公平感等により被保険者全体の合意が必要

と考えます。

　しかしながら、このような中、昨年７月10日

に厚生労働省が都道府県に対し、国民健康保険

における一部負担金の適切な運用に係るモデル

― 102  ―



事業の実施を求める通知をいたしております。

医療機関における未収金問題では、悪質滞納と

生活困窮が主要な発生原因であると考えられて

おり、このモデル事業では、一部負担金減免制

度の適切な運用と、医療機関、国保、生活保護

の連携による対応等も含まれているようであり

ます。

　なお、厚生労働省の通知によりますと、この

モデル事業を検証の上、平成22年度中には全市

町村において適切な運用が行われるような一定

の基準を示す予定であるということでございま

すので、制度化していない本市を初め、全国の

市町村でその基準により検討することとなりま

す。

　次に、医療保障の整備検討の方向性について

お答えいたします。

　制度施行以来70年余りにわたり、国民皆保険

体制の中核を担ってきております国民健康保険

は、地域医療の確保に貢献してきているところ

であります。しかしながら、高齢者や低所得者

の増加、そして医療費の増大に歯どめがかから

ないなど、国保制度が抱える課題が多いまま、

毎年の赤字対策に追われているのが実情であり

ます。

　国保財政対策として、高額医療共同事業、保

険基盤安定制度、財政安定化支援事業等の国保

財政基盤強化に対する諸施策を継続するととも

に、なお一層の拡充・強化は必要であります。

　そこで、今後の制度改革等について情報収集

することが重要でありますが、全国市長会を通

じ、現行の保険料軽減措置を継続し、財源は国

が全額負担すること等について厚生労働省に要

望いただいているところであります。

　国保担当課としましても、さまざまな角度か

ら十分な検討を要することとなりますが、その

１つに、まず国保財政運営の推移をしっかりと

見きわめまして、その上で収支のバランスにつ

いても検証する必要がございます。

　御承知のとおり、昨年の国保会計の決算状況

でも、単年度収支では4,500万円ほどの赤字とい

う状況であり、前年度繰越金を充てて運営して

いるのが現実でございます。基金も20年度決算

では8,600万円であり、一月分の医療給付費にも

満たない額となっております。他の自治体では

依然として一般会計から国保特別会計への多額

の繰り入れを余儀なくされているところもあり、

そのことが市町村財政逼迫の要因ともなってい

るようです。

　本市では、法定内繰り入れで何とかしのいで

おりますが、前年度繰越金と基金繰り入れで収

支のバランスをどうにか保っているような状況

であります。結果として、基金積立額に不安を

抱いているのが実情で、大きな課題となってお

ります。また、加入されている方々の年齢構成

や所得状況別世帯数、医療給付費の因果関係な

ども分析する必要がございます。現在、第44条

に関するアンケートを県内18市に依頼している

最中でございますが、これらを集約の上、近日

中に、実施されている自治体に協議したいと考

えております。

　さらに、先ほど申しましたモデル事業の検証

を踏まえるとともに、国からの特別調整交付金

ほか、国庫負担金の推移を見きわめ、財源問題

を整理するとともに、相互扶助という国保制度

の観点から、納税者の方々の理解を得られる説

明責任を果たせるかなどを総合的に勘案するこ

とが重要となります。

　以上申しました課題を整理し、関係機関及び

市長との協議を進め、制度化に問題がないとな

れば、実施に向けて国保運営協議会に諮問する

こととなります。

　以上でございます。

〇市長（水迫順一）持留議員の保育行政につ

いて、産後休暇及び育児休業期間中の継続入所

へ柔軟な対応をという問いにお答えをしたいと

思います。
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　保育園の継続入所につきましては、これまで

も何回となく要望が出されました。また、11月

20日の日に417名の署名を添えられまして再度の

申し入れがございました。

　子育て支援体制の充実の一環として、平成22

年度から新たに実施するよう検討を行っている

状況でございます。詳細につきましては決まり

次第お知らせをしたい、そのように思います。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）持留議員の保

育行政について、経済的支援策として、保育料

の軽減、保育料の減免制度の整備についてお答

えいたします。

　保育料の決定につきましては、垂水市保育費

用徴収規則第３条の別表保育所徴収基準額表に

より決定するものとしており、この保育料徴収

基準額の表は、Ａ階層からＤ７の階層の10階層

に区分され、それぞれ徴収金額が規定されてお

ります。

　本市での徴収金額の設定は、国の徴収基準額

より、各階層区分によりますが、600円から１万

8,000円ほど低目に設定し、運用しておる状況で

ございます。また、児童の属する世帯が母子世

帯と在宅障害児のいる世帯及び生活保護法に定

める要保護者など、特に困窮していると市長が

認めた世帯で、Ｂ階層、Ｃ階層に設定された場

合は、それぞれの徴収基準額により減額を行っ

ております。

　保育料の減免についてでございますが、同規

則第８条で保育料の減免を規定していますが、

これまで、収入が生活保護基準に近い世帯につ

きましては減免の申請ができない状況にござい

ましたが、本年６月に一部改正されました市税

減免の基準に関する規則に準じ、生活困窮者と

生活保護者の均衡を図るとともに、明確な基準

を設定して対応しているところでございます。

　以上でございます。

〇財政課長（三浦敬志）入札制度改善の必要

性と方向についてのお尋ねにお答えいたします。

　その中の低入札やダンピング防止策等の対策

はでありますが、昨今の入札制度を取り巻く環

境は、経済情勢などの変化から、入札制度の動

向も常に変化している状況にあります。本市で

は、そうした動向や状況を的確に把握した上で、

今回、垂水市建設工事最低制限価格制度試行要

領を定めました。最低制限価格は、予定価格の

10分の７から10分の９までの範囲としておりま

す。この価格の設定で低入札やダンピング防止

の一対策となると考えております。入札制度に

ついては、常に改善、検討を加えていかなけれ

ばならないものと承知いたしております。

　価格情報の公開でありますが、予定価格につ

きましては、既に御存じのとおり、各入札案件

ごとに公表いたしておりますし、入札結果につ

きましても「建設新聞」等で公表されていると

ころでございます。

　地元業者の生活と営業を守り、雇用の安定と

促進を進める取り組みの状況と方向性について

のお尋ねにお答えいたします。

　まず、取り組みでありますが、御存じのとお

り、平成21年度中小企業者に関する国等の契約

の方針が６月12日閣議決定され、中小企業者の

経営基盤の強化を図るため、国等の契約の方針

に基づき、中小企業者の受注機会の増大の措置

を講じようとしております。

　その措置といたしましては、地域の中小企業

者の適切な評価等と積極的な活用に努めること、

可能な限り分離・分割して発注を行うように努

めること、可能な限り前倒し発注に努めるもの

とすること、適正価格での契約等の推進に当た

り、低入札価格調査制度の適切な運用を図ると

ともに、最低制限価格等の見直しを促進するも

のとすることなど、その他、多岐にわたってお

ります。

　本市におきましても、今申し上げましたよう

なことを重点的にそれぞれの担当課が十分に検

討、調査を加えた上で、事業の執行に当たって
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いるところであります。また、財政課におきま

しては、契約事務の際に建設業退職金共済制度

への加入促進をお願いするとともに、掛金収納

書の提出をお願いし、確認を行っているところ

であります。

　次に、落札率でありますが、今年度の一般会

計における12月１日までの工事入札の落札率、

予定価格に対する契約金額の割合になりますが、

93.01％、最低制限価格制度試行実施を境にその

割合を振り分けますと、４月から８月までが89.41

％、９月以降が94.55％になるようであります。

その差が5.14％の上昇になります。

　労務単価の動向と実態の調査でありますが、

正式な調査は行っておりませんが、契約時に伺

った際のお話では、それぞれ受注した工事案件

による資材等の所有分の使用やリース機械等の

借り上げ期日の短期化など、企業の努力に負う

ところも多く、確実に幾ら労務単価の上昇に振

り分けられるところまでは試算が難しいようで

あります。ただ、建設業退職金共済制度の掛金

上昇に対する反映は見受けられるところであり

ます。

　公契約条例についてでありますが、地方公共

団体の工事等の発注が激減していく中、一方で

は、低価格受注競争が激化する等の問題によっ

て、業務に従事する労働者や下請の事業者への

しわ寄せがされ、労働者の賃金の低下を招くよ

うな状況が生まれている中、このような状況を

改善し、公平かつ適正な入札を通じて、豊かな

地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確

保されるような条例制定は、公契約の社会的な

価値を向上させ、市民が豊かで安心して暮らせ

る地域社会を実現することに大きく貢献するも

のであると考えます。

　函館市や国分寺市の取り組みをいかに生かす

かでありますが、公共事業の実施に当たっては、

地元業者、地元資材を積極的に活用し、雇用の

安定と就労の促進を図ることや、公契約やさま

ざまな調達手続において公正性、透明性及び競

争性を発揮して、地域社会や地域経済の向上に

寄与する機能と役割を求めるものとすること等、

本市職員においても事業の実施に当たって常に

念頭に置いて取り組んでいかなければならない

ことを、両市ともいい形で具現化しており、マ

ニュアルとしての活用を引き出せるものである

と考えます。

　以上でございます。

〇教育長（肥後昌幸）持留議員の御質問にお

答えします。

　議員がおっしゃるとおり、鹿屋市では小学生

の緊急募集をしており、ホームページにも掲載

されております。霧島市は、奨学資金貸与の願

い出の特例として、世帯の経済状況が急変した

ことを証明する書類を提出することとなってお

ります。

　本市の奨学資金条例では、高等学校以上の学

校に在学し、品行方正、学術または技能優秀、

身体強健で学資の支弁が困難と認められる本市

在住者の子弟となっております。また、奨学資

金の貸与は学校在学期間中としており、奨学資

金の貸与を受けようとする者は教育委員会に申

し出ることとなっております。

　本市の取り扱いでは、１月に市報などで広報

し、３月までに関係書類を提出することとして

おります。経済的な事情で年度途中どうしても

貸与が必要なとき、申し出があれば臨時の選考

委員会を開くことができます。

　なお、本市の奨学金制度の貸与者は現在49名

でございます。その中で、平成21年度の新規貸

与者は17名となっております。

　次に、就学援助制度についての御質問ですが、

本市の就学援助制度は、要保護、準要保護児童

生徒に対しての就学援助費補助金、就学前児童

につきましては、幼稚園就園児童の保護者への

就園奨励補助金の制度がございます。

　就学援助費では、学用品費、修学旅行費、校
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外学習、学校給食費、医療費が含まれておりま

す。準要保護児童生徒の認定者率は、平成20年

度の14.6％から平成21年度は15.8％と増加傾向

にございます。年度途中において学校長を通し

て申請の例もございます。

　佐賀市などの独自の制度の制定については、

本市では現在のところ考えてはおりません。し

かし、早急な対応としまして、本市のこれらの

制度について対象者への周知の方法の工夫を図

りまして、制度の活用推進を図ってまいりたい

と思っております。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）６番目の保健・

福祉・医療連携システムについてお答えいたし

ます。

　市民が住みなれた地域で健康で安心して暮ら

し続けるためには、一人一人が命の大切さ、自

分や家族や地域を大切にしながら、地域に目を

向け、地域を支え、生きがいを見つけるために、

地域づくりや仲間づくりを通して社会参加する

など、支え合う地域のきずなという意識を持つ

ことがこれから一番必要なことであると考えま

す。

　また、本市が迎える超高齢者社会にとっては、

年を重ねても家で住み続けることができる、ま

た、寝たきりになっても家で過ごすことができ

るための地域コミュニティの新たな構築も最も

必要になってくると考えております。今までの

施策は施設重視型で、家庭や地域の中で困り事

が起こると施設や病院という意識が、本人や家

族、地域の中にもありました。しかし、今後は、

在宅で長く過ごす、このことを支えるための在

宅医療の積極的な推進や施設など、多くの市民

から望まれてくると思われます。

　これらのことを的確に対応するためには、行

政や関係機関におきましても、今以上横断的な

つながりが必要となってくると考えております。

住まいや交通、経済、環境問題など、地域での

生活を困難にしているさまざまな問題を共有し、

連携を取り合って取り組んでいくことが問題解

決に最も必要な要素であり、このことが結果的

には医療費や介護給付費の削減にもつながって

いくものと思っております。

　垂水市民一人一人がだれでも住みなれた地域

で健康で安心して暮らし続けられるという思い

を共有することから、保健・福祉・医療連携シ

ステム、いわゆる地域包括システムの構築は始

まり、地域の循環型社会にも一翼を担い、市民

生活を支えるものとなると考えております。

　行政がこれから担わなくてはならないさまざ

まな問題もございます。私どもの中でも共通の

認識としてとらえております。これらのことに

一層の御理解と協力を賜りたいというふうに考

えております。

　以上でございます。

〇持留良一議員　それでは、一問一答方式で行

っていきたいと思います。順序が若干変わるか

もしれませんけれども、それは御了承いただき

たいと思います。

　最後の医療・保健システムの問題については、

基本的なことをお聞きしたいということであり

ましたので、ぜひ、言われたようなことについ

て取り組んでいただきたいと思います。大事な

のはやっぱり病院との関係づくり、それから先

ほど言われた横断的な庁舎内での取り組み、な

おかつ、やっぱりセンターをしっかりつくって

いくというそういう取り組みの中で、医療・保

健・福祉のシステムをぜひつくり上げていって

いただきたいと思います。

　本市では、長野県で頑張っていらっしゃる先

生もいらっしゃいます。そこではもう非常に先

進的な取り組みがあります。やっぱりこういう

人材を生かしていくということも必要だろうし、

またその取り組みも生かしていくことが重要だ

と思いますので、ぜひこれは市長も含めて、委

員会でも医療費の削減、このことが大きな課題
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だと、そのためにはやっぱりシステムづくりを

どうつくっていくかが大きな課題なんだと言わ

れていましたので、ぜひそういう中・長期的な

立場で、この問題についてはぜひ取り組んでい

ただきたいと思います。これはもう要望だけし

ておきたいと思います。

　まず最初、財政改革の問題ですけれども、先

ほど言われたとおり、基本的には力を入れてい

くんだと、環境・福祉教育に力を入れていくん

だということでの認識は一致できたと改めて思

います。

　そういう中で問題は、今こういう状況の中で、

先ほど公共事業の問題もありましたけれども、

地域内でやっぱり再投資をしていく考え方、地

域内でお金を回していくという中での考え方、

このことはやっぱり、例えばさきの９月議会で

も言いましたけれども、橋梁なんかの計画的な

補修・改修、維持補修等で仕事をしっかりつく

って、地元で地元の業者に仕事をつくっていく

というような取り組みの視点と、もう１つは、

やっぱり暮らしの安定をどう図っていくかとい

う対策が必要だと思うんですよね。

　そのためには、やっぱり基本的な考え方とし

て、私は最終的に財政改革の最後の議論の問題

というのは、最後に問題として考えなきゃいけ

ないのは、義務的経費をどうするかということ

は、これは最後の議論だと思うんですよ。

　先ほど課長の話によると、人件費の抑制、も

しくはそういう部分も含めて考えなきゃならな

いと言われましたけれども、冒頭、本議会の中

でも職員の人件費の問題も出まして、相当額が

やっぱり削られていくという問題も出ましたが、

一方でやっぱり福祉との関係でそういうお金も

ふえてくるという、そうしますと経常収支とい

うのはなかなか改善というのは単純じゃないと。

　しかし、一番、方法としたら人件費を削るの

が単純だと、簡単に経常収支を改善していくた

めにはいいということですけれども、しかし、

地元の経済の安定、暮らしの安定を図っていく

ためには、やっぱり最後に義務的経費をどうす

るかということをその中で考えていかなきゃな

らないと思うんですが、当然そのプロセスの中

には義務的経費、物件費、補助費等も考えてい

かなきゃならないと思うんですが、私は最初か

ら義務的経費じゃないと思うんですけれども、

そこの点での市長、この点について市長の考え

方をお聞かせください。

〇市長（水迫順一）議員がおっしゃるとおり

だと思うんですね。まず、景気がこれだけ落ち

込んでおりますので、景気を回復すること、そ

のことにも注目をしていかなければいけません

し、全体的にやはり生活が成り立つというのは、

仕事があって生活費が確保できるということが

根本にありますから、全体を考えた中でやらな

ければいけない。

　だけど、やはり財政自体が破綻を期すような

財政であってはいけませんから、そのほかのい

ろんな努力をやはり人件費もひっくるめた考え

方を外すことはできないと、そのように思いま

す。

〇持留良一議員　基本はそうだろうと思います。

そういう意味では、義務的経費を最終的な議論

としてやっていくという点については変わりな

いというふうに思います。その点は確認できた

だろうと思います。

　次に、国保の問題に移っていきますけれども、

この国保の問題は、先ほど言われたとおり、確

かに自治体の財政問題もあろうかと思います。

しかし、問題は、今回国がこのことを認めたと

いうのは、認めたというか、やろうとなった大

きな原因は、例えば経済的理由で受診がおくれ

て、１年間に昨年度も31人の方々が亡くなって

いる。その大きな理由として生活困窮という問

題が生じたと。何とかしてこれを対策をとらな

きゃならないということで、今まで大きな問題

としては一部負担金の問題があったわけですけ
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れども、問題は、今回国がいろんな点で明確に

出してきましたよね、中身を。例えば生活困窮

の位置づけの問題、これはいわゆる生活保護基

準を１つの目安としていくんだという問題も出

てまいりました。そして、何よりやっぱり生活

困窮が大きな原因なんだと、そのことで病院の

未収金の問題も生じてくる、税の問題も生じて

くる等々があったと思うんですよね。

　そういう意味では、やっぱりこのことの大事

な点は、国がこういう方向を打ち出した中で、

それぞれ自治体がそれに見合った形で改善を図

っていくという姿勢、取り組みが重要だと思う

んですよ。そのことによって、やはり国自体が

地方もこのことを制度として認めているんだと、

自治体も頑張っているんだという中で、やっぱ

りこの取り組みのもっと早期実現、そして国の

２分の１の負担という方針ですけれども、それ

を全面的に国がやっぱり認めさせていくという

ようなこういう観点に立ったときには、やっぱ

り早急にこの問題での生活困窮という位置づけ

を、本市の中でも明確にしていくことが大事だ

と思うんですが、市長、この点についてはどう

でしょうか。

〇市長（水迫順一）医療の助成制度につきま

しては市のほうでも、議員もおっしゃったよう

に乳幼児医療、中学生までの、月額3,000円の負

担はありますが、それ以上は無料ということや

ら、それからまたひとり親家庭医療の助成とか、

こういうものは独自にやっておるわけでござい

ますね。

　そして、市民課長が詳しく説明しましたとお

り、国保によります負担金の減免については、

モデル事業の実証によります検討をすべきと考

えますが、全国市長会でも再三要望しているの

が、国における財政支援となっておりますので、

交付税なのか、交付金なのかを見分けることが

重要であるというふうに思っております。

　いずれにしましても、モデル事業の実証を待

ってからということでなく、検討項目や課題項

目等の整理につきましては、できるものから行

うようにしたいと考えているところです。

〇持留良一議員　ぜひこの問題については、こ

の制度が早急にできていればというケースもあ

るわけなんです。制度が実際あるのに、それが

実際上運用されていない。前もこの問題を取り

上げたとき、沖縄の問題を取り上げました。国

保運営協議会がこれは法律に違反しているとい

うことで、早急に改善を図れということも言っ

たわけなんです。そういう意味では、これは命

との関係にも重要な問題を提起していますので、

早急に具体的な取り組み、方向というのをぜひ

していただきたいと思います。この点について

は、そういう立場に立ってぜひ検討していただ

けるかどうか、再度確認をいたします。

〇市長（水迫順一）検討はしていくと、先ほ

ど申しましたとおりでございます。

〇持留良一議員　検討というのは、改善も含め

た検討なんでしょうか。

〇市長（水迫順一）先ほどから申しておりま

すように、検討項目、課題等の整理についてで

きるものからやっていくと。

〇持留良一議員　次は、保育行政について伺い

ます。

　先ほど１番目については市長が大変前向きな

回答をいただいたと思います。これは、保護者

の方々にとっても大変ありがたいクリスマスプ

レゼントになるのじゃないかなというふうに認

識をしています。ぜひ要望に出された形で柔軟

に対応していただいて、このことによって私は

垂水が新たなやっぱり地域の方々の子育てづく

り、なおかつ安心して働ける、そういうのをつ

くっていく１つの大きな力になると思います。

そういう意味では、市長の決意の英断には心か

ら敬意を表したいと思いますし、ぜひ要望がで

きたら全面的にかなえられるよう、ぜひ努力を

していただきたいと思います。
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　保育料の問題についてですが、先ほど言われ

たケースの中で、例えば世帯で御主人もしくは

奥さんも含めてですけれども、収入が減ったと、

この場合の対応はどうなんでしょうか。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）今、御質問の

件についてお答えいたします。

　私どもそういう申請がありました場合は、市

民税の本年５月29日出されました一部改正の内

容について減免を行っていくという形をとって

おります。

　以上でございます。

〇持留良一議員　国の通達のほうではこれにつ

いては見解がなかったんですけれども、平成７

年にそういうケースが出た場合には階層を軽い

ほうに変えていいですよと、これは市長の決断

でできるんですよという通知も出されているわ

けですね。なおかつ、うちの保育料のところに

はそういう経済的な文言はないと、明確にない

という中で、先ほど言ったケースについてはど

うなのかということだったんですけれども、ち

ょっと私自身が十分認識できていないのかもし

れませんけれども、そういうケースについては

階層を引き上げて、例えばリストラ、合理化さ

れた場合、給料が減った場合というのは、きち

っと対応できるんですね。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）平成７年出さ

れました保育料の費用徴収制度の取り扱いにつ

きましては、今行っております減免制度、市民

税等の対応で十分だろうというふうに私ども考

えております。

　以上でございます。

〇持留良一議員　私は保育料のここの規約のと

ころの見直しが必要だと思うんですけれども、

そういう部分をしっかりとこの中に明記すると

いうことが必要だと思うんですが、市長、この

問題は市長が認めればそういうこともきちっと

できると、平成７年、国の通知もあるんですけ

れども、今、現状の中、そういう文言、経済的

な理由ということも含めて、きちっとこの中に

明記する必要があると考えますが、市長はどう

でしょうか。

〇市長（水迫順一）今のところ、そこまでは

考えておりません。ただ、本当に百年に一度と

いう経済状況、こういう状況が続いております

ので、今後どうすべきかということは検討して

いかんといかんと思います。

〇持留良一議員　ぜひ検討していただきたいと

いうふうに思います。

　それでは、入札の問題について移ります。

　議長にお願いしたいんですが、資料の配付を

許可していただきたいと思います。

〇議長（川達志）　はい。

〇持留良一議員　手元に資料が届いていると思

うんですが、私は、今回入札の問題では、入札

制度の改善の必要性と方向についてということ

で先ほど言いましたけれども、これは１つ問題

を見る提起として今回資料として出させていた

だきました。2004年から2009年度までの労務単

価の変化です。これだけ５年近い間に労働者の

賃金が、労務単価が下がってきているというこ

となんですけれども、このことを頭に入れてお

いていただいて、私は入札制度の問題で１つは、

やはり現状の中でも、今回、試行錯誤的な中身

という形で取り組みがスタートをして、非常に

また一歩前進ではないかなというふうには思う

んです。生活を守る、また地域の業者の皆さん

の営業を守っていくという点では非常に重要な

点だろうと思います。そういう意味では、低入

札、ダンピング防止の対策が打てるのじゃない

かなというふうに思います。

　ところが、この問題でもやっぱりいろいろな

問題を含んでいると思うんですね。私のところ

にも投書が来ました。それが正しいかどうかは

私にもわかりません。しかし、そういう問題を

防止する意味でも、やっぱり私がここで提起し

た価格情報の公開というのを私は改めて、競争
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性、透明性、公平性、客観性というのを持たせ

る意味では、今、試行段階ですから、改めてそ

ういうことも思い切って提案できるのじゃない

かなと思います。

　市長なんかが行かれた福岡県の大木町なんで

すけれども、ここではもう入札の最低制限価格

も公表しているんです、試行段階ですけれども

ね、こういう形で取り組みもスタートしていま

す。

　もう１つは、やっぱりこの点で大事なのは、

こういう問題が起きたときにどう対応するかと

いう点では、以前、私たち議会としても市長に

対して進言をしたんですが、入札監視制度、こ

ういう問題も必要じゃないかというふうに思う

んですが、これはあくまでも今の試行段階とい

うことを踏まえて、思い切った試行ということ

も必要なのではないかなというふうに思います。

　もう１つは、やはり入札制度をどう改善して

いくかということが重要だというふうに思うん

ですが、国がこの間、前に提起をしているんで

すけれども、ことしの４月でしたかね、４月に

改善等についての国土交通省の通知がされてい

るんですけれども、その中でも、総合評価方式

の問題だとかいろんなことを改善に努めなさい

ということもされています。また、体制がとれ

ないところについては、それなりの対応もする

ようにというふうに提案をされているんですけ

れども、この入札制度の改善の方向、先ほどそ

の前提として公契約の問題もあるかと思うんで

すが、その前として函館市と国分寺市の例を取

り上げたんですけれども、この点について、も

う時間がないんですけれども、具体的に公契約

条例を進めていきたいとか、また、こういう国

の通知の立場に立って入札制度を改善していく

という点が必要だと思うんですが。

　その点では、きのうも出ましたけれども、鹿

大との包括契約がありますけれども、これらを

含めて、外部からも力をもらって改善を図って

いくということがいよいよ、地域の業者さんや

働く人たちの賃金、生活を守るために重要だと

思うんですが、この点について、市長、そうい

う方向を持った改善、取り組みをしたいと、そ

ういう考えはないのか、もしくは渡した資料も

含めて、そのあたりの改善、決意についてお聞

かせください。

〇市長（水迫順一）今現在、公共事業初め、

仕事がどんどん減っていく中で、本当にどうい

うような入札制度のあり方が必要なのかという

ことは試行錯誤しておるわけでございます。

　ですから、低入札防止、それからダンピング

防止ということは今やっておるわけで、これは

試行期間でございますから、この結果やら見て、

それでもうまくいかないのか。最終的には電子

入札問題も抱えております。ですから、こうい

うものを踏まえて、それでも足りない部分につ

いてどうしていくかということは考えていきた

い。（持留良一議員「ありがとうございました」

と呼ぶ）

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、11時15分から再開します。

　　　　　午前11時　　休憩

　　　　　午前11時15分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　15番篠原則議員の質問を許可します。

　　　［篠原則議員登壇］

〇篠原則議員　最後になりました。よろしく

お願いをいたします。

　年末年始、事故のない、事件のない明るい垂

水市であってほしいと願って、質問をさせてい

ただきます。

　毎月20日の交通安全立哨について、私の集落

では６人から８人の方が毎月立哨に参加をして

おります。そこで、私も参加をしておりますけ

れども、各地の立哨状況を先般視察のため巡回

― 110  ―



をしてまいりました。南部地区です、市役所か

ら新城麓までですね。

　そこで、立哨者全員に帽子やたすきが渡り切

っていないので、立哨者がどの方かを確認と、

立哨者の安全確保のために今後、支給していた

だきたいと考えております。立哨者の方々は、

交通安全を願い、また自分の時間をつくって立

哨されているわけですから、その辺の気持ちを

酌んでいただきましてそろえていただきたいと

思いますけれども、市民サービス課長のお考え

をお尋ねをいたします。

　次に、運動公園の整備についてをお尋ねいた

します。

　さきの９月議会で大隅定住自立圏の形成に関

する協定書を鹿屋市と締結することが承認され、

10月に締結をされました。その協定書の中で、

スポーツ合宿、大会等の誘致開催によるスポー

ツ交流を促進し、遊休施設を利活用するため、

地域スポーツ施設等のネットワークの構築と広

報、ＰＲを行い、スポーツを核とした交流人口

の増加による地域経済の活性化を図るという取

り組みの内容があります。

　この取り組みでは、本市の役割として、鹿屋

市が構築するスポーツ合宿及び体験型観光に関

する情報システムを活用し、垂水中央運動公園

等の区域内の特色ある施設等の利活用促進によ

る交流人口の増加を図るとなっております。し

かしながら、本市の運動公園の実情は、管理公

社職員の皆さんの努力により整備されているも

のの、施設そのものが老朽化している箇所が多

く、安全性に問題があるものも見受けられます。

　例えば陸上競技場では、メインスタンドの老

朽化、トラックのない部分は芝生と土の境目に

段差があり、サッカーの試合で小学生がけがを

したとの声も聞いております。野球場に関して

は、バックネットの老朽化、防球ネット、ナイ

ター施設、フェンスのラバーが欲しい等の要望

があるようであります。その他、体育館、テニ

スコートも改修を必要とする箇所があるのでは

ないでしょうか。

　このような状況の中で、今後の利活用促進が

できるとは思いません。根本的な問題として施

設の整備、改修を行わないと、今後のスポーツ

合宿、大会の誘致を拡大することはできないと

考えております。まず、現在ある施設の改修、

整備を行うのが先だと思います。

　また、第４次垂水市総合計画の中にもスポー

ツ・レクリエーション活動の推進が施策の方向

として挙げられております。中央運動公園は市

民の方も多くの方が利用されていますので、ぜ

ひとも老朽化した箇所、改修要望のある箇所の

整備を図っていただきたいと思います。

　また、情報システムを活用することになって

おりますが、このシステムを活用することによ

って、利用者が本市より設備の整った鹿屋市な

どに合宿先を変更し、本市を利用する団体が減

ってしまい、これまで合宿誘致に努力された商

工観光課の職員の皆さんの努力が無駄になって

しまうのではないかと危惧をいたしております。

　そこで質問でありますが、陸上競技場及び野

球場を含めた運動公園で整備すべき箇所はどれ

くらいあるのか。整備について利用者からの要

望はどのくらいあるのか。また、今後の整備計

画の予定をお尋ねをいたします。社会教育課長

になろうかと思います。

　また、この協定を締結されることにより、情

報システムでの活用で合宿などの利用が減るこ

とはないのか、お尋ねいたします。

　それから、スポーツ振興くじ助成金交付対象

事業というのがあるようですが、その中身を検

討されて利用の方法を考えられたことはないの

かをお尋ねしまして、１回目の質問とさせてい

ただきます。

〇市民相談サービス課長（島児典生）篠原議

員の毎月20日交通安全立哨についてお答えいた

します。
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　毎月20日の交通安全立哨は、振興会長さんを

初め、市内全域で約230名以上の方に立哨の御協

力をいただき、実施しております。また、20日

は県の交通安全の日にもなっております。

　毎月20日の立哨時には副市長と同伴して巡回

しておりますが、多数の方が立哨されていると

ころは、帽子もたすきもなく立っていらっしゃ

る方が多く見受けられます。今年も紛失や破損

等により追加の申し出のあった振興会には、４

月より、のぼり28本、ポール25本、帽子12個、

たすき11個、腕章10個を差し上げております。

今後は、市内全域の状況の把握と振興連理事会

での協議を経て、検討してまいりたいと考えて

おります。

〇社会教育課長（橋口正徳）中央運動公園の

整備についての御質問にお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、中央運動公園の整備に

つきましては、私どもも整備の必要を痛感して

いるところでございます。御承知のとおり、中

央運動公園内の施設は、キララドームを除き、

ほとんどが昭和50年代に建設され、築後30年以

上を経過した施設であり、老朽化が激しく、維

持管理に大変苦労している状況でございます。

　このようなことから、平成19年度に垂水中央

運動公園等施設整備検討会を設置し、平成20年

度から29年度までの10年間の整備計画案を検討

いたしました。内容につきましては、公園全体

の各施設ごとの施設整備についての整備方針を

まとめまして、優先順位等を検討いたしており

ます。これらに基づき、平成20年度に策定され

ました第４次垂水市総合計画の長期計画に10年

間の概算事業費を計上しました。しかし、大変

厳しい財政状況のもと、計画は立てております

が、なかなか計画どおりに進まないというのが

現状でございます。

　以上です。

〇篠原則議員　毎月20日の立哨については、

いろいろとまた検討していただけるということ

でございますが、また、これについては、副市

長を初め、係の皆さんが毎月20日早朝より巡回

をされているわけですので、もう中身はちゃん

と把握されていらっしゃると思います、副市長

を中心にしてですね。もう検討よっか、さっさ

進めていただきたいと思いますので、よろしく

お願いをいたします。

　それからもう１つ、課長、立哨をされている

のは大変ありがたいことではございますけれど

も、場所によっては固まって、立哨なのか、井

戸端会議なのか、ちょっと逆に危険じゃなかろ

うかなというのも多々見受けられますので、な

かなか一生懸命朝早くから立哨される方にお願

いもしづらいかもしれませんけれども、機会が

あれば何となく、気をつけてくださいと、でき

たら間隔をとって立哨していただいたらありが

たいなと個人的には思っております。

　それから、立てっぱなしののぼりがあるわけ

ですけれども、あれも結構色がさめて、破れた

のぼりがあるようですので、あの辺もちょっと

逆に見苦しいような気が私はしましたので、そ

こら辺も検討していただきたいと思います。

　それでは、公園の整備についてでございます

けれども、スポーツ振興、サッカーくじですか

ね、助成金交付対象事業というのがあるそうで

すが、そっちのほうの答弁がなかったようです

が、それはそれとしていいとして、ちょっと私

も利用することが大変いいんじゃないかと自分

で勝手に思いましたので、ちょっと御案内した

いと思いますけれども。

　平成22年度スポーツ振興くじ助成金国庫対象

事業の募集がなされているようでございまして、

グラウンドの芝生化事業ということでちょっと

調べてみましたけれども、市町村でやるのが、

天然芝の新設で上限が6,000万円の助成があるそ

うでございます、５分の４だそうでございます

けれども。それから、改良で４分の３の助成事

業で上限が4,000万円。

― 112  ―



　いろんな関係者にお尋ねをしますというと、

人工芝も結構ばかにならんと。当初投資はあり

ますけれども、後の維持管理を考えればもう人

工芝も本当に、加世田のほうで結構使っている

そうですけれども、これでは新設が、上限が５

分の４の4,800万円の助成があるそうでございま

す。それから改良のほうでは４分の３の、さっ

きののは５分の４でしたね、人工芝の改良の部

分は４分の３で上限が4,000万円の助成があるそ

うでございますので、いろいろ検討をしていた

だきたいと思います。

　それから、皆さんもテレビでごらんになった

方もいらっしゃるかとは思いますけれども、私

もたまたま外国人の方が芝植えの講習をなさる

テレビがあったと思いますけれども、ポット苗

方式というのでありまして、ティフトン芝と言

うんですかね、そういうのをテレビで見たこと

がありますけれども、ちょっとそれを説明とい

いますか、言ってみますと、校庭や土のグラウ

ンドなどにポットの中で30日間ほど育てた芝、

ティフトン芝と言うんだそうでございますが、

田植えのように50センチ間隔で植えていく芝生

化の手法だそうです。芝の苗は、ティフトン芝

と言いまして、最も成長する６月から７月に植

え込み、50センチ間隔で植えても２カ月ほどで

間隔が詰まり、一面が緑の芝生になるそうでご

ざいます。ティフトン芝は成長が速く、日常管

理では芝刈りは欠かせないが、逆にそれさえで

きれば合理的な芝生の植え方の１つであるとい

うふうなことが書いてあります。

　そういうことをひっくるめまして、スポーツ

振興くじ助成金交付金対象事業、こういう特に

今度中学校が統合されますので、廃校中学校に

おきましては実験的にでも、特に南中のあたり

は運動、サッカーが盛んなところでございまし

て、南中でも試験的に植えて、またそういうこ

とが、（「牛根は」と呼ぶ者あり）牛根は野球

と陸上が盛んだと聞いておりますので、それも

いいことじゃなかろうかと思っております。

　そういうことで、やっぱり取り組む姿勢が大

事だと思うんですよね。やってみたり、こうい

う事業があるのに申請をしてみたり、やっぱり

姿勢が大事だと思いますよ。何も取り組まんで、

やっせんかった、予算がないというんじゃなく

て、やっぱりやる気があればすばらしい猿ヶ城

のキャンプ場もできるわけですから、教育委員

会もやる気があれば、市長部局も恐らく認めて

あげると、財政課長が「うん、うん」とうなず

いていらっしゃいますので、やっぱりやる気だ

と思いますので、その辺を含めて課長、考え方

を教えていただきたいと思います。

〇社会教育課長（橋口正徳）先ほどのスポー

ツ振興宝くじの部分が答弁漏れで申しわけござ

いませんでした。

　実は、陸上競技場のフィールド内芝生化事業

としまして、いわゆる総合計画の長期計画の中

には、今御指摘のございました宝くじスポーツ

の事業を取り組むように計画には一応載せてご

ざいます。

　それと、いわゆる陸上競技場の芝生化、垂水

の場合は御承知のとおり降灰が非常にひどいと

いうことで、いわゆる段差が、この前、専門委

員の方が来られて陸上競技場を見ていただいた

んですが、芝生の内側は、もう外からしますと

15センチぐらい盛り上がっていると。いわゆる

もう降灰が目
め

土
づち

状態になってどんどん盛り上が

っていくというようなことで、これは野球場の

ほうも同じでございます。ですから、そこらあ

たりの事業を取り組む気持ちはございますが、

先ほども申しましたように、なかなかそこあた

りの、いわゆる計画には乗せてもなかなかそこ

あたりの部分のいわゆる予算のつきぐあいとい

いますか、厳しい部分があるのは実情でござい

ます。

〇篠原則議員　垂水の場合、降灰があって芝

の場合はなかなか、畑も一緒なんですよ、牧草
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をつくるときは、畑は土地が上がってきます。

何でかというと、降灰とか堆肥の散布だけでは

なくて、逆に土地が上がって、周辺は流れてし

まうんですよね、雨が降れば。だから、芝だけ

じゃなくて、牧草を植えている畑でもそういう

状況はあります。そういうことを勘案すれば、

人工芝、全面に人工芝を張ればトラックとの段

差もなくなるわけですよね。

　人工芝も近ごろすばらしいんだそうですね。

昔、人工芝といいますと、野球なんかが結構使

っておりましたけれども、野球場が。野球場の

場合は、自然芝と土と人工芝と、昔はスパイク

の剣の長さがありまして、スパイクをかえてお

ったそうです。でも、今のサッカーなんかする

人工芝はスパイクも自由、もうそのままでいい

んだそうですね、土で使ったスパイクでも、シ

ューズですか。

　そういうことで、どっちかというと、後の管

理を考えたら、私は人工芝のほうで取り組んで

いただけないかなというような気持ちを持って

おります。いろいろまた検討をしていただきた

いと思います。

　それでは３回目ですけれども、先ほど申し上

げましたとおり、大隅定住自立圏の形成に関す

る協定書、これが締結され、鹿屋市との間で締

結をされたわけですけれども、その中の委員会

のやりとりで、この事業では施設整備はできな

いわけです。そういう答弁もいただいておりま

して、別に答えをいただこうとは思っておりま

せんけれども。大隅定住自立圏形成に関する協

定書によると、先ほど申し上げましたとおり、

スポーツの合宿とかキャンプ、いろいろ大会を

開くための誘致をするわけですよね。誘致をす

るための協定もあるわけですが、その中で委員

会でのやりとりの中で、誘致はしなきゃいけな

い、でも、こういう状態じゃとても我が家では

呼べるような状態じゃないというような答弁を

いただいているわけですよ。

　前に返りますけれども、こういうことを踏ま

えて職員会に投げかけてあるんだという答弁で

あったわけですけれども、そこら辺を含めて、

まだ10、11、12、まだ３カ月ですけれども、投

げかけてあれば、ある程度の検討された御答弁

がいただけるんじゃないかと思うわけですけれ

ども、教育長、その辺をひとつお答えをよろし

くお願いいたします。

　それから、ちょっと角度を変えて、申しわけ

ないんですけれども、口頭で土木課長にもちょ

っと触れてありますので。

　ゆうべ11時半ぐらいだったと思いますけれど

も、お茶を飲みながらテレビを見ておりました

ら、大阪の梅田に８万人収容ぐらいのスタジア

ムをつくるんだというようなニュースをやって

おりました。そして、ワールドカップを誘致す

るに当たって、やっぱり８万人ぐらい入るスタ

ジアムでないとなかなかいけないというような

国際的な取り決めがあるのかどうかはわかりま

せんけれども、そこらあたりで今、橋本知事も

これが実現すればすばらしいことだと、梅田の

ど真ん中ですから、あそこは、貨物駅の跡です

かね、梅田のそこにつくるんだというような話

が持ち上がっているそうです。

　国は国としてそういう計画がある、できる、

できないは別といたしましてですが、垂水では、

これは３月の産業委員会でのやりとりですけれ

ども、私、捨て場のほうで地元の農家の方が大

変御迷惑を受けているもんですから、委員会で

いろいろやりとりもあったわけですけれども、

そういう中で林地開発でありまして、最終的に

は山にして返さんないかんのだということの何

か話もございました。

　そして、市長のお考えのほうで、サッカーを

するようなスペースはできないかと県のほうに

頭を下げに行ってきますという答弁をいただい

たわけですけれども、また関係課と協議をする

という答弁でございました。その関係課は恐ら
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く土木課だと思いますので、ここら辺のことに

ついてどういう協議がなされたのか、サッカー

をするようなスペースはできないものか、そこ

ら辺をお尋ねしまして、３回目の質問を終わり

ます。

〇教育長（肥後昌幸）篠原議員の御質問にお

答えします。

　先ほど運動公園等の整備計画につきましては、

社会教育課長のほうでお答えいたしましたけれ

ども、答弁にありましたように、たくさんの改

良すべき点があるわけで、これを年次的に、計

画的に優先順位をつけてやっていこうというふ

うに考えております。

　今のところ、いろんなスポーツの中で垂水市

ではテニスが、非常に県内外からたくさんここ

を利用しているということでございますけれど

も、このテニス場は今のところ土のコートなん

ですね。ということで、恐らくテニスの関係の

方々が、ここが芝生化されたら、人工芝生化で

すかね、されたら非常にいいんだがというのは

もう前から聞いておりまして、それを、これが

８面ございます、これを年次契約でやっていこ

うということで計画は立てております。

　22年度の予算で、できたらそのうちの３面分

できて、しかし、１面これをするのに約1,000万

円近くかかるというふうでございまして、非常

に大変な予算を伴うわけでございますけれども、

財政ともいろいろ協議をしましてできることか

らやっていきたいと、そういうふうに取り組ん

でおります。

　以上でございます。

〇土木課長（深港　渉）土木課のほうで管理

しております建設残土処分場に関しましてお答

えいたします。

　御案内のとおり、建設残土処分場につきまし

ては、従前の保安林を解除いたしまして、しか

るべき建設残土の処分を埋め立てる敷地として

活用しているわけでございまして、その背景と

いいますか、認可をいただいた裏づけというの

は、御指摘のとおり、いわゆる最終的には自然

に、いわゆる山に返していただくということで

認可を受けているわけでございます。

　御指摘のありました、いわゆるサッカー場へ

との協議ということでなされたかということで

ございますけれども、これにつきましては、申

しわけございませんが、私も特にしかるべき協

議をされたかの把握をちょっと手元にございま

せんので、できることでありましたら、また後

ほどの回答ということで、よろしければそうい

うふうにお願いするということでございます。

〇篠原則議員　最後でありますので、要望あ

れこれ。

　私、通告する前に１回運動公園を見に行きま

して、ある程度チェックをしたわけですけれど

も、そしてまた、通告はしたけど、ひょっとし

たら、思ったところが修理してあっかもしれん

と思って、きのう議会帰りに夕方寄ってみたわ

けですよ。全然手が入れてなかったわけですけ

ど、これは通告をしたのが間違いじゃなかった

なと再確認したわけですけれども。

　そこで市長、１点だけ、これはもう決まりが

あるからしょうがないことでもありますけれど

も、先ほど申し上げましたとおり、夕方ずっと

テニスコート、それから運動公園、確認のため

に夕方、議会帰りに寄ったわけですけれども、

体育館に着いたのが５時半前でした。事務所は

電気がまだついていて、職員の方がお仕事をな

さっておりました。

　そして、ひょっと体育館が音がするもんです

から見てみたら、小学生、中学生の方がバレー

をなさっておりました。外はもう暗いのに、体

育館の中はなお暗いわけですよね。そういうと

ころで、「何ごて電気をつけんとよ」と言えば、

電気料の負担があるから少しでも我慢するんだ

と。そして体育館の職員の係の方に聞いたら、

５時半ちょっと過ぎぐらいにはつけましたよと
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いうことでしたけれども、５時半、本当にもう

外も薄暗いです、中も外より大分暗かったです。

　そういうことを考えますと、そういう負担金

の照明とか使用料の規定があるわけですから何

とも言えませんけれども、青少年育成が叫ばれ

る中、ここまで子供たちに無理をさせないとい

けないのかなというような気持ちがいたしまし

た。

　きのうも市民館の使用料の件が出ておったよ

うですけれども、大人は自由にパチンコをした

り、飲んだり、ギャンブルしたり、競輪に行っ

たり、勝手に自分で金を使って、わずかな負担

金はしたくない、その気持ちもありますけれど

も、子供たちの気持ちには私、ちょっと胸が痛

い思いをしたもんですから、決まりは決まりと

言われればそれまでですけれども、ひとつ考え

てみていただきたいような気持ちでありますの

で、一言お答えをお願いしたいと思います。

　それから最後ですね、ひっくるめて要望です

けれども、今回、先般関西垂水会がありました

けれども、私も参加させていただきまして、そ

の前日だったんですか、市長を含めて、地元か

ら参加した方々と向こうの役員の方々との懇談

会がございました。その席で市長も耳にされて

いらっしゃると思いますけれども、誘致合宿、

プロの２軍でもというようなお話があったと思

いますけれども、そういうためにはどうしても

やっぱり先ほど申し上げました施設の整備が大

事だと考えております。

　そういう中で、池之上議員のお兄さんですか、

阪神球団でまだお仕事をなさっていらっしゃい

ます。そういう方の御協力をいただきながら、

垂水のほうでキャンプ合宿をしていただくため

には、どうしても野球場に関してはラバーが欲

しいんだというようなお話が市長にもあったと

思いますけれども、そこら辺をひっくるめて運

動公園の整備、それから先ほど申し上げました

小学生、中学生の暗い体育館で練習したその辺

のお気持ちをひとつお聞きいたしまして、私の

質問とさせていただきます。

〇市長（水迫順一）まず、２点質問いただき

ましたので、お答えをしたいと思います。

　子供たちが夕方暗い中でやっていたと、これ

は私も初めて知ったんですけど、この辺の規定

がどうなっておるのか早速調べてみたいと思い

ます。夏と冬の時間差はかなりございますから、

公がよくやることで、５時半と決めれば５時半

が冬も夏も同じであったりすることがよくあり

ますので、その辺、弾力を持たせていかなけれ

ばいけないし。また、子供たちの育成という、

議員のおっしゃったとおり、子供たちからも本

当に、行財政改革の中で始めたはいいが、本当

に子供たちも今からもまだ取らんといかんのか

というものもひっくるめて、これは検討したい

と思います。

　それと、２点目ですね。実は、定住促進の自

立圏構想の中でスポーツ合宿を呼ぼうというこ

とは、議員も今まで経緯もちょっと話されたと

おりなんですが、これは何でそういう構想にな

ったかというと、大隅全体で施設をいいものを

持っておるのを寄せ合って関西の大学を中心に

呼ぼうと、関西だけじゃなくていろんな大学を

今後呼んでいこうと。そして、その効果を大隅

にもたらそうということが大きな目的なんです

ね。

　そうすると、うちの場合は現在やっておるス

ポーツ合宿は、野球部の準硬式が毎年大体５チー

ムから多いときには６チームぐらい。最初は、

これはもう10年ちょっと前から始めておるんで

すけど、当初は３校でした、関西の大学が来る

のが。これは始まりはそもそも、「さんふらわ

あ」の大阪航路を利用したら、上下の上り下り

の運賃がうんと安くで学生に提供できると。だ

ったら、四国あたりに行くよりもこっちに呼ん

で、暖かいところで合宿を十分やっていただこ

うという発想から、「さんふらわあ」のほうと
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の話し合いの中で始まったんです。

　それで、うちも今では御案内のとおり、毎年

関西の大学を営業に回らせております。そうす

ると、これは四国方面とか大分、宮崎もどんど

んどんどんそういう営業を始めておるんですね。

スポーツ合宿の争奪戦が始まっておるわけです。

ですから、これはしっかりやらんといかんとい

う思いで。

　そうすると、大隅を面としてとらえて、野球

だけじゃなくてテニスも、本当にいろんなスポー

ツを総合的に呼ぼうやと。鹿屋はこの施設がい

いからこれを提供しましょう。垂水は運動場が、

野球場がいいから野球場を提供しましょうと。

それぞれ特徴のある提供できる施設を持ち合っ

て、１つのパンフレットをつくって関西にやは

り営業をしようということで今やっておるわけ

です。ですから、うちはその中でやはり野球場

が大隅の中では一番いいわけですね。ですから、

この野球場はいい施設なんですが、ところが、

老朽化も一部ございます。バックネットにして

もそうだし、ダッグアウトにしてもそうだし。

　それと、何で準硬式かといいますと、準硬式

でないと、硬式を呼んだときに飛び過ぎたり、

そうすると周辺に危険を及ぼすと、それには周

りにフェンスをせんといかんと。それと、また

野球場の中の壁のところがセメントですので、

これにフェンスをまたせんといかんという問題

を２つ抱えております。ですから、この２つを

クリアすれば硬式を呼ぶことができる。そうす

ると、準硬式プラス硬式になりますと、かなり

の野球場だけで多くの合宿を呼べるんじゃない

か。

　そうすると、今、議員おっしゃったように、

関西では本当に池之上さんがいる間に、議員の

兄さんですよ、がいらっしゃる間に阪神タイガー

スの２軍を呼べばいいじゃないかという話まで

持ち上がったんですね。そうすると、これはで

きないことじゃないんです。

　ですから、ただ、野球場のフェンスが800万円

ぐらいかかります。それと、ネットが大体およ

そそのくらいかかるんですね。ですから、1,800

万円ぐらい。それと、一部を修復せんといかん

ですから、やはり2,000万円ぐらいはかかるのか

なという思いです。ですけど、これはもうこの

まましておけば、野球場をほかの野球場のほう

がいいよと、スポーツ合宿も今では垂水がいい

から大学生は垂水に来てくれておるけど、準硬

式が。だけど、ほかへ取られるよという可能性

もありますから、これはやはり年次的にやれる

方法を早急に考えていかなければいけない。

　だから、テニス場一つとっても何千万円かか

ります。運動場一つとっても何千万円かかるん

ですね。運動場のところも、前の高杉助役がス

ポーツ振興団のほうに移転されたときに訪ねて

いきました。そのときに、安くでできる方法、

あるいは宝くじその他を使って張りかえる方法

ありませんかということだったんですが、やは

り市の負担金がかなり伴うんですね。ですから、

それはちょっと今できないなと。

　それと、あそこはトラックは公認を受けてお

りましたので、公認を維持するためにまた何千

万円かかかるということですので、公認の維持

はとりあえずやめました。公認を維持しても１

年間に１回しか使っていないんですよね、公認

としての使い方は。だけど、あそこの場合は、

中学校がおっしゃるとおり統合しますから、中

学校の利活用が、部活動を初め、あそこをうま

く使わんといかんという問題がございます。で

すから、芝生全面張りかえたほうが利用価値は

かなりあるのはもうわかっておりますが、ただ、

どれから順番を提案すべきかということになり

ますと、やはり野球場あたりをやらんといかん

ということになろうかと思いますが、財政が伴

うことでございますので、いろんな検討をして

いかなければいけない。あの施設が、野球場が

いいだけに、早く修復もしていかなければいけ
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ないということは事実だろうと思います。（篠

原則議員「どうもありがとうございました」

と呼ぶ）

〇議長（川達志）以上で、一般質問を終わ

ります。

　本日の日程は、全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（川達志）明10日から17日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、18日午前10時から開きます。

　　　△散　　会

〇議長（川達志）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午前11時55分散会
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平成21年12月18午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△発言の申し出

〇議長（川達志）ここで、土木課長より発

言の申し出がありますので、これを許可します。

〇土木課長（深港　渉）おはようございます。

　去る９日の一般質問の中で、篠原議員より建

設残土処分場のサッカー場構想について、その

協議結果等についてお尋ねする件がございまし

たけれども、資料が手元になかったことから、

後ほどということでしかるべき答弁をしており

ませんでした。

　本日、議長の許可をいただきましたので、お

くれましたことをおわび申し上げ、お答えさせ

ていただきます。

　御案内のとおり、建設残土処分場はその計画

敷地の大部分が保安林指定となっておりまして、

もとより、その解除及び林地開発につきまして

は、残土処分場を開設するための認可ではなく、

谷部を造成して最終的に山林を構築する条件で

認可されておるところでございます。

　平成８年より造成が始まり、特に17年災害で

の大量の土砂搬入により造成された敷地、つま

り平場が広大化することに伴い、その利活用の

話題が多く聞こえるようになりまして、平成20

年には認可元であります県林務水産課と山林構

築以外への利用について協議を行っております

が、その時点では、現認可以外への変更はでき

ないとの結果が示されております。

　しかしながら、認可された山林造成の中で、

遊歩道などを伴った森林公園的な利活用は可能

との見解もあることから、御案内のとおり、本

年３月議会の産業厚生委員会の中で市長より、

サッカー場などの整備構想が提案されておりま

す。

　御指摘のこの構想に係る協議につきましては、

植栽面積の割合や排水・調整池設置などの観点

から、認可された計画図の中では公認のとれる

サッカー場などの面積の確保が困難であること

や、現段階では平場の整備に着手していないこ

となどから、時期尚早と判断いたしまして、実

務レベルでの具体的な協議は行っていないのが

実情でございます。

　以上でございます。

　ありがとうございました。

　　　△議案第105号～議案第111号、議案第112

　　　　号～議案第119号、陳情第20号・陳情第

　　　　21号一括上程

〇議長（川達志）日程第１、議案第105号か

ら日程第７、議案第111号まで及び日程第８、議

案第112号から日程第15、議案第119号までの議

案15件並びに日程第16、陳情第20号及び日程第

17、陳情第21号の陳情２件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第105号　垂水市産業開発促進条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第106号　垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず

　　　条例　案

議案第107号　垂水市猿ヶ城活性化施設条例　案

議案第108号　新たに生じた土地の確認について

議案第109号　字の区域変更について

議案第110号　垂水市道路線の廃止について

議案第111号　垂水市道路線の認定について

議案第112号　平成21年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第７号）案

議案第113号　平成21年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第３号）案

議案第114号　平成21年度垂水市交通災害共済特
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　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第115号　平成21年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第２号）案

議案第116号　平成21年度垂水市と畜場特別会計

　　　補正予算（第２号）案

議案第117号　平成21年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計補正予算（第２号）案

議案第118号　平成21年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第119号　平成21年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第２号）案

陳情第20号　「我が日本国において外国人参政

　　　権を容認するいかなる立法も法改正もし

　　　ないこと」を要請する意見書を国会並び

　　　に関係行政庁に提出することを求める陳

　　　情

陳情第21号　快適な生活環境を守るために養豚

　　　場の移転を要望する陳情について

〇議長（川達志）ここで、各委員長の報告

を求めます。

　最初に、産業厚生委員長北方貞明議員。

　　　［産業厚生委員長北方貞明議員登壇］

〇産業厚生委員長（北方貞明）皆さん、おは

ようございます。

　それでは、報告をいたします。

　去る11月30日の本会議において産業厚生委員

会付託となりました各案件について、12月11日

委員会を開き、審査いたしましたので、その結

果を報告いたします。

　最初に、議案第106号垂水市猿ヶ城渓谷森の駅

たるみず条例案、議案第107号垂水市猿ヶ城活性

化施設条例案、議案第110号垂水市道路線の廃止

について及び議案第111号垂水市道路線の認定に

ついては、いずれも原案のとおり可決されまし

た。

　次に、議案第112号平成21年度垂水市一般会計

補正予算（第７号）案中の所管費目については、

原案のとおり可決されました。

　次に、議案第115号平成21年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第２号）案、議案第116号平

成21年度垂水市と畜場特別会計補正予算（第２

号）案、議案第117号平成21年度垂水市漁業集落

排水処理施設特別会計補正予算（第２号）案、

議案第118号平成21年度垂水市簡易水道事業特別

会計補正予算（第２号）案及び議案第119号平成

21年度垂水市水道事業会計補正予算（第２号）

案については、いずれも原案のとおり可決され

ました。

　次に、陳情第21号快適な生活環境を守るため

に養豚場の移転を要望する陳情については、結

論を得るに至らず、閉会中の継続審査とするこ

とに決定いたしました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（川達志）次に、総務文教委員長田平

輝也議員。

　　　［総務文教委員長田平輝也議員登壇］

〇総務文教委員長（田平輝也）おはようござ

います。

　去る11月30日の本会議におきまして総務文教

委員会付託となりました各案件について、12月

14日委員会を開き、審査いたしましたので、そ

の結果を報告いたします。

　最初に、議案第105号垂水市産業開発促進条例

の一部を改正する条例案については、いずれも

原案のとおり可決されました。

　議案第108号新たに生じた土地の確認について、

議案第109号字の区域変更については、いずれも

原案のとおり可決されました。

　次に、議案第112号平成21年度垂水市一般会計

補正予算（第７号）案中の所管費目・歳入全款

については、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第113号平成21年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）案及び議案第

114号平成21年度垂水市交通災害共済特別会計補

正予算（第１号）案については、いずれも原案
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のとおり可決されました。

　次に、陳情第20号「我が日本国において外国

人参政権を容認するいかなる立法も法改正もし

ないこと」を要請する意見書を国会並びに関係

行政庁に提出することを求める陳情については、

結論を得るに至らず、閉会中の継続審議とする

ことに決定いたしました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（川達志）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　おはようございます。

　議案第106号及び議案第107号について、反対

の立場で討論をいたします。

　議案第106号垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず

条例案と議案第107号垂水市猿ヶ城活性化施設条

例案について、２つの問題点を指摘し、現段階

では賛成できない旨を述べて、反対の討論をい

たします。

　１点目は、１点目を問題にするのは、両条例

案中の指定管理による管理の条項です。両条項

とも、できる条項ですると決めているものでも

ありませんし、しないと規定するものでもあり

ません。しかし、示された資料の管理運営方法

についての説明では、資料がそろえば当初から

指定管理すると受け取られる内容が記載されて

います。

　さらに、「適切な管理運営方法の検証を含め、

開設直後の管理は１年間をめどに直営で行うも

のとし、その後に指定管理の代行に移行する計

画であります」と述べていますが、付託された

委員会での説明では、来年の後半から指定管理

による管理へ向けて準備していくということも

言われました。

　両施設の目的を達成していくためには、行政

が責任を持って運営していくというのが第一義

的に果たさなきゃならない役割ではないでしょ

うか。私は民間委託をすべて否定する立場では

ありません。しかし、本会議でも指摘したよう

に、公の施設には法令、自治体の総合計画など

行政計画といった政策的目的の実現という公共

的使命があります。もちろん、施設運営に当た

っては、管理経費を縮減するという財政的効率

性も軽視できないのは確かな問題です。

　御存じのとおり、指定管理制度には、経費の

削減という効率性とともに、施設ミッションの

実現という目的があります。このようなことか

ら、政府の選定基準の通知に住民平等利用の確

保、施設効用の最大化、管理経費の縮減、管理

を安定的に行う物的・人的能力の保有を挙げて

います。

　本会議でも指摘したように、また一般質問等

でも明らかになったように、両施設ミッション

はそれぞれに目的や運営方法が違います。当然、

選定基準も画一的ではなく異なってくるはずで

す。このような問題に十分な検討や対策がなか

ったため、指定管理者が運営から撤退したり、

経営破綻で指定取り消しも起きてきています。

　総務省の調査によると、指定取り消しは34施

設に上っています。経営破綻等のリスクは、住

民犠牲、事業の廃止・中断、財政負担や労働者

の解雇等に転嫁されていきます。この大隅地域

でもバンガロー、休養施設が一たん直営に戻さ

れ、運営されるという問題も起きています。こ

のようなことからも、しっかりと時間を置いて

検証していくという方針を持つことが、行政の

果たすべき責任ではないでしょうか。

　しかし、今回の提案は、冒頭説明したように、

当初から指定管理ありきの計画と言わざるを得

ない問題点を含んでいます。
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　２点目は、選定基準にあるように、管理経費

の節減から来る問題への対応が行政として責任

が果たされていないということです。道の駅が

いい参考事例になると考えますが、要は、引き

継ぎの指定を受けるためにも、また運営上から

もコスト削減を常に迫られるという問題です。

委託費の縮減は、結果的に人員配置、雇用形態、

賃金、労働条件の問題にも連動していきます。

その結果、人員削減、パートの増大、不安定雇

用、低賃金構造、業務の質の低下など、深刻な

問題が全国的にも起きています。

　ゆえに、行政がワーキングプアをつくり出す

ようなことがあってはなりません。その対策の

ためにも、行政は責任が果たせるように労働環

境の整備を行っていくことが求められています。

今回の一般質問でも提案し、具体化を迫った公

契約条例の制定もその対策の１つと考えます。

　公契約条例は、公共事業や業務委託の元請業

者に対し、従事する労働者の賃金の最低基準等

を義務づける制度です。制定の意義として、労

働者の賃金、労働条件の改善は、それだけでは

なく公共サービスの質の確保、さらに地域経済

の活性化、地域再生にもつながってくる、この

ような効果の期待が高まってきていると言われ

ています。施設の管理運営上必要な安定的な人

材の確保、継続性、専門性の確保のためにも、

労働環境整備を責任を持って取り組むのが行政

の役割です。それができているでしょうか。

　兵庫県芦屋市では市長が、委託労働者の賃金、

労働条件が適正に確保されるように調査と指導

を行うと文書で約束もしています。垂水市も、

施設の安定的な運営、人材の確保、継続性、専

門性を整えていくためには取り組むべき課題で

もあります。現段階では見受けられません。

　よって、以上の２点を指摘し、現段階では両

条例案に賛成できないことを述べて、反対討論

といたします。

〇議長（川達志）ほかに討論はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　最初に、議案からお諮りします。

　御異議がありますので、議案第106号及び議案

第107号を除き、各議案を各委員長の報告のとお

り決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第106号及び議案第107号を除き、

各議案は各委員長の報告のとおり決定しました。

　次に、議案第106号は起立により採決します。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（川達志）起立多数です。

　よって、議案第106号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、議案第107号を起立により採決いたしま

す。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（川達志）起立多数です。

　よって、議案第107号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、陳情をお諮りします。

　最初に、陳情第20号を委員長の報告のとおり

決定することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、陳情第20号は閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。

　次に、陳情第21号を委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。
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　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、陳情第21号は閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。

　　　△意見書案第21号・意見書案第22号一括

　　　　上程

〇議長（川達志）日程第18、意見書案第21

号及び日程第19、意見書案第22号の意見書案２

件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略します。

意見書案第21号　電源立地地域対策交付金制度

　　　の交付期間延長等を求める意見書につい

　　　て

意見書案第22号　地方交付税の制度堅持と総額

　　　確保を求める意見書について

〇議長（川達志）案文は配付いたしており

ますので、朗読を省略いたします。

　　電源立地地域対策交付金制度の交付期間延

　　長等を求める意見書（案）

　電源立地地域対策交付金の水力発電施設周辺

地域交付金相当部分（水力交付金）は、水力発

電ダムに関わる発電用施設周辺地域住民の福祉

の向上と電源立地の円滑化に資することを目的

に創設されたものであり、関係市町村では、こ

の水力交付金を活用し、防火水槽や防災無線等

の公共施設の整備、診療所や保育園の運営費等

への充当による住民生活の利便性向上を図って

いるところである。

　しかしながら、現在の制度では、交付対象市

町村の多くが、まもなく最長交付期間の30年を

迎えることとなるが、その場合、水力発電施設

の円滑な運転継続や新規の電源立地に支障を生

ずることが危惧される。

　豊富な水資源に恵まれた我が国において、水

力発電は、原子力発電や火力発電に比べ、環境

への負荷が少なく、再生可能なエネルギーとし

て、これまで電力の安定供給に大きく寄与して

きたが、その背景には水力発電施設の建設に協

力してきた関係市町村の貢献があることを十分

認識すべきである。

　よって、国におかれては、平成22年度末をも

って多くの関係市町村で交付期限を迎える水力

交付金について、過去30年間にわたる交付実績

や、今後とも安定的な水力発電を維持する必要

性があること等を考慮の上、平成23年度以降は

恒久的な制度とすること、及び原子力発電交付

金との格差を踏まえた交付金の最高限度額及び

最低保証額の引き上げなど交付条件の改善や事

務手続きの簡素化を図られることを要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。

　平成21年12月18日

　　　　鹿児島県垂水市議会議長　川　達志

経 済 産 業 大 臣　直嶋　正行　殿

経済産業副大臣　松下　忠洋　殿

経済産業副大臣　増子　輝彦　殿

経済産業大臣政務官　近藤　洋介　殿

経済産業大臣政務官　高橋　千秋　殿

財 務 大 臣　藤井　裕久　殿

財 務 副 大 臣　野田　佳彦　殿

財 務 副 大 臣　峰崎　直樹　殿

財務大臣政務官　大串　博志　殿

財務大臣政務官　古本伸一郎　殿

総 務 大 臣　原口　一博　殿

総 務 副 大 臣　渡辺　　周　殿

総 務 副 大 臣　内藤　正光　殿

総務大臣政務官　小川　淳也　殿

総務大臣政務官　階　　　猛　殿

総務大臣政務官　長谷川憲正　殿

　　地方交付税の制度堅持と総額確保を求める
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　　意見書（案）

　地方財政は「三位一体」の改革の元で地方交

付税が大幅に削減され厳しい財政運営を余儀な

くされている。さらに「新型交付税」が導入さ

れたことで、一層、地方交付税の財源保障が歪

められ、地域間格差が広がっている。さらに、

来年度、２兆円もの地方税収減が予想されてい

る中、自治体が標準的な仕事をするうえで、地

方税収等で不足する部分を財源保障する増額措

置がとられるのか懸念も広がっている。

　地方交付税は、「国が地方に代わって徴収す

る地方税」としての性格を有し、地方公共団体

固有の財源である。また、戦後の憲法･地方自治

法のもとで欧米にもない優れた財源保障・調整

制度として創設され、さまざまな改悪がされな

がらも、基本的枠組みは維持されてきている。

ゆえに、地方交付税は地方税に次ぐ重要な財源

である地方交付税総額の削減が実施されるなら

ば、地方自治の根幹を揺るがし、「住民の福祉

の増進」を図り、地域の行政需要に対応する上

で重大な障害となる懸念がある。

　よって、政府に対して下記事項の実現を強く

求める。

　一、地方公共団体の行財政運営に責任を負う

　ために、地方交付税制度の財源保障、財源調

　整の復元・拡充に努め、２つの機能を堅持し、

　その充実を図ること。

　二、平成22年度の地方交付税及び一般財源の

　所要総額を確実に確保すること。

　以上、地方自治法第96条の規定により、意見

書を提出します。

　平成21年12月18日

　　　　鹿児島県垂水市議会議長　川　達志

内閣総理大臣　鳩山由紀夫　殿

総 務 大 臣　原口　一博　殿

財 務 大 臣　藤井　裕久　殿

〇議長（川達志）お諮りします。

　ただいまの意見書案２件については、提出者

の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、いずれもそのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　最初に、意見書案第21号を原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第21号は原案のとおり可決

されました。

　次に、意見書案第22号を原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第22号は原案のとおり可決

されました。

　　　△陳情第22号上程

〇議長（川達志）日程第20、陳情第22号改正

貸金業法の早期完全施行等を求める陳情書につ

いて、議題とします。

　お諮りします。

　陳情第22号は、総務文教委員会に付託の上、

閉会中の継続審査にしたいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、陳情第22号は総務文教委員会に付託

の上、閉会中の継続審査とすることに決定しま
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した。

　以上で、日程は全部終了しました。

　お諮りします。

　閉会中、議会運営委員会の所管事項調査を行

うことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、閉会中、議会運営委員会の所管事項

調査を行うことに決定しました。

　　　△閉　　会

〇議長（川達志）これをもちまして、平成

21年第４回垂水市議会定例会を閉会いたします。

　　　　　午前10時22分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　


	垂水市１２月表紙・背表紙
	２垂水市２１・１２月目次
	３垂水市２１・１２月日程・議事
	垂水市１２月かいし 1
	４垂水市名簿 1
	垂水２１・１２月１号本文
	垂水市１２月かいし 2
	４垂水市名簿 2
	垂水２１・１２月２号本文
	垂水市１２月かいし 3
	４垂水市名簿 3
	垂水２１・１２月３号本文
	垂水市１２月かいし 4
	４垂水市名簿 4
	垂水２１・１２月４号本文
	５垂水市署名



